
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

イネ事

Ｊ Ｒ

09-011

インドネシア共和国 

母子手帳による母子保健サービス向上 

プロジェクト 

終了時評価調査報告書 

 

インドネシア事務所 

独立行政法人国際協力機構 

 

（2009年）  

平成 21 年９月 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

インドネシア共和国 

母子手帳による母子保健サービス向上 

プロジェクト 

終了時評価調査報告書 

 

インドネシア事務所 

独立行政法人国際協力機構 

 

（2009年）  

平成 21 年９月 



 

 

序     文 
 

インドネシア共和国の母子保健に係る状況は、近隣するASEAN諸国と比較して深刻な状況であ

り、JICAは母子保健を保健医療分野における1つの重点分野として協力を行ってきました。1998年

より、母子保健改善の手段として母子手帳を活用し、母子手帳を通じた妊婦と母親への保健教育

と保健医療記録をもつことによる、健康意識の向上と行動変革につながる活動を展開してきまし

た。結果として、2003年には妊産婦総数に対する母子手帳の充足率は全国で48％に達し、更に2004

年に母子手帳に係る保健大臣令の発布や、2006年の保健省に特別予算措置（Deconcentration Fund）

や地方政府による独自予算確保により、同充足率は62.4％に達する見込みであるなど、母子手帳の

「量的」な拡大は順調に進捗してきています。 

一方で、「質的」側面からみると、印刷・配布された母子手帳の妊産婦や保健医療従事者による

効果的な利用をより一層進める必要があり、また、「量的」側面についても、保健省の特別予算措

置は5年後には終了する見込みであることから、母子手帳の安定的な供給・配布を確保するために

は、地方分権体制下で保健サービス提供の責任を担う地方政府による母子手帳の供給・配布の促

進、母子手帳の裾野の拡大が重要な課題となっています。 

以上のような現在までの協力の経緯と成果を踏まえ、2006年10月から2009年9月までの3年間、

JICAは「母子手帳による母子保健サービス向上プロジェクト」を通じて、インドネシア共和国に

おける母子手帳を活用した母子保健サービスが量的・質的に向上し、自立的に発展するための「制

度構築」に取り組んでいます。 

今般、JICAは本プロジェクトの協力期間終了を控え、プロジェクト活動実績の整理・確認を行

うとともに、今後の協力を行ううえでの教訓・提言を取りまとめることを目的とし、終了時評価

調査を実施しました。 

本報告書は終了時評価結果を取りまとめたもので、今後の本プロジェクトの成果の展開に広く

活用されることを願うものです。 

最後に、これまでの本プロジェクトの実施にあたり、ご協力いただいた内外の関係者各位に対

し、心から感謝の意を表します。 

 

 平成21年9月 

 

独立行政法人国際協力機構 

インドネシア事務所長 坂本 隆 
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評価調査結果要約表 

１．案件の概要 

国名：インドネシア共和国 案件名：母子手帳による母子保健サービス向上

プロジェクト 

分野：保健分野 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 保健行政・母子保健課 協力金額（評価時点）：約3億400万円 

先方関係機関：インドネシア保健省 

日本側協力機関： 
協力期間 

 

（R/D）：2006年10月1日～2009年 

9月30日 

他の関連協力： 

１－１ 協力の背景と概要 

 インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の保健医療の全般的な水準は過去30年

間にかなり改善してきており、母子保健（Maternal and Child Health：MCH）についても同様のこ

とがいえる。例えば、乳児死亡率（Infant Mortality Rate：IMR）をみると、1967年の出生1,000対

145から2003年の35と年々改善されてきている。妊産婦死亡率（Maternal Mortality Ratio：MMR）

についても、改善してきているが、対出生10万で2001年は307であり、両率ともに他ASEAN諸国

の状況と比すると状況の深刻さが歴然としている。このようなMMRの高さは、地域での妊産婦

の危険な兆候に対する｢発見の遅れ｣、地域から保健医療施設への｢搬送の遅れ｣、保健医療施設に

おける「適切な処置､治療の遅れ」の3つの遅れや、妊娠出産に係る基礎的な知識が母親（及び家

族）に不足していることが挙げられる。 

 上記のようなMCHに係る深刻な状況に対し、JICAはMCHを保健医療分野における1つの重点分

野として協力を行ってきた。具体的には、『家族計画・母子保健プロジェクト』（1989～1994年）

でインドネシア版母子（健康）手帳（Maternal and Child Health Handbook：MCH HB）の開発と試

行を、『母と子の健康手帳プロジェクト』（1998～2003年）でMCH改善の手段としてMCH HBの活

用、健康意識の向上と行動変革につながる活動を展開し、プロジェクト対象州をはじめ多くの地

域への普及に貢献した。その結果、2004年にMCH HBに係る保健大臣令の発布や、2006年の保健

省（Ministry of Health：MOH）に特別予算措置（Deconcentration Fund）や地方政府による独自予

算確保により、同充足率は62.4％に達しMCH HBの「量的」な拡大は順調に進捗してきている。

 一方で、「質的」側面からみると、印刷・配布されたMCH HBの効果的な利用をより一層進め

る必要があり、そのために、MCH HBの活用モデル構築、既存の保健医療システム内の位置づけ、

各種のMCHサービス統合のツールとしての活用、保健医療従事者への研修体制・内容の確立な

どが課題として残っている。さらに、「量的」側面についても、地方分権体制下で保健サービス

提供の責任を担う地方政府によるMCH HBの供給・配布の促進、MCH HBの裾野を広げるために

健康保険制度や出産登録制度との連携、MCHに関係する専門家団体によるMCH HBの活用促進、

などを推進することが重要な課題となっている。 

 本プロジェクトでは、MCH HBを活用したMCHサービスが量的・質的に向上し、自立的に発展

するために、「MCH HBがMCHサービス統合の手段として機能するとともに、MCH HBを使った

MCHサービスを継続するためのシステムが確立する」ことを目的とした協力活動を行うもので

ある。 
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１－２ 協力内容 

 （1）上位目標 

1．すべての保健関係施設でMCH HBを使ったMCHサービスが提供されるようになる。 

2．すべての妊婦と5歳未満児（Anak Bawah Lima Tahun：Balita）の母親が健康記録をもつ。

 

 （2）プロジェクト目標 

MCH HBがMCHサービス統合の手段として機能するとともに、MCH HBを使ったMCHサー

ビスを継続するためのシステムが確立する。 

 

 （3）成 果 

1．住民のMCH HBへのアクセスが高まる。 

2．関連医療従事者を対象としたMCH HBに係る研修制度が強化される。 

3．MCH HBのモニタリング・報告に係る制度が強化される。 

4．MCH HBの有効利用に係るモデルが形成される。 

5．MCH HBのMCH改善への効果に係る調査・評価の結果がMOHの政策策定・実施過程

に反映される。 

6．第三国研修（Third Country Training Program：TCTP）及び現地国内研修（In-Country Training 

Program：ICTP）を通じて、MOHと地方政府のMCH HBを使用したMCH改善の経験を

効果的に共有する制度・能力が強化される。 

 

 （4）投入（評価時点） 

   日本側： 

    長期専門家派遣 3名（延べ人数5名） 機材供与 240万8,000円

    短期専門家派遣 3名（延べ人数5名） ローカルコスト負担 9,683万5,000円 

    研修員受入   35名（2009年8月時点） その他         円 

   相手国側： 

    カウンターパート配置 14名 機材購入 

    土地・施設提供 ローカルコスト負担 

    その他 

２．評価調査団の概要 

（担当分野：氏名  職位） 

団長/総括 竹内 智子 JICA 人間開発部 母子保健課長 

母子保健 中村 安秀 大阪大学 教授 

母子保健 藤原 善子 元JICA 母子保健専門家 

評価分析 西田 竜也 株式会社 ケイディーテック 

評価計画/管理 舘山丈太郎 JICA インドネシア事務所 職員 

調査者 

評価計画/母子保健 佐藤 祥子 JICA 人間開発部 特別嘱託 

調査期間 2009年7月12日～8月15日  評価種類：終了時評価 
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３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

 上位目標「1．すべての保健関係施設でMCH HBを使ったMCHサービスが提供されるようにな

る」及び「2．すべての妊婦とBelitaの母親が健康記録をもつ」については、その指標に関するデ

ータを十分に得られなかったこともあり、また本来上位目標はプロジェクト終了後数年をめどに

その達成が期待されるところもあり、現時点で上位目標の進捗に関して結論を述べるには時期尚

早である。 

 プロジェクト目標「MCH HBがMCHサービス統合の手段として機能するとともに、MCH HB

を使ったMCHサービスを継続するためのシステムが確立する」については、プロジェクト終了

時までに、部分的に達成される見込みである。これは、MOHがMCH HBの有効利用に係るモデ

ルを既に政策に反映している一方（プロジェクト目標の指標2.）、2009年9月までに、少なくとも

80％の妊婦がMCH HBを使った産前検診（Antenatal Care：ANC）を受診するようになるという目

標（プロジェクト目標の指標1.）が達成される見込みはないためである。 

 成果については、成果1「住民のMCH HBへのアクセスが高まる」の指標1-31を除きすべての指

標が既に達成されているか、プロジェクト終了時までに達成される見込みである。具体的に、成

果1は、4つの指標のうち指標1-3を除き、既に達成されたか、プロジェクト終了時までに達成さ

れる見込みである。成果2「関連医療従事者を対象としたMCH HBに係る研修制度が強化される」

については、3つの指標はいずれも既に達成されている。成果3「MCH HBのモニタリング・報告

に係る制度が強化される」は、MOHが国レベルでのMCH HBの配布率のモニタリングを既に始

めており、目標は既に達成されている。成果4「MCH HBの有効利用に係るモデルが形成される」

は、対象となるMCH HBの利用促進に関する5つのモデルすべての開発を完了しており、目標は

既に達成されている。成果5「MCH HBのMCH改善への効果に係る調査・評価の結果がMOHの政

策策定・実施過程に反映される」につき、3つの指標はいずれも、既に達成されているか、プロ

ジェクト終了時までに達成される見込みである。成果6「TCTP及びICTPを通じて、MOHと地方

政府の、MCH HBを使用したMCH改善の経験を効果的に共有する制度・能力が強化される」につ

いては、3つの指標すべてが既に達成されている。 

 

３－２ 評価結果の要約 

 （1）妥当性 

インドネシアでは、ASEAN各国に比較してIMRやMMRが高く、MCHサービスの向上が喫

緊の課題となっており、MCH改善に対する支援は極めて妥当である。また、本プロジェク

トは、MCHの向上に高い優先順位を与えるインドネシアの国家開発計画・戦略、そして「対

インドネシア国別援助計画」や「国別事業実施計画」といった日本のODA政策・計画とも一

貫している。 

MCH HBの利用を量的かつ質的に改善するという戦略は、プロジェクト目標であるさまざ

まなMCHサービスの統合に貢献し、かつMCH HBを利用したMCHサービスの自立発展性の

向上に寄与していることから、適切であったと考えられる。 

ターゲット・グループをMOH及びMCHに関係する専門家団体〔インドネシア助産師協会

（Ikatan Bidan Indonesia：IBI）〕とすることは、MOHがMCH HBに関する包括的な政策・制度

を構築するうえでの政策立案者であり、かつ同専門家団体が右施策を実施するうえでの重要

                             
1 2009年までに地方歳出歳入予算によってMCH HBの供給予算を担保する地方政府の数が増加する。 
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なステークホルダーであることから、妥当と考えられる。 

MCH HBは、日本が世界に比類のない経験をもつこと、MCH HBが成長カードより優位

性があること、また、日本がインドネシアにおいて長年にわたりMCH HBの開発・導入・普

及の支援を行ってきていることから、日本が支援を行うことは妥当である。 

 

 （2）有効性 

本プロジェクトは、部分的に有効であった。これはプロジェクト目標に関する2つの指標

のうち、2つ目の指標である「MOHがMCH HBの有効利用に係るモデルを政策に反映する」

については既に達成された一方、1つ目の指標である「2009年9月までに、少なくとも80％の

妊婦がMCH HBを使ったANCを受診するようになる｣2 については、プロジェクト終了時ま

でに達成が難しい状況にあるためである。 

プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）上の成果とプロジ

ェクト目標の因果関係においては、MCH HBの有効利用に係るモデルを開発（成果4）した

結果、それが政策に反映されている（プロジェクト目標）。また、MCH HBを使ったANCの

受診率については、成果1の活動としてMCH HBが利用できる医療機関を増やす、MCH HB

を活用するMCH事業を増やすという取り組みを行い、成果2の活動として新規にMCH HBを

活用する保健従事者に対する研修の拡充を行った結果として増加するものであるが、設定さ

れた目標値を実現するには時間が不十分であった。 

しかしながら、成果1の活動の結果、MCH HB の準備率が2006年（58％）から2008年（78.8％）

にかけて上昇しており、2008年の段階で推定妊婦数の56％に、MCH HBを用いたANCを提供

していることは、明るい材料であり、近い将来にインドネシア側が目標を達成することが期

待される。 

 

 （3）効率性 

本プロジェクトは、十分効率的であると考えられる。まず、上述のとおりPDMに記載され

た成果については、全19の指標のうち指標1-3を除き、すべての指標が既に達成されている

か、プロジェクト終了時までに達成される見込みであり、十分に達成されているといえる。

活動の進捗は、前年、特に1年目は比較的ゆっくりとしたものであった。しかし、活動の遅

れは、プロジェクト後半、特に3年目までに取り戻しており、PDM上の活動は成果の発現に

十分な活動であったといえる。投入と活動の関係については、プロジェクトはローカル・コ

ンサルタントやインドネシアのMCH HBに精通した日本人専門家を活用することで、プロジ

ェクトの活動を効率的に運営してきた。 

 

 （4）インパクト 

本プロジェクトでは、まだプロジェクト目標の達成までに数年を要するため、まだ上位目

標の達成時期を確定することはできないが、プロジェクト目標達成後、MOHがMCH HBを

利用したMCH改善の策定を継続し、かつMCH HBを所掌する地域保健総局がMCH HBに関

                             
2 2007年11～12月に実施された運営指導調査時に、新たに「2009年9月までにMCH HBがMCHサービスを提供する主要な保健医

療機関で利用できるようになる」というプロジェクト目標の指標が追加された。その後、MCH HBの利用を全国に拡大しよ

うとするインドネシア側の強い要望で現行の指標に変更された経緯がある 

注：用語の定義。準備率（Supply Rate）＝準備されたMCH HBの数/全妊婦数。準備率は充足率、供給率と称されることもある。

配布率（Distribution Rate）＝実際に妊婦に配布されたMCH HBの数/全妊婦数。配布・所持率とされることもある。 
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連する他の部局及び他の機関に対してリーダーシップを発揮し続ければ、数年後には上位目

標が達成される可能性が高い。 

予期せぬインパクトについては、妊婦や母親に加え家族の他のメンバーのMCHに関する

知識が向上し、また、プロジェクトがコミュニティ・エンパワメントにつながっているケー

スもみられるなど、予期せぬ正のインパクトが幾つかみられている。プロジェクトによる予

期せぬ負のインパクトについては、特に確認されなかった。 

 

 （5）自立発展性 

本プロジェクトの効果は、プロジェクト終了後も、政策、組織、そして技術といった面で

は、持続していくことが期待される一方、財政面及び人材面における自立発展性について

は、確かではない部分もある。特に、地方レベルでの自助（Self-reliance）が、本プロジェ

クトの効果を持続するうえでは鍵となる。 

具体的に組織及び政策面では、通達、ガイドラインそしてマニュアル等を通じて、MCH HB

を既存のさまざまな保健プログラムに統合することに成功し、かつMCH HBの活用に対する

インドネシア側のコミットメントも現在まで確実に高まっている。さらに、MCH HBの活用

は助産師や看護師育成のためのさまざまな教育プログラムに統合されている。   

また、技術面でも、MOHはMCH HBの活用を計画し、実施し、レビューし、そして改訂

するという一連の作業を遂行するに十分な技術力を身に着け、また国、州、県・市レベルで

のさまざまなトレーニングを通じて、MOH職員、州保健衛生局（Provincial Health Office：

PHO）及び県保健衛生局（District Health Office：DHO）職員、そして医療従事者等すべて

のレベルでMCH HBの活用促進に関する技術が広まったといえる。 

しかし、頻繁すぎる人員の配置転換、そして一義的には地方政府の責任となっているもの

の、MCH HBの印刷・配布に関するコストをどのようにインドネシア側内部で分担するのか

が未解決のままであることは、本プロジェクトの自立発展性に対する脅威となり得る。  

特に、プロジェクトの自立発展性のためには、地方によるMCH HB事業の自立的運営が極

めて重要である。プロジェクトの実施を通じて、地方政府やコミュニティのなかには西スマ

トラ州、西ヌサトゥンガラ州、東ジャワ州などのように、自立的運営の面で一定の進捗がみ

られたところも出ているが、一部には安定的な印刷・配布に向けた取り組み（印刷や研修の

予算措置、活動を継続する仕組みほか）の強化が必要なところもある。 

 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

 （1）計画内容に関すること 

MCH HBの利用を量的かつ質的に改善するという戦略は、プロジェクト目標であるさまざ

まなMCHサービスの統合に貢献した。特に、地方において、モデル活動実施5州を設定し、

州・県政府保健局、医療従事者や、対象地域の妊産婦・Balitaをターゲットとしたことは、

将来の間接裨益者であるインドネシア全土の妊産婦及び乳幼児に適用可能な現実的な政

策・制度の構築を可能にする大きな要因となった。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

実施プロセスにおいてインドネシア側は、プロジェクトに関する非常に多くのセミナーや

ワークショップ等を日本側からの支援の有無にかかわらず実施し、高いオーナーシップを発

揮した。また、保健大臣がMCH HBを利用したMCHサービスの向上に強いコミットメント

を示し、また非常に多くの機関・下部機関がコーディネーション・メカニズムを通じて協調



 

vi 

したことも、プロジェクトの効果の発現に大きく寄与した。そして、以上をサポートする形

で日本人専門家を中心に日本側が時宜を得た支援を提供したこともプロジェクトに好影響

を与えた。 

 

３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

 （1）計画内容に関すること 

計画内容に関し、問題点及び問題を惹起した要因は、特にみられなかった。 

 

 （2）実施プロセスに関すること 

プロジェクトの1年目及び2年目においては、MOHに対する予算が大幅に削減された影響

を受けて、MCH HBの配布・活用、モデル活動の実施、国家レビュー会議等さまざまな面で

活動の遅れ等がみられた。また、関係者間の調整や協議に時間がかかり活動の実施に影響が

みられたものもあった。さらには、地震の影響により2年目に西スマトラ州で予定されてい

た第三国研修地が西ジャワ州に変更されるというようなこともあった。 

しかしながら、以上の活動の進捗の遅れ等はいずれも、プロジェクトの後半、特に3年目

までに取り戻しており、既に述べたように成果は順調に発現しており、特に悪影響を与えた

ようには見受けられない。 

 

３－５ 結 論 

 調査団としては、上位目標に関する進捗は今後更に注視する必要があるが、ほとんどすべての

成果及びプロジェクト目標の一部については大きな進捗がみられたと結論できる。 

 特に、本プロジェクトが、インドネシアの国家開発計画や日本の援助プログラムと整合してい

たこと、またターゲット・グループの選定やプロジェクトの実施戦略も適切であったこと、さら

には、MCHの向上に対する高いニーズと日本が有するMCH HBに関する高い専門性や豊富な経

験をかんがみると、本プロジェクトは妥当であったと判断できる。 

 本プロジェクトは、プロジェクト目標の1つの指標が未達成であるため、有効性については部

分的にあるとの結論になったが、同指標も目標達成に向け着実に進捗がみられることから、将来

の展望は明るい。 

 効率性の面でも、インドネシア側の高いオーナーシップ、効果的な協調メカニズム、そしてロ

ーカル・リソースと現場での経験・知識の活用により、十分効率的であったと考える。  

 インパクトに関しては、上位目標の達成については、今後更にデータ収集を強化し、今後の推

移を見守る必要があるが、フィールド調査においては、父親（妊婦の夫、及び乳幼児の父親）の

MCHの知識に関する向上や、コミュニティ・エンパワメントといった、予期せぬ正のインパク

トもみられている。  

 自立発展性につき、本プロジェクトの効果は、MOHの強い組織・制度的コミットメントに象

徴されるように、プロジェクト終了後も政策、組織、そして技術といった面では、持続すること

が期待される一方、財政面や人材面における自立発展性については、頻繁な人材の配置転換や

MCH HBの印刷・配布に関する中央・地方政府間の負担分担が不確定であることから、不透明な

部分もある。さらに本プロジェクトの効果を持続するうえでは、地方レベルでの自助的運営が、

鍵となると考えられる。 

 

３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

 以上の評価結果を踏まえ、調査団はプロジェクト終了後の課題について以下の提言を行った。
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 （1）母子手帳（MCH HB）関連予算の確保 

MCH HBの印刷・配布にかかる予算については中央政府（MOH）と地方政府（県・市）

の間で適切な財政負担や役割分担が行われるよう調整が必要である。2009年分に関しては、

MOH本省が全妊婦に配布するために必要と見込まれる500万部の印刷費用を負担するとい

う決定は、MCH HBの普及率向上の観点から評価される一方、予算確保に一義的な責任を負

う地方政府による自立的な印刷・配布への取り組みが損なわれてはならない。また、妊婦や

子どもを対象とした個別の記録カードや健康教材を複数作成するより、これらが統合された

MCH HBを利用する方が経済的であることに留意すべきである。 

地方における予算確保には、地方レベルの政策立案者への働きかけ（アドボカシー活動）

が重要である。また、NGOや民間セクターとの連携を通じた資金獲得の可能性も模索するこ

と。 

 

 （2）母子手帳（MCH HB）に関するモニタリング・システムの強化 

MOHは、2008年よりMCH HBの配布率に関する情報を定期的に収集しているが、今回の

調査で配布率に関する情報を確認できたのは、全33州のうち12州にすぎなかった。配布率に

とどまらず、MCH HBを活用することで住民の知識や行動、MCHサービスへのアクセスに

どのような改善がみられたかを数値で示すことは、予算を獲得するためにも重要である。

MCH HBに関するモニタリング・システムの一層の強化が求められる。 

 

 （3）保健セクター内外の関係機関との連携強化 

今回の調査では、主にポシアンドゥ（地域保健サービスポスト）や保健所における公衆衛

生プログラムにおいて、MCH HBがMCHサービス統合の手段として機能していることが確

認された。レファラル・システムや継続ケアを強化していくためには、予防的ケア（公衆衛

生）と臨床サービス（治療）の連携が不可欠である。プロジェクトで開発された病院におけ

るMCH HBの活用モデル等を基に、病院レベルでの利用を推進していく必要がある。病院に

おける母親学級の実施はその一助となるであろう。 

保健セクター外の関係機関との連携強化も重要である。地方予算の確保に関しては、地方

政府の計画策定に影響力をもつ内務省（Ministry of Home Affairs：MOHA）との連携が必要で

あり、医療技術者の専門教育においてMCH HBを活用したMCHサービスに関する内容が取

り入れられるためには教育省と連携することとなる。出生登録の推進は、インドネシア政府

の優先課題であり、MCH HBはこの取り組みを進めるために有効な手段の1つとなり得るた

め、関係機関との一層の連携が望まれる。 

 

 （4）母子手帳（MCH HB）に関する知見の継続 

頻繁な人員の配置転換は、円滑なプロジェクト活動の阻害要因となった。地方分権下では、

中央政府（MOH）は地方レベル（県・市）における人員配置への直接の影響力をもたない

が、プロジェクトを通じて得られた知見が人員配置によって消散しないよう手段を講じる必

要がある。MCH HBの活用に関する技術ガイドラインや手順書の作成により、標準化が図ら

れるとともに一定の形式知が構築されているが、こういった教材や文書の開発に携わった個

人に蓄積された暗黙知も同様に重要である。後任者への引き継ぎの徹底等を通じて知見や経

験が継続されなければならない。 

インドネシアのMCH HBに関する日本の協力は、1990年代初頭のMCH HBの開発にまで

さかのぼることができる。その後、全国への普及・拡大や、大臣令による制度化、本プロジ
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ェクトの目標であるMCH HBによるMCHサービスの向上、といった取り組みを通じて両国

における人材育成や人的ネットワークが強化された。今後もこのようなリソースを維持し、

活用していくべきである。 

 

３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

 （1）多数の関係機関を巻き込んだプロジェクト運営 

本プロジェクトでは、MOH内だけでも20部局にわたる多くの関係部署をカウンターパー

トとしたことに加え、広範な地域を対象として、中央、地方政府（県・市）、地域レベルに

対する幅広い活動を行った。多岐にわたる関係機関を巻き込んだことにより互いの役割分担

が明確となるとともに、効果的な協働関係が築かれた。このような連携が可能となった一因

としては、プロジェクトが観念的な議論に終始するのではなく、「現場レベルでの目に見え

る成果・目標」を設定し、これに向けて関係者間の調整を図ったことが挙げられる。現場レ

ベルでの具体的な目標設定と協働体制の構築は、日本の技術協力の強みであることが本プロ

ジェクトによって実証された。 

 

 （2）インドネシア側の強いオーナーシップとリーダーシップ 

インドネシア側の非常に高いオーナーシップも本プロジェクトの成功要因の1つである。

MCH HBを活用してMCHサービスを向上させるため、先方政府は日本側の支援を得ずに多

くのセミナーやワークショップを開催し活動の拡大に尽力した。 

日本人専門家と協働してモデル事業を開発・実施したり、本邦におけるカウンターパート

研修に参加したりすることでインドネシア側は、MCH HBを活用したMCHサービスの向上

と、その有効性について認識を深めていった。さらにベトナムやアフガニスタンなどを対象

としたTCTPを実施し、他国に対し自らの経験を共有することも非常に有益であった。 

 

 （3）母子手帳（MCH HB）：母子保健（MCH）サービスを統合し継続ケアを提供するために有

効な手段【医療従事者側の視点】 

MCH HBには、大きく健康記録と健康教材という2つの機能がある。医療機関ではなく家

庭で保管される健康記録なので、妊娠の経過や子どもの成長を住民自らが把握できることに

加え、健康教材として必要な情報を適切に得られるという利点がある。しかしながら、MCH

HBを配布するだけでこのような効果が得られるわけではなく、既にMCHサービスが提供さ

れている状況で、これらのサービスを統合すべく医療従事者側が住民に対して適切な働きか

けを行うことで、有効な手段（ツール）となり得るのである。本プロジェクトでは、インド

ネシア側がMCHサービスを統合するための手段としてMCH HBを認識したうえでこれを活

用したことにより、有効な手段として機能することとなった。 

また、本プロジェクトではMCH HBによる「MCH」サービスの向上を目標としていたが、

プロジェクト実施中にMCHのなかでも新生児の健康に対する関心が国際的に高まり、MCH

ではなくMNCH（Maternal, Neonatal and Child Health）という用語が使われるようになった。

MCH HBの重要な原則の1つは、妊娠から出産、子どもの健康にいたる「継続ケア」の推進

であり、従来、母と子が別々の保健プログラムによって管理されていたものを、MCH HB

の利用を通じて継続的、かつ統合されたサービスが受けられるようになることを目標として

いる。新生児の健康が、妊産婦保健と子どもの保健をつなぐ重要な課題として脚光を浴びた

ことは、本プロジェクトが目標としていた「MCH HBによるMCHサービスの向上」にとっ
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て追い風となるとともに、新生児保健を向上させるためにもMCH HBが果たす役割が大きい

ことが関係者に認識された。 

 

 （4）母子手帳（MCH HB）による母子保健（MCH）サービス向上【住民の視点】 

MCH HBを利用した健康教育により、妊婦や母親、保健ボランティアのMCHに関する知

識が向上したことが確認された。知識の向上は幾つかの行動変容を生み、実際に、妊娠中の

食生活が改善されるとともに、伝統的産婆ではなく資格をもった助産師による出産介助を希

望する妊婦が増えるなど、行動面で正の効果が現れつつある。これらの変化は、MCH HB

の内容が住民側に受け入れられ、理解されていることを示している。 

MCH HBを活用したMCHサービスが継続的に提供され、かつ利用されるためには地域住

民の理解が不可欠である。本プロジェクトは、住民側のニーズ（需要）に応える形で質の高

いサービスを提供することで、住民と行政サービスをつないだ好事例といえるだろう。 

 

 （5）多様性への配慮 

インドネシアの多様性に配慮したため、プロジェクトが成功裏に実施されたという事実も

重要な教訓の1つである。インドネシアは多様な文化、宗教、民族を抱えているため、ある

地域で成功をおさめた活動モデルが全国で通用するとは限らない。プロジェクト関係者が多

様性とその影響に十分な注意を払ったことで、全国展開が可能になったといえる。具体的に

は、MCH HBを全国に普及・拡大する際に、表紙の色と基本的な内容だけを標準化し、その

ほかは地域の独自性に任せたことが挙げられる。地域ごとに自らのMCH HBを作成したこと

で、関係者のオーナーシップを高めることにもつながった。 

 

 （6）地域レベルでの自助（Self-Reliance）の強化 

MOHは国策として地域レベルの健康増進を推し進めており、プライマリヘルスケアの核

となるコンセプトである自助（Self-Reliance）の強化を重視している。本調査団は、さまざ

まな事例からMCH HBが地域レベルの自助努力を強化するためにも有効な手段となるとの

結論に至った。 

プロジェクトではMCH HBを活用したMCH活動を推進するにあたって、直接の利用者で

ある妊婦、母親、保健ボランティア以外にも、地域や宗教的指導者を積極的に巻き込んだ。

その結果、地域の活動として母親学級を開催する、母親学級に父親も参加するといった独自

の取り組みが開始されている。地域社会を積極的に巻き込んだプロジェクトの活動は、イン

ドネシアの国策と合致しており、時機を得たものであったといえる。今後、MOHや地方政

府は、こういった地域社会での取り組みを後押しする役割を果たしていく必要がある。 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

 

 インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）の保健医療の全般的な水準は過去30年間

にかなり改善してきており、MCHについても同様のことがいえる。例えば、IMRをみると、1967

年の出生1,000対145から2003年の35と年々改善されてきている。MMRについても、改善してきて

いるが、対出生10万で2001年は307であり、両率ともに他ASEAN諸国の状況と比すると状況の深刻

さが歴然としている。このようなMMRの高さは、地域での妊産婦の危険な兆候に対する｢発見の遅

れ｣、地域から保健医療施設への｢搬送の遅れ｣、保健医療施設における「適切な処置､治療の遅れ」

の3つの遅れや、妊娠出産に係る基礎的な知識が母親（及び家族）に不足していることが挙げられ

る。 

 上記のようなMCHに係る深刻な状況に対し、JICAはMCHを保健医療分野における1つの重点分

野として協力を行ってきた。具体的には、『家族計画・母子保健プロジェクト』（1989～1994年）

でインドネシア版MCH HBの開発と試行を、『母と子の健康手帳プロジェクト』（1998～2003年）で

MCH改善の手段としてMCH HBの活用、健康意識の向上と行動変革につながる活動を展開し、プ

ロジェクト対象州をはじめ多くの地域への普及に貢献した。その結果、2004年にMCH HBに係る

保健大臣令の発布や、2006年のMOHに特別予算措置や地方政府による独自予算確保により、同充

足率は62.4％に達しMCH HBの「量的」な拡大は順調に進捗してきている。 

 一方で、「質的」側面からみると、印刷・配布されたMCH HBの効果的な利用をより一層進める

必要があり、そのために、MCH HBの活用モデル構築、既存の保健医療システム内の位置づけ、

各種のMCHサービス統合のツールとしての活用、保健医療従事者への研修体制・内容の確立など

が課題として残っている。さらに、「量的」側面についても、地方分権体制下で保健サービス提供

の責任を担う地方政府によるMCH HBの供給・配布の促進、MCH HBの裾野を広げるために健康

保険制度や出産登録制度との連携、MCHに関係する専門家団体によるMCH HBの活用促進、など

を推進することが重要な課題となっている。 

 本プロジェクトでは、MCH HBを活用したMCHサービスが量的・質的に向上し、自立的に発展

するために、「MCH HBがMCHサービス統合の手段として機能するとともに、MCH HBを使った

MCHサービスを継続するためのシステムが確立する」ことを目的とした協力活動を行うものであ

る。 

 この度、本プロジェクトが2009年9月に実施期間を終えることから、これまでの活動状況及び中

間評価時に示された提言・教訓に対する進捗状況を把握し、評価5項目の観点から評価を実施する

とともに、今後に向けての提言・教訓を抽出することを目的に終了時評価調査団の派遣が計画さ

れた。 

 終了時評価調査の目的は以下4点である。 

（1）これまで実施した協力活動全般について、当初計画に照らし、計画達成度（投入実績、活

動実績、プロジェクト成果の達成状況）を把握する。 

（2）上記を踏まえたうえで、JICA事業評価ガイドラインに沿って評価5項目の観点からプロジ

ェクトの評価を行う。 

（3）評価結果から他のプロジェクトの形成、運営、評価等の参考となる教訓を導き出すととも
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に、日本側及びインドネシア側の今後の対応等につき提言を行う。 

（4）これまでのわが国の協力を踏まえ、必要に応じ、MCH HBを中心としたMCHサービスの質

的向上について協力のニーズを調査する。 

 

１－２ 終了時評価の方法 

 

 JICA事業評価ガイドライン（2004年1月）にのっとり、終了時評価は以下のプロセスを経て行わ

れた。 

1．終了時評価調査の枠組みとして、PDM2〔2009年1月、運営指導調査団協議議事録（Minutes of 

Meeting：M/M）により改訂〕が使用される。計画達成度はおのおのに設定された指標によっ

て、また、投入及び活動の実績はプロジェクト成果の達成状況に対応して評価される。 

2．プロジェクト・デザイン及び実施プロセスに関する事項も含め、プロジェクトの達成を促進

あるいは阻害した要因について分析が行われる。 

3．プロジェクトの評価は評価5項目―「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「自立発展

性」に基づいて行われる。 

4．日本側及びインドネシア側によって行われるほかのプロジェクトに向け、今後の対応に関す

るプロジェクト関係者への提言及び教訓が明示される。 

 

 終了時評価に使用される評価5項目の定義は以下のとおりである。 

妥当性 

 妥当性は、インドネシア政府の開発計画・戦略、日本政府の援助政策・計画、そして裨益者の

ニーズに関連したプロジェクト目標及び上位目標の妥当性、加えてプロジェクト目標の論理一貫

性の観点から評価される。 

有効性 

 有効性は、目標と成果との因果関係を明確にし、プロジェクト目標が達成された程度によって

評価される。 

効率性 

 効率性は、特にタイミング及び質的・量的観点に基づいて、投入と成果との関係について評価

される。 

インパクト 

 インパクトは、プロジェクト実施によってもたらされた正負の効果及び予期可能・不能であっ

た影響に基づいて評価される。 

自立発展性 

 自立発展性は、政治的・制度的・財政的及び技術的側面において、プロジェクト終了後も成果

が維持発展する程度に基づいて評価される。 

注：本評価は部分的に不完全なデータに基づいて行われている。そのため、指標の正確性及び妥当性を求めることが困難な場

合がある。 
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１－３ 調査団の構成 

 

担当分野 氏  名 所 属 

団長/総括 竹内 智子 JICA 人間開発部 母子保健課長 

母子保健 中村 安秀 大阪大学 教授 

母子保健 藤原 善子 元JICA 母子保健専門家 

評価分析 西田 竜也 株式会社 ケイディーテック 

評価計画/管理 舘山 丈太郎 JICA インドネシア事務所 職員 

評価計画/母子保健 佐藤 祥子 JICA 人間開発部 特別嘱託 

＊本終了時評価は、インドネシア側と日本側の合同評価調査という形で行う。 

インドネシア側 

評価担当 

Kushari Superi インドネシア大学 公衆衛生学部 栄養学科長 

 

１－４ 調査日程 

 

 2009年7月12日（日）～8月15日（土） 

日 付 曜日 時間 用 務 

7月12日 日 19：50 西田団員ジャカルタ着（JL725） 

7月13日 月  JICAインドネシア事務所及びプロジェクト専門家との打合せ 

7月14日 火 10：00 アジア開発銀行（ADB）との協議 

  14：15 IBIとの協議 

 9：00 MOH地域保健総局長との協議 7月15日 水 

10：30 MOH地域保健総局子ども保健局乳幼児課及びBalita及び就学前児童保

健課との協議 

 9：00 MOH計画予算局国際協力課との協議 

11：00 MOH地域保健総局女性保健局出産及び産褥期保健課長との協議 

7月16日 木 

16：05 インドネシア看護師協会（PPNI）との協議 

 9：00 データ・保健医療情報センター長との協議 

11：45 IBIとの協議 

13：30 国連人口基金（UNFPA）との協議 

7月17日 金 

17：00 MOH地域保健総局官房長との協議 

7月18日 土  協議結果整理 

7月19日 日  協議結果整理 

7月20日 月 祝日 協議結果整理 
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 8：30 MOH地域保健総局子ども保健局Balita及び就学前児童保健課との協議

10：00 MOH医療サービス総局基礎医療サービス局長との協議 

7月21日 火 

15：00 MOH地域保健総局地域保健局基礎医療機関及びコミュニティ・ベー

ス保健活動課との協議 

10：00 MOH医療サービス総局基礎医療サービス局基礎看護サービス課及び

助産師課の協議 

7月22日 水 

15：00 MOH医療サービス総局基礎医療サービス局専門医療サービス課との

協議 

7月23日 木 17：00 JICAインドネシア事務所との打合せ 

7月24日 金 10：00 MOH保健促進センターとの協議 

7月25日 土  協議結果整理 

7月26日 日 15：45 移動：ジャカルタ（GA164）→パダン（陸路）→タナ・ダタール  

 9：00 タナ・ダタールDHOとの協議 

10：45 第1リマ・カウム保健所の視察 

7月27日 月 

12：45 母親学級への参加者へのヒアリング 

 9：00 西スマトラPHOとの協議 7月28日 火 

11：50 移動：パダン（GA163）→ジャカルタ（GA226）→ソロ 

 8：30 東ジャワ州立スドノ博士病院（マディウン市）の視察 

 9：40 私立アル・ハサナ産婦人科病院の視察 

10：50 ニョイ・プルティニ民間助産クリニックの視察 

7月29日 水 

 移動：マディウン（陸路）→ソロ（GA227）→ジャカルタ 

7月30日 木 10：00 MOH地域保健総局地域栄養局マクロ栄養課との協議 

7月31日 金 12：00 JICAインドネシア事務所との打合せ 

8月1日 土  協議結果整理 

8月2日 日 19：50 竹内団長、藤原団員、佐藤団員ジャカルタ着（JL725） 

 9：00 団内協議 8月3日 月 

14：30 MOH地域保健総局子ども保健局長との協議 

10：50 移動：ジャカルタ（GA430）

→アンペナン 

 7：30 移動：ジャカルタ→バンドン 

16：00 民間助産クリニック視察 11：00 西ジャワPHOとの協議 

13：15 私立ヘルミナ・パステュール産

婦人科病院視察  

8月4日 火 

  

 移動：バンドン→ガルット 
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 8：00 中部ロンボクDHOとの協議  8：30 ガルットDHOとの協議 

 9：15 メカルワンギ保健所視察 

8月5日 水 

10：00 サバ村視察 

10：30 スカジャディ村視察 

 7：30 西ヌサトゥンガラPHOとの

協議 

9：30 チカジャン保健所視察 

 9：00 州立病院（マタラム市）視察 10：45 パダスカ村ポシアンドゥ視察 

14：20 移動：アンペナン（GA433）

→ジャカルタ→ブカシ 

11：45 マルガムリア村母親学級視察 

13：00 チカジャン保健所視察   

15：30 ガルットDHOとの協議 

8月6日 木 

21：20 中 村 団 員 ジ ャ カ ル タ 着

（GA331） 

 移動：ガルット→ブカシ 

8月7日 金  プロジェクト成果発表ワークショップ（1日目） 

8月8日 土  プロジェクト成果発表ワークショップ（2日目） 

8月9日 日  協議結果整理 

8月10日 月  団内協議 

8月11日 火  協議結果整理 

10：00 ジャカルタ市内民間助産師クリニック視察 

10：00 インドネシア小児科医協会（IDAI）との協議 

8月12日 水 

14：00 インドネシア助産教育協会長との協議 

8月13日 木 10：00 イスラム系私立病院視察 

13：00 M/M署名 

15：00 在インドネシア日本大使館報告 

16：30 JICAインドネシア事務所報告 

8月14日 金 

22：15 団員ジャカルタ発（JL726） 
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第２章 プロジェクトの概要 
 

２－１ 背 景 

 

 インドネシアの保健医療の全般的な水準は過去 30 年間にかなり改善してきており、MCH につ

いても同様のことがいえる。例えば、IMR をみると、1967 年の出生 1,000 対 145 から 2003 年の 35

と年々改善されて来ている。MMR についても、改善してきているが、対出生 10 万で 2001 年は 307

であり、両率ともに他 ASEAN 諸国の状況と比すると状況の深刻さが歴然としている。このような

MMR の高さは、地域での妊産婦の危険な兆候に対する｢発見の遅れ｣、地域から保健医療施設への

｢搬送の遅れ｣、保健医療施設における「適切な処置､治療の遅れ」の 3 つの遅れや、妊娠出産に係

る基礎的な知識が母親（及び家族）に不足していることが挙げられる。 

 上記のような MCH に係る深刻な状況に対し、JICA は MCH を保健医療分野における 1 つの重点

分野として協力を行ってきた。具体的には、『家族計画・母子保健プロジェクト』（1989～1994 年）

でインドネシア版 MCH HB の開発と試行を、『母と子の健康手帳プロジェクト』（1998～2003 年）

で MCH 改善の手段として MCH HB の活用、健康意識の向上と行動変革につながる活動を展開し、

プロジェクト対象州をはじめ多くの地域への普及に貢献した。その結果、2004 年に MCH HB に係

る保健大臣令の発布や、2006 年の MOH に特別予算措置や地方政府による独自予算確保により、

同充足率 3 は 62.4％に達し MCH HB の「量的」な拡大は順調に進捗してきている。 

 一方で、「質的」側面からみると、印刷・配布された MCH HB の効果的な利用をより一層進め

る必要があり、そのために、MCH HB の活用モデル構築、既存の保健医療システム内の位置づけ、

各種の MCH サービス統合のツールとしての活用、保健医療従事者への研修体制・内容の確立など

が課題として残っている。さらに、「量的」側面についても、地方分権体制下で保健サービス提供

の責任を担う地方政府による MCH HB の供給・配布の促進、MCH HB の裾野を広げるために健

康保険制度や出産登録制度との連携、MCH に関係する専門家団体による MCH HB の活用促進、

などを推進することが重要な課題となっている。 

 

２－２ 目 的 

 

 本プロジェクトでは、MCH HBを活用したMCHサービスが量的・質的に向上し、自立的に発展

するために、「MCH HBがMCHサービス統合の手段として機能するとともに、MCH HBを使った

MCHサービスを継続するためのシステムが確立する」ことを目的とした協力活動を行うものであ

る。 

 

２－３ 評価対象 

 

 インドネシア全国。なお、モデル開発活動州は、西スマトラ州、西ジャワ州、東ジャワ州、西

カリマンタン州、西ヌサトゥンガラ州である。 

                             
3 用語の定義。準備率（Supply Rate）=準備されたMCH HBの数/全妊婦数。準備率は充足率、供給率と称されることもある。

配布率（Distribution Rate）=実際に妊婦に配布されたMCH HBの数/全妊婦数。配布・所持率とされることもある。 
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第３章 プロジェクトの進捗状況 
 

３－１ 投入実績（日本側/インドネシア側） 

 

 ３－１－１ 日本側の投入実績 

 

 日本側からの主な投入は、長期・短期専門家の派遣、カウンターパート本邦研修及びインド

ネシア国内研修の実施、機材供与となっている。 

 

  （1）専門家派遣（付属資料6を参照） 

 

本プロジェクトでは、プロジェクト期間中常時3人の長期専門家（チーフ・アドバイザー、

MCHアドバイザー、そして業務調整）が派遣されており（派遣延べ人数は5人）、また3人の

短期専門家〔調査デザイン、健康教材開発、アドボカシー・キット及びオリエンテーショ

ン教材開発（IEC）〕が派遣された（派遣延べ人数は5人）。さらに、本プロジェクトの枠組

みには含まれないものの、MCH HBに関するインドネシアでのTCTPのため、講師2人（短

期専門家）が派遣されている。 

 

  （2）カウンターパート本邦研修（付属資料7を参照） 

 

本プロジェクトを通じて、日本のMCH HB制度につき学ぶために、合計でこれまで35人

のインドネシア側カウンターパートが本邦研修を受けている（2006年度15人、2007年度10

人、そして2008年度10人）。具体的には、MOHから14人、MOHAから2人、PHOから5人、

DHOから5人、各種職能団体関係者及び病院関係者9人が日本に派遣された。2009年度の本

邦研修については新型インフルエンザ（H1N1）の影響により当初の予定より延期されたた

め、プロジェクト終了後に実施する予定となっている。 

 

  （3）インドネシア国内研修（以下の表3-1を参照） 

 

本プロジェクトにおいては、MCH HB活用の経験を幅広く共有し、また同手帳の一層の

活用促進を図るため、2007、2008年、そして2009年とインドネシア国内研修を実施した。

具体的には、中央・地方政府から合計で42人の参加を得ており、そのうち、34人が13の異

なる州から参加している。 
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表３－１ インドネシア国内研修実績 

参加者 
開催日 実施場所 

合計 内訳 

2007年6月2～13日 

（12日間） 
東ジャワ州 15 

MOH（4）、西スマトラ州（2）、西ジャワ州（2）、

東ジャワ州（3）、西カリマンタン州（2）、西ヌサ

トゥンガラ州（2） 

2008年8月19～26日

（8日間） 
西ジャワ州 13 

MOHより2人、北スマトラ州より1人、西スマトラ

州より1人、ジャカルタ特別州より1人、西ジャワ

州より3人、中部ジャワ州より1人、東ジャワ州よ

り1人、西カリマンタン州より1人、西ヌサトゥン

ガラ州より1人、北スラウェシ州より1人 

2009年6月29日～7月6

日 

（8日間） 

西スマトラ州 14 

MOHより1人、家族計画委員会より1人、東ジャワ

州より1人、バリ州より1人、ランプン州より1人、

南スラウェシ州より2人、西ヌサトゥンガラ州よ

り1人、西カリマンタン州より1人、南カリマンタ

ン州より1人、西スマトラ州より4人 

 

  （4）機材供与（付属資料8を参照） 

 

本プロジェクトを通じて、日本側から5つのモデル州に対し、それぞれ3台のPC、プリン

ター、そして関連するソフトウェア等が供与され、合計15セットが供与された。また、デ

スクトップ・モニター1台とプロジェクター16台もインドネシア側に提供された。これら機

材は、主としてMCH HBに関するデータの収集、及びモデル活動の企画と実施に使われた。 

 

  （5）日本側投入コスト内訳 

 

日本側投入総コストの内訳、そして在外事業費の内訳は、付属資料9のとおりである。プ

ロジェクト総コスト約3億円のうち、最も大きなものは専門家派遣（長期・短期専門家を含

む、ただし、TCTPに係る短期専門家派遣は含まれない）。で約1億6,000万円（51.3％）、次

いで在外事業強化費（約9,700万円、31.9％）、国別研修（カウンターパート本邦研修、約3,200

万円、10.5％）となっている。 

在外事業強化費を詳しく見ると、現時点までにかかった合計53億6,000万ルピアのうち、

一般業務費が約31億5,000万ルピア（58.8％）となっており、ローカル・コンサルタントに

かかる費用（11億2,000万ルピア、20.8％）、旅費（4億9,000万ルピア、9.1％）と続く。専

門家によれば、特に一般業務費のうち、2008年度はMCH HBの活用促進や母親学級の運営

に関する教材、ガイドライン、広報資料等の印刷が大きくなっているとのことである。 

 

 ３－１－２ インドネシア側の投入実績 

 

 インドネシア側は主として3つの投入、すなわちカウンターパート人員の提供、カウンターパ

ート予算の割り当て、そして日本人専門家へオフィスや施設の提供、そして光熱費の負担等を
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担当してきた。地域保健総局長が本プロジェクトのプロジェクト・ディレクター、そして地域

保健総局子ども保健局長がプロジェクト・マネジャーを務めてきた（カウンターパートの主要

人員については付属資料10を参照）。 

 なかでも、インドネシア側がMCH HBの活用に関するワークショップやインドネシア国内研

修にかかる費用（交通費等も含む）を負担してきたことには留意すべきである。特に、インド

ネシア側が積極的にイニシアティブを発揮し、実に多くの（100を優に超える）さまざまなワー

クショップ、セミナー、オリエンテーション、トレーニングを開催・実施してきたことをかん

がみると、インドネシア側の財政的貢献はかなり大きなものであり、これを積極的にインドネ

シア側が負担してきたことは特筆に価する。 

 

３－２ 活動実績 

 

 本プロジェクトにおける活動の進捗は、前半、特に1年目は比較的ゆっくりとしたものであった。

その一方で、プロジェクトは後半、ほとんどすべての活動を目立った遅れや中止もなく、極めて

順調に推移してきた（プロジェクトの開始当初の活動計画については、付属資料11を参照）。特に、

日本側とインドネシア側の緊密なコミュニケーション、コーディネーション・メカニズムがよく

機能したこと、そしてインドネシア側の高いオーナーシップがプロジェクトの活動進捗を加速さ

せてきた。 

 特に、プロジェクトの1年目及び2年目においては、MOHに対する予算が大幅に削減された影響

を受けて、MCH HBの配布・活用、モデル活動の実施、国家レビュー会議等さまざまな面で活動

の遅れ等がみられた。また、関係者間の調整や協議に時間がかかり活動の実施に影響がみられた

ものもあった。さらには、地震の影響により2年目に西スマトラ州で予定されていた第三国研修地

が西ジャワ州に変更されるというようなこともあった。 

 しかしながら、以上の活動の進捗の遅れ等はいずれも、プロジェクト後半、特に3年目までに取

り戻しており、以下に詳しくみるように成果の発現に特に悪影響を与えているようには見受けら

れない（最終的な活動計画については、付属資料11を参照）。 

 

３－３ プロジェクトの達成状況（日本側/インドネシア側） 

 

 付属資料12は、上位目標、プロジェクト目標及び成果の指標が、プロジェクト開始から現時点

（2009年8月）までにどのように推移してきたかを示している。同資料より、プロジェクトがこれ

まで大きな進捗をみせ、プロジェクト目標の一部と成果の大部分を達成してきたことが理解され

よう。 

 

 ３－３－１ 上位目標の達成状況 

 

 現時点で上位目標の進捗に関してはっきりとした結論を述べるには時期尚早である。これは

一方で上位目標の指標に関するデータを十分に得ることができなかったこと、また他方で、本

来上位目標はプロジェクト終了後数年をめどにその達成が期待されることによるものである。  
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   上位目標：1．すべての保健関係施設でMCH HBを使ったMCHサービスが提供されるように

なる。 

2．すべての妊婦とBalitaの母親が健康記録をもつ。 

 

 MCH HBによるMCHサービスを提供する保健関係施設数の増加（上位目標の指標1.）につい

ては、2008年MOH報告（33州中11州が提出）によると、州ごとのばらつきがあるものの、97％

の地域保健所がMCH HBによるMCHサービスを提供しており、その割合は増加している。しか

しながら、2008年のMOH報告は、3分の2以上の州をカバーしておらず、また、病院や民間クリ

ニックといった保健医療施設がその調査対象となっていない点に留意する必要がある。 

 妊婦及びBalitaへのMCH HBの配布・所持率（上位目標の指標2.、80％を目標としている）に

ついては、MOHのデータによれば、2008年の妊婦へMCH HB配布率は、州ごとのばらつきがあ

るものの、大体55％以上となっており、増加傾向にある。他方で、BalitaへのMCH HBの配布や

所持については、どのような傾向がみられるかはいまだ明らかではない。 

 また、上位目標の指標3.（ANC受診率、保健従事者による出産の割合、完全母乳育児率（Exclusive 

Breastfeeding Rate：ASI Eksklusif）といった関連する指標の改善）としては、以下の指標を調査団

としては検討・分析した。 

 

（1）第1回目産前検診へのアクセス率（Kunjungan Pertama：K1）  

（2）第4回目産前検診へのアクセス率（Kunjungan Empat：K4） 

（3）保健従事者が介助した出産〔Persalinan oleh Nakes（Tenaga Kesehatan）：PN〕の割合 

（4）ASI Eksklusif 

（5）新生児健診の2回目受診率 （Percentage of the 2nd Neonates Visit：KN2） 

（6）乳児期に受けるべき予防接種5種の接種完了率（Proportion of Universal Child Immunization：

UCI） 

（7）妊娠中の破傷風予防接種2回接種率（Rate of the 2nd Tetanus Immunization：TT2） 

（8）妊婦への鉄材配布率〔Percentage of the 3rd Iron Tablet Distributed to Pregnant Mother：Fe3（Bumil）〕 

（9）乳児6～11カ月時のビタミンAカプセル摂取率（Proportion of Vitamin A Distributed to Infant：

Vit A Bayi） 

（10）幼児1歳～5歳時のビタミンAカプセル摂取率（Rate of Vitamin A Distributed to Under-five 

Child：Vit A Balita） 

 

 幾つかの関連指標 （K4、PN、KN2、TT2、Vita A Bayi）についてはプロジェクト開始時より

改善がみられる一方、その他（K1、ASI Eksklusif、UCI、Fe3、Vit A Balita）については改善の

余地がある。また、更なるデータ収集が必要なものもある。 

 

 ３－３－２ プロジェクト目標の達成状況 

 

 プロジェクト目標については、プロジェクト終了時までに、部分的に達成される見込みであ

る。これは、MOHがMCH HBの有効利用に係るモデルを既に政策に反映している一方、2009年9

月までに、少なくとも80％の妊婦がMCH HBを使ったANCを受診するようになるという目標が
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達成される見込みはないためである。 

 

   プロジェクト目標：MCH HBがMCHサービス統合の手段として機能するとともに、MCH HB

を使ったMCHサービスを継続するためのシステムが確立する。 

 

 プロジェクト終了時までに、少なくとも80％の妊婦がMCH HBを使ったANCを受診するよう

になるという目標（プロジェクト目標の指標1.）は、達成される見通しはない。特に、利用可

能なデータによれば、全国33州のうち、2008年度のMCH HB配布率に関するデータを提出した

12州のうち、MCH HBを受け取った妊婦の割合は全体の56％にとどまっている。また、インタ

ビュー結果でも、複数のMOH関係者が、MCH HB配布の更なる地理的範囲の拡大を課題として

いた。しかしながら、利用可能なデータには現時点では限りがあり、必ずしも完全ではない点

に留意すべきである。 

 MOHがMCH HBの有効利用に係るモデルを政策に反映するという指標（プロジェクト目標の

指標2.）については、既に達成されているといえる。これは、5つのモデルのうち、4つのモデ

ル、つまり「母親学級＜妊婦編＞」「母親学級＜育児編＞」「保健ボランティアのためのMCH HB

オリエンテーション」及び「病院・民間セクターでのMCH HB活用」については、既に国家プ

ログラムに統合されており、また、MOHの通達、ガイドラインないしマニュアルに組み込まれ

ており、既に政策に反映されているからである。ただし、関連プログラム（出生登録など）に

おけるMCH HBの活用モデルについては、現段階では政策に反映されたといえる段階にはない

が、現在国家プログラムに統合する方向で検討中である。 

 

 ３－３－３ 成果の達成状況 

 

 6つある成果のうち、全19の成果に係る指標のうち指標1-3を除き、すべての指標は既に達成さ

れたか、プロジェクト終了時までに達成される見込みである。 

 

   成果1：住民のMCH HBへのアクセスが高まる。 

 

 成果1については、指標1-3を除き、既に達成されたか、プロジェクト終了時までに達成される

見込みである。MCH HB の供給（成果1の指標1-1）については、MOH計画予算局とのインタビ

ューによれば、2008年度において、全推定妊婦数500万人のうち、MOHが170万冊、またプロジ

ェクト関係者によれば、ドナーにより160万冊、そしてMOHのモニタリング・システムによれば、

州・県・市により64万冊が印刷されたとのことである。つまり合計で394万冊（78.8％）が供給

されたこととなり、既に目標は達成されている可能性が高い。 

 病院及び民間クリニックにおけるMCH HB配布の制度化（成果1の指標1-2）については、民

間クリニックに関する保健大臣令No.666/Menkes/SK/VI/2007、助産師の標準サービスに関する保

健大臣令No.938/Menkes/SK/VIII/2007、そして病院でのMCH HBに関する通達KM.0401/III/1814/09

により、病院及び民間クリニックでのMCH HBの活用が定められており、既に達成されている

といえる。 

 地方歳出歳入予算によってMCH HBを供給する地方政府数（成果1の指標1-3）については、
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関連する地方政府からのデータ収集が不完全であり、現段階では確たることはいえない。 

 MCH HBの実施強化を目的とした関係する中央委員会や作業部会の形成（成果1の指標1-4）

については、MCH HBの2008年度改訂作業時に、暫定改訂委員会が発足し運営されており、ま

た、本プロジェクトの作業部会や、1）母親学級開発、2）保健ボランティアへのMCH HB活用

オリエンテーションの促進、3）病院及び民間部門でのMCH HBの活用促進、4）卒前教育にお

けるMCH HBのオリエンテーション促進、そして5）モニタリング・システム及びオリエンテー

ション・システムの強化といった作業小委員会がそれぞれ順調に設立・運営されてきており、

既に達成されているといえる。 

    

   成果2：関連医療従事者を対象としたMCH HBに係る研修制度が強化される。 

 

 成果2は、以下の理由により既に達成されているか、既に達成されている可能性が高い。成果

2の指標2-1については、既に、助産師の高等専門教育（高校卒業後3年間）の標準カリキュラム

（MOH発行）に、MCH HBに関する項目が導入済みであり、また、IBIとのインタビューによれ

ば、全国にある632校の助産師アカデミーにおいてMCH HBはカリキュラムに取りこまれ、さま

ざまなコースで使われている。そして、右は調査団が中部ロンボク県のフィールド調査を行っ

た際に確認している。さらに、インドネシア全国看護協会（Persatuan Perawat Nasional Indonesia：

PPNI）とのインタビューにおいても、約400校の看護師教育機関のすべてにおいてMCH HBはカ

リキュラムのなかに取り入れられており、コースのなかでもMCH HBを紹介・活用していると

のことであった。 

 成果2の指標2-2についても、終了時評価時点で、MCH HBの利用が、本指標に挙げられてい

るすべてのプログラム〔村落アラート・プログラム（Desa Siaga）、正常出産モジュール、BPCR、

基礎緊急産科・新生児ケア、緊急産科・新生児ケア、新生児疾患包括的対策、新生児仮死対策、

低出生体重対策、子どもの早期発達促進プログラム、緊急産科・新生児ケアのための応急処置、 

助産師のコミュニケーション・カウンセリング研修〕の保健サービス・マニュアルやトレーニ

ングに統合済みであることは確認されている。 

「MCH HB利用のためのオリエンテーション」パッケージ（成果2の指標2-3）については、医

療保健従事者によるMCH HBの使用を標準化することを目的として、「MCH HB利用のためのオ

リエンテーション」モジュールが開発されており、MOH、保健トレーニング・センター、IBI、

PPNI、助産師・看護師養成学校等に、オリエンテーションの実施とともに配布されている。つ

まり、既にオリエンテーション・パッケージは作成済みであり、かつ全国のPHOに対しても、

同パッケージは配布済みであり、目標は既に達成されているといえる。オリエンテーション・

パッケージを含む、本プロジェクトより作成したさまざまな広報資料、教材、ガイドライン等

のリストについては、付属資料13を参照。 

 

   成果3：MCH HBのモニタリング・報告に係る制度が強化される。 

 

 成果3は、MOHが国レベルでのMCH HBの配布率のモニタリングを既に始めていることから、

目標は既に達成されているといえる。具体的には、MOHのMCHに関する地域モニタリング・シ

ステム（PWS-KIA）のなかに、MCH HBは組み込まれており、また、今後インドネシア保健白
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書にも組み込まれる予定である。女性保健局とのインタビューでは、MCH HB配布のモニタリ

ングは2008年から既に開始しており、更に医療サービス総局の4課が、通常モニタリングのツー

ルに、MCH HBに関する指標を組み込み済みとのことである。 

 

   成果4：MCH HBの有効利用に係るモデルが形成される。 

 

 成果4は、対象となるMCH HBの利用促進に関する5つのモデルすべての開発を完了しており、

目標は既に達成されている（成果4の指標4-1～4-5まで）。具体的には、1）西スマトラ州での母

親学級＜育児編＞のモデル開発、2）東ジャワ州ルマジャン県での関連プログラム（出生登録な

ど）におけるMCH HBの活用モデルの開発、3）西ヌサトゥンガラ州での母親学級＜出産準備編

＞モデルの開発、4）西ジャワ州ガルット県での「保健ボランティア（kader）によるMCH HB

活用促進」モデルの開発、及び5）東ジャワ州マディウン市での「病院及び民間セクターでの

MCH HB活用」モデルの開発は、いずれもその評価まで完了しており、既に利用可能である。 

 

   成果5：MCH HBのMCH改善への効果に係る調査・評価の結果がMOHの政策策定・実施過

程に反映される。 

 

 成果5は、既に達成されているか、またはプロジェクト終了時までに達成される見込みである。

MCH HBのMCH関連指標に対するインパクトに関する調査（成果5の指標5-1）につき、西ジャ

ワ州ガルット県での「MCH HB効果測定調査研究」は2年間の介入後、フォローアップ調査の記

述分析がちょうど終了したところであり、報告書は作成中であり、プロジェクト終了時までに

報告書は完成する予定である。 

 MCH HBの改訂については、2008～2009年にかけてMCH HBの改訂作業を実施し、既に終了

しており、目標は達成済みである。具体的には、まずはニーズ・アセスメントを実施し、その

後MCH HB改訂委員会及び作業部会を設立・開催し、改訂作業を進め、プレテストを実施のう

え、改訂MCH HB最終版を作成した。 

 地方政府及び関連省庁向けのアドボカシー・ツールの製作については、アドボカシー・ビデ

オ、ファクト・シート、パワーポイント・プレゼンテーション、及びその他関連ドキュメント

といったアドボカシー・キットは、ほぼ完成している。一部は既に完成し、全国のDHO局長に

配布・紹介されている。したがって、プロジェクト終了時までには、目標は十分達成される見

込みである。アドボカシー・ツールを含む本プロジェクトより作成したさまざまな広報資料、

教材、ガイドライン等のリストについては、付属資料13を参照。 

 

   成果6：TCTP及びICTPを通じて、MOHと地方政府の、MCH HBを使用したMCH改善の経験

を効果的に共有する制度・能力が強化される。 

 

 成果6については、その指標すべが既に達成されているといえる。MCH HBによるMCHサービ

スの向上に係る経験の反映（成果6の指標6-1）については、具体的には、1）MOHA、福祉省と

の協力、2）教育省、国家家族計画調整庁、家族福祉会（Pembinaan Kesejahteraan Keluarga：PKK）

（婦人会）との母親学級を通じた協力、3）病院、民間機関でのMCH HBの活用、そして4）地方
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政府によるサポートといったプロジェクトの成果や経験が、第2回「TCTP」及び「国内研修」（2008

年8月、西ジャワ州）において研修項目として盛りこまれており、既に達成されているといえる。

なお、「TCTP」は、これまで3回開催されており、7カ国から36人の参加者を得ている。概要につ

いては以下のとおり（「国内研修」については以上の表3-1を参照）。 

 

表３－２ MCH HBを通じたMCHサービス向上に関するTCTPの開催実績 

実施期間 実施場所 参加人数 参加者出身国・地域 

2007年6月2～13日 

（12日間） 
東ジャワ州 12 

モロッコ、パレスチナ、アフガニスタン、

バングラデシュ、ラオス 

2008年8月19～26日 

（8日間） 
西ジャワ州 12 

パレスチナ、アフガニスタン、バングラデ

シュ、ラオス、ベトナム 

2009年6月29～7月6日

（8日間） 
西スマトラ州 12 

モロッコ、パレスチナ、アフガニスタン、

ラオス、ベトナム、東チモール 

 

 また、「TCTP」及び「国内研修」の満足度（成果6の指標6-1）についても、第2回「TCTP」及

び「国内研修」では、各項目の平均で80％以上の参加者が、「満足した」または「とても満足し

た」と答えており、目標は達成されている。 

 さらに、MCH HBに係る中央レビュー会議の開催（成果6の指標6-3）についても、子ども保

健局の全国評価会議が2007年12月、2008年6月、2008年12月、そして2009年6月に合計で4回開催

されており、目標は既に達成されている。 

 

３－３ プロジェクトの実施プロセス〔プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の改訂〕 

 

 本プロジェクトの概要は、2006年に実施された事前調査において合意をみて（PDM1）、その後

2007年末に実施された運営指導調査においてPDMは改訂されている。運営指導調査においては、

プロジェクト概要については変更が加えられなかったものの、プロジェクト目標の指標につき、

以下のような変更が加えられた（変更理由の詳細については運営指導調査報告書を参照願いたい）。 

 

運営指導調査前のプロ

ジェクト目標の指標 

1.MOH、その関連機関、及び地方政府がMCH HBの継続的な供給のた

めの予算、配布システム、モニタリング・システムを確立し、運営

する。 

2.MOHがMCH HBの有効利用に係るモデルを政策に反映する。 

3.関連するモニタリング・報告に係るデータがMOHによって収集・取

りまとめられる。  

運営指導調査団派遣時

に合意・改訂されたプ

ロジェクト目標の指標

1.2009年9月までに、MCH HBがMCHサービスを提供する主要な保健医

療機関で利用できるようになる。 

2.MOHがMCH HBの有効利用に係るモデルを政策に反映する。 
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 また、活動内容や外部要因につき、MCH HBの供給率を得るためのプロジェクト・チームによ

る情報収集活動を追加し、プロジェクト目標達成のための外部要因のうち、「関係機関がプロジェ

クトを各自のプログラムに統合する」という要因は、実際には成果の1つが達成されたときの状況

であると判断されたため、削除された。 

 しかしながら、2007年末に実施された運営指導調査団派遣時においては、諸々の事情により結

局M/Mの締結には至らなかった。同M/Mは最終的に2009年の1月に合意・署名となった。そして、

運営指導調査団の派遣終了（2007年12月）からこの2009年1月のM/M署名までの間に、運営指導調

査団派遣時に改訂されたプロジェクト目標の指標1.「2009年9月までに、MCH HBがMCHサービス

を提供する主要な保健医療機関で利用できるようになる」は更に改訂され、結局プロジェクト目

標の指標1.は「2009年9月までに、少なくとも80％の妊婦がMCH HBを使ったANCを受診するよう

になる」とすることで最終的な合意に至り、2009年1月に署名された。しかし、「少なくとも80％

の妊婦がMCH HBを使ったANCを受診するようになる」という目標値は、かなり達成の難しい

（rather ambitious）目標であることは、M/M署名のときから指摘されていたが、インドネシア側か

らの強い要望で目標値となった経緯がある。以上のすべてを盛り込んだものが、現在のPDM2（付

属資料3）である。 

 また、本終了時評価を実施するに際しては、幾つかの評価実施上の留意点を指摘しておきたい。

まずは、PDM2には外部条件の記載場所に誤りが見られる。具体的に、上位目標を達成するうえで

成立すべき外部条件は、本来であれば「PDMの横の論理」に基づき、プロジェクト目標が記載さ

れる行に書かれるべきであるが、上位目標の記載されている行に書かれている。プロジェクト目

標及び成果を達成するうえで成立すべき外部条件についても同様な誤りが見られる。 

 また、PDMの指標に関し、英文と和文が必ずしも一致しないものが見られる。なかでも、成果

1-3の指標が、和文では「2009年までに、地方歳出歳入予算によってMCH HBを供給することを担

保する地方政府が増加する」となっているのに対し、英文では「Number of local governments 

institutionalize securing the budget to supply MCH HB by local government budget（APBD）is increased 

by 2009.」となっている。また、成果2-1の指標は、和文では「2009年までに、助産師アカデミー

のカリキュラムにMCH HB関連の科目が導入される」となっているのに対し、英文では「MOH 

agrees to request to Ministry of National Education to include MCH HB into curriculum for midwifery 

academies by 2009.」となっており、英文と和文が必ずしも一致していないとの指摘が、プロジェ

クト関係者ないし調査団関係者よりなされている。評価の実施に際しては、諸事情により基本的

に和文に従っている。 

 以上に対しては、結局本件終了時評価調査では、終了時評価調査の時点でPDMの改訂を行うこ

とは、あたかも評価結果を良くするために改訂を行ったのではないかとの懸念を呼び起こすこと

にもなりかねず望ましくないとの判断から、特にPDMの改訂は行わないこととなった。しかし、

本調査報告書を読まれるあたっては、以上の注意すべき点があることに留意願いたい。 
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第４章 評価５項目の評価結果 
 

４－１ 妥当性 

 

 本プロジェクトは以下の理由から妥当であったと判断される。 

 （1）インドネシアでは、ASEAN各国に比較してIMRやMMRが高く、なかでもMMRは特に高い

数値であり、MCHサービスの向上が喫緊の課題となっている。したがって、MCH改善に対す

る支援は極めて妥当であった。 

 （2）本プロジェクトは、インドネシアの国家開発計画・戦略がMCHの向上に高い優先順位を与

えていることから、インドネシアの国家開発計画・戦略と一貫したものとなっている。具体

的にインドネシア政府は、「国家中期開発計画（RPJM）：2005～2009」のなかで乳幼児死亡率、

MMR、5歳以下の幼児栄養失調の改善を重点分野と定めており、また、MOHはその中・長期

計画である「Healthy Indonesia 2010」においても、リプロダクティブヘルスの向上を優先事

項としている。 

 （3）本プロジェクトは、日本のODA政策・計画とも、一貫したものとなっている。特に、外務

省の「対インドネシア国別援助計画」においては、高いIMR、MMRへ対応するため、基礎的

保健・医療サービスの向上を重視しており、また、JICA「国別事業実施計画」においても、

保健医療分野は援助重点分野である「貧困削減」のなかに位置づけられ、保健医療分野支援

戦略のなかでもMCHは、保健医療制度整備、地域保健医療改善、感染症対策と並び、優先課

題とされている。したがって、本プロジェクトはわが国の援助政策・計画と整合性が保たれ

ているといえる。 

 （4）本プロジェクトの戦略は、さまざまなMCHサービスの統合に貢献し、かつMCH HBを利用

したMCHサービスの自立発展性の向上に寄与したことから、適切であったと考えられる。本

プロジェクトは、他の医療機関に比べて活用が遅れている民間病院やクリニックにおける

MCH HBの利用促進とともに、MCH HBを配布する地理的範囲についても引き続き拡大して

きた。特に、本プロジェクトにおいては、保健人材のトレーニングや、MCH HBをよりよく

活用するためのモデルの開発を通じて、MCH HB利用の「質」を改善するべく尽力してきた。

このMCH HBの利用を量的かつ質的に改善するという戦略は、さまざまな保健政策、プログ

ラム及び、キャパシティを統合し、かつMCH HB活用のための中央・地方政府並びに公立・

私立の医療従事者の自立発展性の強化にもつながっている。 

 （5）ターゲット・グループをMOH及びMCHに関係する専門家団体とすることは、MOHがMCH HB

に関する包括的な政策・制度を構築するうえでの政策立案者であり、かつ同専門家団体が右

施策を実施するうえでの重要なステークホルダーであることから、妥当であると考えられる。

また、地方において、モデル活動実施5州を設定し、州・県政府保健局、医療従事者や、対象

地域の妊産婦・Balitaをターゲットとすることで、将来の間接裨益者であるインドネシア全土

の妊産婦及び乳幼児に適用可能な現実的な政策・制度の構築が可能となった。 

 （6）MCH HBは、日本において開発され、現在まで時代や必要性に応じて記載内容を改訂しな

がら、60年余にわたり実施されてきた制度であり、世界にこのような経験をもつ国はほかに

ない。また、国連児童基金（United Nations Childrens Fund：UNICEF）が推進している成長カー

ドに比較して、出産後だけでなく出産前の記録も行え、MCHサービス統合のツールとなり得
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るといった優位性がある。さらに、インドネシアにおいては、JICAが1992年からMCH HBの

開発・導入・普及に係る支援を行ってきており、約15年にわたる経験・ノウハウが蓄積され

ている。 

 

４－２ 有効性 

 

 本プロジェクトは、以下の理由により部分的に有効であったと結論される。 

 （1）本プロジェクトは、その2つ目の指標である「MOHがMCH HBの有効利用に係るモデルを

政策に反映する」については既に達成されている。具体的には、関連プログラム（出生登録

など）におけるMCH HBの活用モデルについては、いまだMOHAの政策に統合されていると

はいえないが、プロジェクトで開発された5つのモデルのうちその他4つについては、MOHに

より策定された通達、ガイドラインそしてマニュアルに既に統合されている。 

 （2）その一方で、プロジェクトは1つ目の指標である「2009年9月までに、少なくとも80％の妊

婦がMCH HBを使ったANCを受診するようになる」については、達成が難しい状況である。

これは、全国33州のうち、2008年度のMCH HB配布率に関するデータを提出した12州のうち、

MCH HBを受け取った妊婦の割合は全体の56％にとどまっているためであるが、インドネシ

ア国内全体（33州）の3分の2近くのデータが得られておらず、不完全な点には留意する必要

がある。また、「少なくとも80％の妊婦がMCH HBを使ったANCを受診するようになる」とい

う目標自体、2007年12月の運営指導調査時点でデータがなかったこと、及び当該指標を得る

前提としてのMCH HBの準備率が約60％であったことから、当初から難易度の高い目標値で

あった。さらに、調査団のインタビューにおいても明らかになっているように、インドネシ

アの国土は地理的範囲も広く、さまざまな島に分かれていることも、目標を達成するうえで

のチャレンジとなっている。しかしながら、MCH HBの準備率が2005年の58％から2008年に

は78.8％まで上昇しており、かつ2008年の段階で推定妊婦数の56％に、MCH HBを用いたANC

を提供していることをかんがみ、調査団としては、近い将来にインドネシア側が目標を達成

することは期待できると考える。 

（3）特に、調査団は、MCHに関する政策やMCH HBが、第4回目産前検診〔出産準備と合併症へ

の備え（Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi/Birth Preaparedness and Complication 

Readiness：P4K/BPCR）〕や村落アラート・プログラム（Desa Siaga）といったMCHプログラ

ムを統合するのに極めて有効であることが判明していることを確認した。また、MCH HBは

近い将来更に多くの保健関連プログラムに統合される予定である。 

 

４－３ 効率性 

 

 本プロジェクトは、以下の理由から、十分効率的であると考えられる。 

 （1）3-3-3に既述のとおり、PDMに記載された成果については、全19の指標のうち指標1-3を除

き、すべての指標が既に達成されているか、プロジェクト終了時までに達成される見込みで

あり、十分に達成されているといえる。活動の進捗は、前半、特に1年目は比較的ゆっくりと

したものであった。しかし活動の遅れは、プロジェクト後半、特に3年目までに取り戻してお

り、PDM上の活動は成果の発現に十分な活動であったといえる。 
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 （2）本件評価調査の実施に際して、達成された成果それぞれに対しどの程度投入がなされてき

たかを厳密に測定・分析することは困難であることが判明した。これは、本プロジェクトの

投入が、複数の成果に影響を与えており、個々の投入と個々の成果の関係を厳密に特定する

ことが困難なためであった。  

 （3）しかしながら、本プロジェクトにおいては、効率的なプロジェクト活動の運営・実施に貢

献してきた3つの主要な要因がみられた。まず、インドネシア側が、非常に多くの導入、オリ

エンテーション及び訓練のためのセミナーやワークショップ等を、本プロジェクトの支援の

あるなしにかかわらず、開催・実施してきたことに象徴されるように、MCH HBを通じたMCH

サービスの促進のために非常に高いオーナーシップを発揮してきた。また、面談調査で明ら

かになっているように、現在の保健大臣が自ら、MCH HBを利用したMCHサービスの向上に

強いコミットメントを示したことも大きかったと考えられる。  

 （4）次に、本プロジェクトは、特にプロジェクト期間の後半において、コーディネーション・

メカニズムが大変効果的に働いたことで、効率的に活動を実施することができた。本プロジ

ェクトの主な特徴の1つは、非常にたくさんのカウンターパートやステークホルダーがかかわ

っていることにある。例えば、本プロジェクトは3総局、1局（bureau）、3つのセンターがカウ

ンターパートなっており、作業部会には19課が参加している。調査団は、こういった非常に

多くのカウンターパートやステークホルダーの参加を得て、より良い協調を確保したことが、

既存の関連する保健プログラムにMCH HBを組み込み、MCH HBの利用を一層促進するうえ

で、大きな力になっていたと考える。 

 （5）3番目に、プロジェクトはローカル・リソース活用し、同時にコストを最小限に抑えること

で、プロジェクトの活動を効率的に運営してきた。本プロジェクトでは、MOH内での仕事の

取り進め方に精通したローカル・コンサルタントや現場経験が豊富でかつ本格的なリサーチ

を実施できるローカルの専門家を雇用し、有効に活用してきた。プロジェクトはまた、イン

ドネシアのMCH HBの開発と普及に精通した長期・短期専門家の知識と経験をフルに活用し

た。 

 

４－４ インパクト 

 

 本プロジェクトがインドネシアのMCHサービス及び他の関連する問題にどのようなインパクト

を与えるかについては、更にこれを見極めていく必要がある。 

 （1）現段階で、上位目標の進捗につき確たる結論を得ることは時期尚早である。これは一方で

上位目標の指標に関するデータを収集することに限界があったためであり、また他方で、上

位目標に関する効果は、プロジェクト終了後数年経って、発現することが期待されるためで

ある。 

 （2）しかし、上位目標の指標のなかには、すべてではないにしろ、プロジェクトの開始以来、

順調に進捗がみられるものがある。プロジェクト目標達成後、MOHがMCH HBを利用したMCH

改善の政策を継続し、かつMCH HBを所掌する地域保健総局がMCH HBに関連する他の部局

及び他の機関に対してリーダーシップを発揮しなければ、数年後には上位目標が達成される

可能性が高い。 

 （3）本プロジェクトでは予期せぬ正の効果が幾つかみられている。まず、調査団が面談したイ
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ンタビューの多くにおいて、妊婦や母親に加えて、家族のほかのメンバーやコミュニティの

MCHに関する知識の向上につながっていることがみて取れた。例えばタナ・ダタール県のあ

るコミュニティでは、妊婦の伴侶が、妊婦が母親学級に参加することを積極的にサポートし、

かつ子どもの父親がMCHに関する知識を向上させていたことはかなり望ましい兆候であった。

次に、調査団が実施したフィールド調査では、プロジェクトがコミュニティ・エンパワメン

トにつながっているケースもみられた。タナ・ダタール県のあるコミュニティでは例えば、

母親学級に対する財政的な支援を自主的に始めているところもあった。その一方で、調査団

は、プロジェクトによる予期せぬ負のインパクトについては、特にこれを確認していない。 

 

４－５ 自立発展性 

 

 本プロジェクトの効果は、プロジェクト終了後も、政策、組織、そして技術といった面では、

持続していくことが期待される一方、財政面及び人材面における自立発展性については、確実で

はない部分もある。特に、地方レベルでの自助（Self-reliance）が、本プロジェクトの効果を持続

するうえでは鍵となる。 

 （1）調査団は、プロジェクトが組織及び政策面での自立発展性を発展・向上させてきたことを

確認した。インドネシアの保健システムにおいてはMCH HBを使うことを定めた2004年の保

健大臣令に加え、本プロジェクトでは、通達、ガイドラインそしてマニュアル等を通じて、

MCH HBを既存のさまざまな保健プログラムに統合することに成功してきた。その結果今で

は、MCH HBはMCH分野だけでなく、より一般的な保健システムにおいても、中核をなすよ

うになった。また、MCH HBの活用に対するインドネシア側のコミットメントも現在まで持

続し、かつ高まってきている。いうまでもないことではあるが、本プロジェクトのカウンタ

ーパートである地域保健総局、なかでも子ども保健局や女性保健局は、これまで述べてきた

ように、非常に強いオーナーシップをみせてきた。さらに、本プロジェクトは、IBIやPPNIと

いった職能団体からの協力を獲得し、こういった団体は既にMCH HBの活用を、助産師や看

護師の業務や育成のための教育プログラムに統合している。   

 （2）調査団はまた、プロジェクトの効果を今後も維持発展させていくために十分な技術力がMOH

には備わっていることを確認した。本プロジェクトを通じてMOHは、MCH HBの活用を計画

し、実施し、レビューし、そして改訂するという一連の作業を遂行するに十分な技術力を身

につけている。また、本プロジェクトにより、母親学級を含むMCH HBの活用促進に関する

トレーニングを、多くのMOH職員、PHO/DHO職員、そして医療従事者に対して実施してきた。

そして、こういったトレーニングを受けた人材の多くが、自ら学んだことを同僚や下部機関

に伝達してきた。つまり、インドネシア側は、MCH HBの活用促進に必要な技術をあらゆる

レベルで獲得するに至ったといえよう。 

 （3）しかしながら、頻繁すぎる人員の配置転換は、本プロジェクトの自立発展性に対する脅威

となるかもしれない。調査団は面談調査を通じて、MOH、州及び県政府の人事異動があまり

にも頻繁すぎる結果、プロジェクトを通じて学んだことが組織に残らず失われてしまいかね

ないという懸念があることを学んだ。プロジェクトを自立発展的なものとするには、組織と

してどのようにプロジェクトを通じて得た経験や知識を維持していくかが鍵となろう。  

 （4）調査団は、MCH HBの印刷・配布に関するコストをどのようにインドネシア側内部で分担
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するのかが未解決のままであることから、本プロジェクトの財務面での自立発展性はいまだ

不確実であると判断した。インドネシア側は、本プロジェクトが始まる以前から、JICAから

の財政的な支援をほとんどもしくは全く受けずに、MCH HBを印刷・配布しており、これは

インドネシア側が財務面での自立発展性を向上させていくなかで重要な一歩を記すこととな

った。しかしながら、インドネシア政府はいまだ、MCH HBの印刷・配布に関する中央、州、

そして県・市政府による分担を、どのように実施するかを模索中である。しかし現段階では、

こうしたさまざまなレベルの政府間での負担分担はそのときどきの状況に左右されているの

が現状である。 

 （5）特に、プロジェクト終了後もその効果を持続させるためには地方の自立的運営が極めて重

要である。プロジェクトの実施を通じて、地方政府やコミュニティのなかには自助において

一定の進捗がみられたところも出てきている。例えば、中部ロンボク県のDHO、マディウン

市、西スマトラ州や西ヌサトゥンガラ州のPHOは、2009年までに自己予算をMCH HBの印刷・

配布のために割り当ててきた。また、西スマトラ州や西ヌサトゥンガラ州は母親学級やMCH 

HBの活用に関するさまざまなトレーニングを自ら実施しており、これまでに多くのDHO職員

や医療従事者が訓練を受けている。さらに、タナ・ダタール県のコミュニティのなかには、

自発的に母親学級の開催のために寄付を行っているところもみられた。しかしながら、こう

いった自助の兆しもいまだ脆弱なものである点には留意したい。特に、こういった地方政府

であっても、それぞれの議会の反対、ないしは2010年については中央政府が必要なすべての

MCH HBを印刷・配布するという期待により、現在のところ2010年のMCH HBの印刷・配布

に予算を割り当てない方針である。また、地方政府における頻繁すぎる人事異動は、実施し

たトレーニングの効果を持続するうえで障害となり得るだろう。 

 

４－６ 結 論 

 

 調査団としては、上位目標に関する進捗は今後更に注視する必要があるが、ほとんどすべての

成果、そしてプロジェクト目標の一部については大きな進捗がみられたと結論できる。 

 特に、本プロジェクトは、インドネシアの国家開発計画や日本の援助プログラムと一貫してお

り、またターゲット・グループの選定やプロジェクトの実施戦略も適切であった。さらに、調査

団は、MCHの向上に対する高いニーズが存在し、MCH HBの促進に関する高い専門性や豊富な経

験を日本が有することから、本プロジェクトは妥当であると判断できる。 

 本プロジェクトは部分的に効果的であったが、これはプロジェクト目標の1つの指標である

「2009年9月までに、少なくとも80％の妊婦がMCH HBを使ったANCを受診するようになる」の達

成が難しいためである。しかし、本プロジェクトは基本的に良い方向に向かっており、2008年の

段階で推定妊婦数の56％に、MCH HBを用いたANCを提供していることは、明るい材料であり、

近い将来にインドネシア側が目標を達成することが期待される。 

 調査団は、本プロジェクトは、インドネシア側が大変高いオーナーシップを有していたこと、

協調メカニズムが効果的に働いたこと、そしてローカル・リソースや、現場での経験・知識を活

用したことにより、十分効率的であったと考える。 

 本プロジェクトのインパクトに関しては、現時点では明確に結論づけられる状況にはない。上

位目標の指標のなかには、今後その推移を見守る必要があるものもあるが、順調に進捗がみられ
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るものもある。また、フィールド調査においては、妊婦の伴侶や子どもの父親のMCHの知識に関

する向上や、コミュニティ・エンパワメントの兆しといった、予期せぬ正のインパクトもみられ

た。 

 本プロジェクトの効果は、MOHの強い組織・制度的コミットメントにみられるように、プロジ

ェクト終了後も政策、組織、そして技術といった面では、持続することが期待される一方、財政

面及び人材面における自立発展性については、頻繁な人材の配置転換やMCH HBの印刷・配布に

関する中央・地方政府間の負担分担が不確定であることから、不透明な部分もある。さらに本プ

ロジェクトの効果を持続するうえでは、地方レベルでの自立的運営が、鍵となるであろう。 
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第５章 提言と教訓 
 

５－１ 提言（本プロジェクトに関する具体的な提案・助言等） 

 

 以上の評価結果を踏まえ、調査団はプロジェクト終了後の課題について以下の提言を行った。 

 

 （1）母子手帳（MCH HB）関連予算の確保 

 

MCH HBの印刷・配布にかかる予算については中央政府（MOH）と地方政府（県・市）の

間で適切な財政負担や役割分担が行われるよう調整が必要である。2009年分に関してはMOH

本省が全妊婦に配布するために必要と見込まれる500万部の印刷費用を負担するという決定

は、MCH HBの普及率向上の観点から評価される一方、予算確保に一義的な責任を負う地方

政府による自立的な印刷・配布への取り組みが損なわれてはならない。また、妊婦や子ども

を対象とした個別の記録カードや健康教材を複数作成するより、これらが統合されたMCH HB

を利用する方が経済的であることに留意すべきである。 

地方における予算確保には、地方レベルの政策立案者への働きかけ（アドボカシー活動）

が重要である。MCHが重要な開発課題の1つであることや、MCH HBがコミュニティ・エンパ

ワメントや、MCHの向上に有効であることについて、政策立案者の意識を向上する必要があ

る。また、NGOや民間セクターとの連携を通じた資金獲得の可能性も模索すること。 

 

 （2）母子手帳（MCH HB）に関するモニタリング・システムの強化 

 

MOHは、2008年よりMCH HBの配布率に関する情報を定期的に収集しているが、今回の調

査で配布率に関する情報を確認できたのは、全33州のうち12州にすぎなかった。配布率にと

どまらず、MCH HBを活用することで住民の知識や行動、MCHサービスへのアクセスにどの

ような改善がみられたかを数値で示すことは、予算を獲得するためにも重要である。MCH HB

に関するモニタリング・システムの一層の強化が求められる。 

 

 （3）保健セクター内外の関係機関との連携強化 

 

今回の調査では、主にポシアンドゥ（地域保健サービスポスト）や保健所における公衆衛

生プログラムにおいて、MCH HBがMCHサービス統合の手段として機能していることが確認

された。レファラル・システムや継続ケアを強化していくためには、予防的ケア（公衆衛生）

と臨床サービス（治療）の連携が不可欠である。プロジェクトで開発された病院におけるMCH 

HBの活用モデル等を基に、病院レベルでの利用を推進していく必要がある。病院における母

親学級の実施はその一助となるであろう。 

保健セクター外の関係機関との連携強化も重要である。地方予算の確保に関しては、地方

政府の計画策定に影響力をもつMOMAとの連携が必要であり、医療技術者の専門教育におい

てMCH HBを活用したMCHサービスに関する内容が取り入れられるためには教育省と連携す

ることとなる。出生登録の推進は、インドネシア政府の優先課題であり、MCH HBはこの取
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り組みを進めるために有効な手段の1つとなり得るため、関係機関との一層の連携が望まれる。 

 

 （4）母子手帳（MCH HB）に関する知見の継続 

 

頻繁な人員の配置転換は、円滑なプロジェクト活動の阻害要因となった。地方分権下では、

中央政府（MOH）は地方レベル（県・市）における人員配置への直接の影響力をもたないが、

プロジェクトを通じて得られた知見が人員配置によって消散しないよう手段を講じる必要が

ある。MCH HBの活用に関する技術ガイドラインや手順書の作成により、標準化が図られる

とともに一定の形式知が構築されているが、こういった教材や文書の開発に携わった個人に

蓄積された暗黙知も同様に重要である。後任者への引き継ぎの徹底等を通じて知見や経験が

継続されなければならない。 

インドネシアのMCH HBに関する日本の協力は、1990年代初頭のMCH HBの開発にまでさ

かのぼることができる。その後、全国への普及・拡大や、大臣令による制度化、本プロジェ

クトの目標であるMCH HBによるMCHサービスの向上、といった取り組みを通じて両国にお

ける人材育成や人的ネットワークが強化された。今後もこのようなリソースを維持し、活用

していくべきである。 

 

５－２ 教訓（ほか類似プロジェクトへの教訓） 

 

 （1）多数の関係機関を巻き込んだプロジェクト運営 

 

本プロジェクトでは、MOH内だけでも20部局にわたる多くの関係部署をカウンターパート

としたことに加え、広範な地域を対象として、中央、地方政府（県・市）、地域レベルに対す

る幅広い活動を行った。多岐にわたる関係機関を巻き込んだことにより互いの役割分担が明

確になるとともに、効果的な協働関係が築かれた。このような連携が可能となった一因とし

ては、プロジェクトが観念的な議論に終始するのではなく、「現場レベルでの目に見える成

果・目標」を設定し、これに向けて関係者間の調整を図ったことが挙げられる。また、本プ

ロジェクトでは、実地研修（On-the-job training）アプローチを採用したため、指導する側とさ

れる側が頻繁にコンタクトをとることとなった。現場レベルでの具体的な目標設定と協働体

制の構築は、日本の技術協力の強みであることが本プロジェクトによって実証された。 

 

 （2）インドネシア側の強いオーナーシップとリーダーシップ 

 

インドネシア側の非常に高いオーナーシップも本プロジェクトの成功要因の1つである。

MCH HBを活用してMCHサービスを向上させるため、先方政府は日本側の支援を得ずに多く

のセミナーやワークショップを開催し活動の拡大に尽力した。MOHに加え、地方保健衛生局

関係者も熱意をもって活動の計画、実施、評価にあたった。 

日本人専門家と協働してモデル事業を開発・実施したり、本邦におけるカウンターパート

研修に参加したりすることでインドネシア側は、MCH HBを活用したMCHサービスの向上と、

その有効性について認識を深めていった。特に、本邦研修において、実際に日本でMCH HB
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が活用されている状況を視察したことは、貴重な経験となった。さらにベトナムやアフガニ

スタンなどを対象としたTCTPを実施し、他国に対し自らの経験を共有することも非常に有益

であった。 

 

 （3）母子手帳（MCH HB）：母子保健（MCH）サービスを統合し継続ケアを提供するために有効

な手段【医療従事者側の視点】 

 

MCH HBには、大きく健康記録と健康教材という2つの機能がある。医療機関ではなく家庭

で保管される健康記録なので、妊娠の経過や子どもの成長を住民自らが把握できることに加

え、健康教材として必要な情報を適切に得られるという利点がある。しかしながら、MCH HB

を配布するだけでこのような効果が得られるわけではなく、既にMCHサービスが提供されて

いる状況で、これらのサービスを統合すべく医療従事者側が住民に対して適切な働きかけを

行うことで、有効な手段（ツール）となり得るのである。本プロジェクトでは、インドネシ

ア側がMCHサービスを統合するための手段としてMCH HBを認識したうえでこれを活用した

ことにより、有効な手段として機能することとなった。MOH内外の調整や連携も重要である。 

また、本プロジェクトではMCH HBによる「MCH」サービスの向上を目標としていたが、

プロジェクト実施中に、ミレニアム開発目標との関連から、MCHのなかでも新生児の健康に

対する関心が国際的に高まり、MCHではなくMNCH（Maternal, Neonatal and Child Health）

という用語が使われるようになった。これは、Balitaや乳児（1歳未満）の死亡に占める新生児

（生後28日）死亡の割合が高いことによる。国や地域にもよるが、5歳未満死亡の約3分の2が

乳児死亡であり、乳児死亡の約5割は新生児の段階で起こっている。結果として5歳未満死亡

の約3分の1は新生児死亡が占めている。新生児死亡の主な原因は、妊娠の経過や出産時の状

況によるもの（新生児仮死、敗血症等）なので、これらを予防するためには妊産婦の健康を

向上させる必要がある。 

MCH HBの重要な原則の1つは、妊娠から出産、子どもの健康にいたる「継続ケア」の推進

であり、従来、母と子が別々の保健プログラムによって管理されていたものを、MCH HBの

利用を通じて継続的、かつ統合されたサービスが受けられるようになることを目標としてい

る。新生児の健康が、妊産婦保健と子どもの保健をつなぐ重要な課題として脚光を浴びたこ

とは、本プロジェクトが目標としていた「MCH HBによるMCHサービスの向上」にとって追

い風となるとともに、新生児保健を向上させるためにもMCH HBが果たす役割が大きいこと

が関係者に認識された。 

 

 （4）母子手帳（MCH HB）による母子保健（MCH）サービス向上【住民の視点】 

 

MCH HBを利用した健康教育により、妊婦や母親、保健ボランティアのMCHに関する知識

が向上したことが確認された。知識の向上は幾つかの行動変容を生み、実際に、妊娠中の食

生活が改善されるとともに、伝統的産婆ではなく資格をもった助産師による出産介助を希望

する妊婦が増えるなど、行動面で正の効果が現れつつある。また、家庭で健康記録を保管す

ることにより、自分自身の体や健康状態に対する意識も向上した。このようにいくつかの正

のインパクトが確認されている。これらの変化は、MCH HBの内容が住民側に受け入れられ、
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理解されていることを示している。 

MCH HBを活用したMCHサービスが継続的に提供され、かつ利用されるためには地域住民

の理解が不可欠である。本プロジェクトは、住民側のニーズ（需要）に応える形で質の高い

サービスを提供することで、住民と行政サービスをつないだ好事例といえるだろう。 

 

 （5）多様性への配慮 

 

インドネシアの多様性に配慮したため、プロジェクトが成功裏に実施されたという事実も

重要な教訓の1つである。多くのインタビューで指摘されたとおり、インドネシアは多様な文

化、宗教、民族を抱えているため、ある地域で成功をおさめた活動モデルが全国で通用する

とは限らない。プロジェクト関係者が多様性とその影響に十分な注意を払ったことで、全国

展開が可能になったといえる。具体的には、MCH HBを全国に普及・拡大する際に、表紙の

色と基本的な内容だけを標準化し、そのほかは地域の独自性に任せたことが挙げられる。地

域ごとに自らのMCH HBを作成したことで、関係者のオーナーシップを高めることにもつな

がった。 

 

 （6）地域レベルでの自助（Self-Reliance）の強化 

 

自助（Self-Reliance）のコンセプトは、プライマリヘルスケアの重要な要素の1つである。

プライマリヘルスケアは、1979年のアルマ・アタ宣言で広く知られるようになったが、今日

でもその基本理念は十分に通用している。MOHは国策として地域レベルの健康増進を推し進

めており、プライマリヘルスケアの核となるコンセプトである自助の強化を重視している。

本調査団は、さまざまな事例からMCH HBが地域レベルの自助努力を強化するためにも有効

な手段になるとの結論に至った。 

プロジェクトではMCH HBを活用したMCH活動を推進するにあたって、直接の利用者であ

る妊婦、母親、保健ボランティア以外にも、地域や宗教的指導者を積極的に巻き込んだ。そ

の結果、地域の活動として母親学級を開催する、母親学級に父親も参加するといった独自の

取り組みが開始されている。具体的には、父親が、妊娠出産に関する緊急事態に対応するた

めの輸送手段を確保したり、村落アラート・プログラム（Desa Siaga）や村落基金を活用した

りした事例が報告されている。 

地域社会を積極的に巻き込んだプロジェクトの活動は、インドネシアの国策と合致してお

り、時機を得たものであったといえる。今後、MOHや地方政府は、こういった地域社会での

取り組みを後押しする役割を果たしていく必要がある。 
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１．団長総括及び団員所感 

付属資料１：団長総括及び団員所感 
 

１ 団長総括 

 

日本の経験をいかした協力として紹介されてきた本プロジェクトは、概ねその目標を達した

ことが確認され、9月末の終了を迎えることとなった。プロジェクト目標として掲げた「80％の

妊婦への配布」については、そもそもの数値目標が協力期間内に達成することが困難と想定さ

れる高い目標であったことが評価ワークショップにおいても関係者の間で共有されたが、イン

ドネシア側がこれまでの取り組みをさらに普及していく計画であり、2009年については本省予

算から500万人分の印刷を行うことを表明していることから、数年の内には目標達成が期待でき

るものと見込まれる。 

 

今後への提言として掲げた事項のうち、モニタリング・システムの強化については、今次評

価に活用した各州からの2008年のデータ提出が33州の内12州であったことから、特に今後の改

善が図られるべき事項であると指摘される。 

また、今後の自立発展性を高める上で、各県・市の予算確保が前提となるが、今年全妊婦に

必要と見込まれる500万部を印刷するという本省の関与自体は普及率の向上の観点から評価さ

れる一方で、県・市による自立的な印刷、普及への主体性を損なうことのないよう、今後の役

割分担については、最適な負担が行われるよう国と地方間で調整されることが期待される。 

 

本プロジェクトの成果は、3年間の協力に限ってもたらされたものではなく、「家族計画・母

子手帳プロジェクト」において94年に初めて母子手帳を試験的な導入を行った中部ジャワ（サ

ラティガ市）での取り組みを契機に、「母と子の健康手帳プロジェクト」、個別専門家派遣等、

継続的な協力とその間にインドネシア側での経験の蓄積が背景となっており、これまで15年間

にわたって各地でキーパーソンとして活躍してきた人材があって実現されたものと認識される。

プロジェクトが終了しても、この膨大な蓄積が引き継がれ、新たな人材を生み出す循環が保た

れることが望まれる。 

 

今回調査で印象的であったのは、西ジャワ州ガルット県での地方視察において、州保健局、

県保健事務所、保健所、そして村の保健ポスト（ポシアンドゥ）に至る一貫した母子保健活動

がシステムとして機能している状況を確認できたことであった。州や県における主体性と、保

健所における助産師、村の保健ボランティアの積極的な姿勢がそれを可能にしている。妊婦や

母親へ確実に届くシステムにする上で、助産師による働きかけは大きな牽引力と見られる。中

でも地域における助産師への教育、母子保健活動のモニタリングの中心となる助産コーディネ

ーターの存在は特に貢献するものであった。各保健所に一人配置されている助産コーディネー

ターの指導により、母子手帳をどのように妊婦検診や母親学級で活用するか、母子手帳の配布

や活用状況がモニタリングされるか、その活動の質が左右されている。地域での母子手帳を用

いた母子保健活動の推進に果たす助産コーディネーターの役割を鑑みると、有能な助産師を見

出し、助産コーディネーターとして配置することは今後の普及における鍵になるであろう。 
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村レベルでの保健ボランティアが行う活動は無償であり、地域の人々への貢献がそのモチベ

ーションとなっているようであるが、活動がコミュニティに認知され、必要性が理解されてい

る限り、現状での継続性は保たれていると考えられる。保健ボランティアが住民の健康状態を

把握し、危険な兆候を察知し、助産師や医療施設へリファーするといった機能を果たしている。

視察先の中には、保健ポストで開かれる母親学級の出席者、指導内容が毎回村長に提出され、

確認されている事例もあった。保健所が行う各村のリーダーや宗教関係者に対する啓発が効果

を上げている結果であるが、村長人事に交替があっても影響されることなく保健ボランティア

の活動が維持されることを期待したい。また、今後都市化が進みつつある地域での保健ボラン

ティアのあり方など、今後のインドネシアにおける保健ボランティア活動の進展に注目したい。 

 

調査期間中に開催された評価ワークショップには、助産師協会、小児科医協会からの参加が

あり、またワークショップ前日に開催された産婦人科医協会の全国会議において母子手帳活用

が検討されたり、確実に関係者間での認識が高まりつつあると言える。病院やクリニックでの

活用を促進することは提言にも含めたが、そのためにも母子手帳にこれら団体のロゴを記載す

るなど、インドネシア側の工夫も評価され、多様なアクターとの調整が容易ではない中、保健

省およびプロジェクト専門家の労苦をねぎらい、その活動の成果を賞賛したい。 

 

プロジェクトで試行されたモデルが各地で展開され、母子手帳を活用した母子保健活動をイ

ンドネシア側が自ら進めていくことで、妊婦や地域社会の啓発が行われ、より安全な出産と育

児が可能となり、悲願である2015年のMDGs達成に向けて、さらなる歩みを遂げるであろう。評

価に際し、ご協力をいただいた関係者に感謝を申し上げ、プロジェクトのさらなる前進を祈念

いたします。 

 

２ 母子保健担当団員所感（大阪大学大学院人間科学研究科 中村安秀） 

 

 「笑顔で迎えた母子手帳プロジェクトのフィナーレ」 

 

完熟したプロジェクトの幸福なフィナーレ 

インドネシア側と日本側の相互理解と納得の上で、「インドネシア版母子手帳（Buku KIA）」

に」対する国際協力機構（JICA）による長年の協力の最終楽章（フィナーレ）をお互いの笑顔

のなかで迎えることができた。調査期間中に、インドネシア側からは、プロジェクト終了後も

自分たちの手でBuku KIAを展開していけるという自信に満ちたメッセージが発せられていた。

また、母子手帳プログラムの全国展開を成し遂げたという矜持が随所に感じられた。長すぎも

せず、短すぎもせず、プロジェクトの完熟した果実をインドネシアの仲間とともに分かちあう

のに、最もふさわしい時期なのかもしれない。 

 

モデル活動から全国展開へのスケールアップ 

1992年から続いた長期にわたるJICAの協力は、人口約15万人のサラティガ市におけるインド

ネシア版母子手帳のモデル開発に始まった。その後、中部ジャワ州での普及、保健省版母子手

帳の開発、JICAプロジェクトによる北スラウェシ州と西スマトラ州への展開、他のドナー機関
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の協力と他州への拡大、保健大臣令による公認、母子手帳の活用による母子保健サービスの質

的向上と、急な階段を駆け上がるように展開してきた。モデル開発から、いかにして人口約2億

3千万人近いインドネシア全土に母子手帳は普及できたのか、その空前絶後のスケールアップを

可能にした要因を考えてみたい。 

まず、高いポテンシャルのある地域をモデル地域に選択したことである。成功した経験が呼

び水となって、世界銀行やアジア開発銀行の関心を惹起すると同時に、モデル地域の関係者が

他地域に普及するときの講師となってくれた。次に、完成度の高い緻密なプロジェクトを構築

するのではなく、普及のスピードを重視したことであった。この普及を重視するという姿勢の

最もよき理解者は、JICAインドネシア事務所やインドネシア大使館など現場に近いODA関係者

であった。また、日本の母子健康手帳の翻訳は行わず、インドネシアの実情にあった内容を心

がけ、できるだけ既存の体重増加曲線やガイドラインを援用した。多民族多文化社会であるイ

ンドネシアの多様性に配慮して、表紙には州ごとに異なる写真を用いたことも好評であった。 

母子手帳の普及が始まった地域では、住民、保健医療関係者、政策決定者の間で母子手帳は

地域の公共物としてかけがえのないものであるという認識が共有され、自分たちの母子手帳と

いうOwnershipが生まれた。しかし、妊娠中に母子手帳を受け取り、出産を経て、子どもの予防

接種を打ち終わり、親たちや保健医療関係者が母子手帳の有用性を実感するまでには、母子手

帳の配布から1年半の時間が経過する。Ownershipというのは、醸成されるまでに時間のかかるプ

ロセスである。そして、Ownershipが確立された後に、本当の意味でのSustainabilityに対する努

力が始まった。最初のインドネシア版母子手帳の配布から15年を経過した現在、母子手帳プロ

グラムの全国的な自立発展の流れの中で、Sustainabilityに関連する人材養成、財政的自立、制度

化に対する取り組みが各地域や各部署で積極的に行われていた。 

ある一定の閾値を越えると、まるで雪崩のように一挙にOwnershipとSustainabilityが確立され

ていったように見える。しかし、閾値に達するまでのインドネシア側および日本側の関係者の

不断の努力があってこそ、その後の目に見える変化を生じたのだということを銘記しておきた

い。 

 

奇跡のような多様なパートナーシップの確立 

「すこやか親子インドネシア」プロジェクトにおいて、全省にまたがるプロジェクト実施体

制が確立した。長らく母子手帳プログラムを牽引してきた保健省地域保健総局の子ども保健局

のみならず、女性健康局や栄養局、医療総局、人材計画・養成センターなど、子どもと女性の

保健医療に関わるすべての関係部局が関与して本プロジェクトを推進してきた。また、保健省

外の教育省や内務省との連携も行われた。インドネシア都市部の中間層や富裕層では、保健省

の権限が届かない民間病院や開業クリニックの利用者が多いが、病院や専門家集団の巻き込み

にも成功し、産科医、小児科医、助産師、看護師などの職能団体も積極的に関与するようにな

った。 

インドネシアにおいても、官僚機構というのは、局や課という細分化された組織の壁でさえ、

容易に乗り越えられない性質を持っている。そのなかで、インドネシア政府内の20か所にも及

ぶ関連部署、インドネシア国内の職能集団、NGOや民間病院との間で、一つのプロジェクトに

対する協働が行われたことは奇跡に近い。 

日本での研修に際しては、保健省の各局、NGO、内務省、病院などによる混成チームを意識
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的に構成した。従来から、本邦研修の経験者が各地域において母子手帳プログラムのチェンジ・

エージェント（変革を推進する人）となったことはよく知られている。この混成チームによる

本邦研修もまた、多機関にまたがるパートナーシップを推進するのに貢献したのではないかと

思われる。 

 

インドネシア発の技術協力 

いま、世界各地で、母子手帳を新たに導入したいという国が増えている。パレスチナ、ベト

ナム、カンボジア、バングラデシュ、トルコ、ブルネイなどをはじめとして、東アフリカにお

いても母子手帳の導入を望む声が聞かれる。これらの国では、日本の経験だけでなく、短期間

で全国普及を成し遂げたインドネシアの実践に学びたいという強い希望がある。MDGsの4（乳

幼児死亡の減少）と5（妊産婦の健康向上）の統合という目標に向けて、今後は、インドネシア

と日本の長年にわたる協働の成果を、世界に向けて発信していくことが求められている。 

 

３ 母子保健担当団員所感（元JICA技術協力専門家 藤原善子） 

 

インドネシア母子健康手帳普及活動の現状と今後の期待 

 

インドネシアで導入開始された母子健康手帳の普及とその効果はJICAおよび他のドナー機関

に例を見ない成功例であると考える。1994年に協力が開始されたインドネシア版母子健康手帳

は既に15年の歳月をかけて醸成され、JICAからインドネシア全土、その間、東南アジア諸国や

中東、東アフリカ諸国に普及されつつあると聞く。ここでは母子健康手帳の進化の現状と問題

点を私的所感として述べるが、全て今後、この普及活動がインドネシア国内から国外へと発展

するための期待である。 

 

1）インドネシアでのオーナーシップと母子手帳関係者の熱意と理想 

 

インドネシアの母子健康手帳の開発段階と量・質的な普及段階においては、インドネシア国

内の母子保健現状を改善したい、もっと厳密にいえば妊産婦死亡率（MMR）と乳児死亡率（IMR）

がアジア諸国との比較で非常に高いという現状を踏まえた、インドネシアの母子保健の担い手

の熱意が元にある。母子健康手帳の導入紹介はインドネシア人の手で育まれ、JICAの専門家は

その支援者という立場を貫いたということが、インドネシアのオーナーシップが強く形成され

た要因であると考える。また、母子健康手帳が母子保健現状の改善ツールとして、インドネシ

アの国策や現状と合致したことも、大きな要因である。 

当プロジェクトが開始された2006年以前、既に1994年の中部ジャワ州での試行期間より、母

と子の健康手帳プロジェクトフェーズⅠに於いて、インドネシア国内での母親への配布率が

48％に上り、母子健康手帳の準備率は58％、正確な数字はないが母子健康手帳の認知度はTV

コマーシャルや国内のトップ人気スターに代表されるポスターなどで非常に高く、多くの州や

県では、母子健康手帳の導入を待ちかねていた。既に国内での紹介セミナーがプロジェクト実

施地域以外でも開かれ、「待たれていた・期待されたプロジェクト」であったことも大きな要

因であると考える。 
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つまり、インドネシアにおいては各地域各医療機関の保健関係者が、母子健康手帳の利点や

インドネシアにおいて及ぼす、地域格差のない保健サービスの質的向上、母親への保健知識の

向上と意識改革が牽いては、行動変容に至るまで把握しており、何より前段階として医療従事

者の知識の向上が活動改善など、行動変容につながったと考えているからだと思われる。当プ

ロジェクトにおいては保健省約20部局にわたる協力体制と、インドネシア助産師協会（IBI）に

加えて、産婦人医師協会（POGI）、小児科医協会（IDAI）、看護師協会（PPNI）、栄養士協会

（PERSAGI）等との協力体制を強固なものにした成果は、これまでのどのプロジェクトにも見

られない大きな成果として最大限に評価したい。広大かつ2億3千万という人口規模、島嶼13,000

強という地域的なデメリットを克服したインドネシアのオーナーシップは本物であり、今後後

退することはないと確信する。 

 

2）自立発展性について（Sustainability） 

 

2004年の母子健康手帳に関する大臣令の発令は、UNICEFなど母子保健や栄養改善を推進し

てきた国際機関やドナー機関にも、母子健康手帳の存在を再認識させた。同時に国策として多

くのドナーや公私の病院などもその存在を知り、独自の母子手帳の開発印刷や地域での活動支

援を積極的に推進する動機となった。母子健康手帳を導入した県の波及効果として、県の条例

の制定や母子検診の無料化などに繋がったケースも多々あり、保健省関連教育機関でのカリキ

ュラム化やOJTケースは多数あり、制度的sustainabilityは優に合格ラインを超えたが、新たな導

入地域にはこれまで以上のadvocacyとsocializationを期待する。資金的sustainabilityは中央政府の

認識と各実施機関の認識が完全一致には至らないが、既に70％を超えた母子健康手帳の準備率

を低下させる要因は見当たらない。現在、母子健康手帳一冊当たりの印刷経費は約27円（大量

印刷の場合はさらに低下）と15年前の約23円に対し18％弱の上昇にしかならず、研修経費等を

加えても母子健康手帳の母親に対するCost Effectivenessは非常に高い。インドネシア国の経済

発展率からしても自立発展性は高いが、地方での法的整備や予算化を定着させるための努力の

継続に期待したい。 

 

3）母子保健現状の更なる改善に向けて  

 

現在のインドネシアの母子保健現状は急速に改善傾向にあるものの、MMRおよびIMRは依然

として高い。当プロジェクトでは母子保健手帳をツールとして用い、医療従事者や母親の保健

教育や意識改革、医療従事者の医療サービスの質的向上を図り、成功したといえるが、一部、

これらの保健指標を高める要因が病院での妊婦の死亡率の高さやその要因である医療技術の

低迷である。母子健康手帳によりハイリスクの危険性教育は可能なものの救急対応が十分では

ない。母子健康手帳では補えない医師や看護師への医療技術とモラルの向上を次の課題とした

い。 

 

4）母子健康手帳先進国として 

 

インドネシアはイスラム国、人口大国として母子健康手帳導入に成功したといえるが、この
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母子健康手帳開発普及充足に関する全てのプロセスを第三国研修の経験とともに、他の地域や

国に伝えて欲しいものである。また、具体的なデータや事例をもとに、国際機関等にも知らし

める努力が必要であると考える。JICAをはじめ関わった多くのドナーはインドネシアと関わり

なく、独自の調査によって活動の正当性を実証できるが、インドネシア全体の現場ベースの実

証と検証は保健省の継続すべき保健省の仕事である。また、この貴重な経験を今後、他国へ伝

授して頂きたい。 

 

5）JICAへの提言 

 

15年をかけた母子健康手帳プロジェクトの最終章は、予想以上の成果を上げたと考える。母

子健康手帳準備率に関しては当初70％との認識であったが、3年間で20％以上の向上は指標と

は無関係に評価できると考える。また、母親ばかりではなく、父親、家族、地域、各職能団体

や家族福祉会（PKK・地域保健ボランティアの所属団体でもある）などの地域の保健活動の担

い手などにこれほどの保健認識と参画を即したプロジェクトは他に例を見ない。最後に、現日

本人専門家諸氏をはじめ100人もの長・短期専門家、青年海外協力隊員、JICA職員などの関係

者の情熱と支援に感謝します。私も個人として母子健康手帳の開発から専門家としてプロジェ

クトに参画できたことは大きな喜びです。さらに、母子健康手帳をインドネシアのみではなく

世界の国々へ届けようとしている中村安秀教授なくしては何も始まりませんでした。数々のご

指導に感謝申し上げます。最後にこれからもJICA通じインドネシアの母子健康手帳の経験を世

界に送り届けて頂きたく思います。 

 



 

 

２．主要面談者リスト 
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付属資料２：主要面談者リスト 
 

１． 保健省 
(1) Dr. Budihardja, Director General of Community Health 
(2) Dr. Hj. Fatni Sulani, Director of Child Health, Directorate General of Pubic Health 
(3) Dr. Edi Suranto, Secretary to the Director General of Public Health 
(4) Dr. Kirana Pritasari, Head of Sub-directorate for Infant Health, Directorate of Child Health, 

Directorate General of Public Health 
(5) Ms. Erna Mulati, Head of Sub-directorate for, Directorate of Child Health, Directorate General of 

Public Health 
(6) Dr. Lukas C. Hermanwan, head of Sub-directorate for Delivery & Post-partum Mother Health, 

Directorate of Women’s Health, Directorate General of Public Health 
(7) Ms. Siti Zainar Sosihan, Head, Sub-Directorate of Basic Health Care Institution, and 

Community-based Health Activities, Directorate of Community Health, Directorate General of 
Public Health 

(8) Dr. Minarto, Head, Sub-directorate of Macro Nutrition, Directorate of Community Nutrition, 
Directorate General of Public Health 

(9) Dr. T. Marwan Nusri, Director of Basic Medical Care, Directorate General of Medical Care 
(10) Ms. Embry Netty, Head, Sub-directorate of Basic Medical Care, Directorate of Basic Medical Care, 

Directorate General of Medical Care 
(11) Ms. Yuti Suhartati Head, Sub-Directorate of Basic Nursing Care, Directorate General of Medical 

Care 
(12) Dr. Emi Nurjasmi, Head, Sub-Directorate of Midwifery, Directorate of Basic Medical Care, 

Directorate General of Medical Care 
(13) Dr. Liliana Lazuardy, Head, Sub-Directorate of Specialistic Medical Care, Directorate of Specialistic 

Medical Care, Directorate General of Medical Services  
(14) Mr. Doddy Izwarty, Head, Sub-Bureau of International Cooperation, Bureau of Planning and 

Budgeting, Secretariat General 
(15) Dr. Untung Suseno Sutarjo, Head of Center of Health Development Analysis 
(16) Dr. Rahmaniar Brahim, Head of System Development, Center of Health Development Analysis 
(17) Mr. Kodrat Pramudho, Center for Health Promotion 
(18) Ms. Ruflina Rauf, Head, Sub-division of Memberhip, Center for Health Promotion 
 
２． 州・県・市保健衛生局 
(1) Dr. Yulia Zugir, Head, Division of Maternal and Child Health and Nutrition Program, Provincial 

Health Office, West Sumatra Province 
(2) Mr. Kamal Kasra, Head, Division in Promotion and Empowerment, Provincial Health Office, West 

Sumatra Province 
(3) Nyoman Wijaya Kusuma, Head, Division of Mother and Child Health, Provincial Health Office, 

West Nusa Tenggara Province  
(4) Dr. Rr Endang, Head, Family Health and Nutrition Section, Provincial Health Office, West Java 

Province 
(5) Dr. Desnalita, Head of District Health Office, Tanah Datar District 
(6) Dr. Yesrita, Head, Division of Community Health, District Health Office,Tanah Datar District 
(7) Dr. Osninelli, Head Division of Nutrition and Maternal and Child Program, District Health Office, 

Tanah Datar District 
(8) Ms. Elia Roza, Head, Division of Health Services, District Health Office, Tanah Datar District  
(9) Patruinarisih, Division of Mother and Child Health and Family Planning, City Health Office, 

Madiun City, East Java Province 
(10) Dr. Nurhandini Eka Dewi, Director, District Health Office, Central Lombok District 
(11) Omdarh, Head, Division of Family Health, District Health Office, Central Lombok District 
(12) Baiq Atmawati, Head, Sub-Division of Mother and Child Health, District Health Office, Central 

Lombok District 
(13) Mr. Hendy Budiman, Head, District Health Office, Garut District 
(14) Ms. Nani Suka Nani, Head, Family Health Section, District Health Office, Garut District  
(15) Ms. Bdu Enoic Ic, Head, Maternal Health Sub-section, District Health Office, Garut District 
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３． 保健所・コミュニティ 
(1) Dr. Fitria Ananda, Head, Pusukesmas Lima Kaum I, Tanah Datar District 
(2) Ms. Endri Yanti, Maternal and Child Health Coordinator, Pusukesmas Lima Kaum I, Tanah Datar 

District 
(3) Ms. Yusmandidar, Nutrition Coordinator, Pusukesmas Lima Kaum I, Tanah Datar District 
(4) Ms. Dedeh, Head, Mekarwangi Health Center, Garut District 
(5) Hj. Bahriah, Head, IBI Central Lombok, and Midwife Coordinator, Praya Puskesmas, Central 

Lombok District 
(6) Ms. Eti, Midwife Coordinator, Cikajang Health Center, Garut District 
(7) Sumiyati, Village Midwife, Desa Saba, Central Lombok District 
(8) Osman, Village Leader, Desa Saba, Central Lombok District 
(9) 中部ロンボク県ジャナプリヤ（Janaprya）保健所助産師コーディネーター 
(10) 西スマトラ州タナ･ダタール県の母親学級参加者（保健ボランティア 5名、母親15名） 
(11) 中部ロンボク県サバ村の母親学級参加者（保健ボランティア 2名、母親 2名） 
(12) 西ジャワ州ガルット県スカジャディ村母親 2名、妊婦2 名、保健ボランティア(kader)7 名 
(13) 西ジャワ州ガルット県パダスカ村母親11 名、保健ボランティア(Kader)5名 
(14) 西ジャワ州ガルット県マルガムリア村母親（妊婦）12名、保健ボランティア(Kader)3 名 
 
４． 病院・クリニック 
(1) Dr. Dodo Anondo, Director, Dr. Soedono East Java Provincial Hospital  
(2) Dr. Restu Kurnia, Vice Director, Dr. Soedono East Java Provincial Hospital 
(3) Dr. Tries Anggraini, Head of Medical Service, Department, Dr. Soedono East Java Provincial 

Hospital 
(4) M. Sucahyono, Head of In-stay Medication Section, Dr. Soedono East Java Provincial Hospital 
(5) Sri Ratna, Hedad of Medical Treatment Quality Section, Dr. Soedono East Java Provincial Hospital 
(6) 西ヌサテンガラ州立病院小児科・産婦人科の助産師等関係者複数名 
(7) Istini, Head, Al-Hasanah Private Hospital 
(8) Ny. Purtini, Head, Ny. Purtini Private Midwife Clinic 
(9) Dr. Tommy Joesoef, Director, Hermina Pasteur Obstetrics and Gynecology 
(10) Ny. Hi. Tatty Samargi, Private Midwife Clinic 
(11) Dr. Atikah Zaki, MARS, Director for Clinical Support, RS Pondok Kopi; Coordinator for Health of 

the Central Board of Aisyiyah 
(12) Dr. Ahmad Zani Agusfar, SpOG, Obstetrician and gynecologist, RS Pondok Kopi 

 
５． 職能団体 
(1) Dr. Harni Koesno, Chairperson, IBI 
(2) Prof. Achir Yani S. Hamid, President, PPNI 
(3) Dr. Badriul Hegar, President, IDAI 
(4) Dr. Sudung O. Pardede, Secretary General, IDAI 
(5) Dr. Jumiarni Ilyas, chairperson, AIPKIND 

 
６． ドナー 
(1) Dr. Bonny Kalensang, Coordinator, ADB 
(2) Mr. Ogi Safargan, Programme Component Officer, UNFPA 

 



 

 

付
属

資
料

３
：プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
･デ

ザ
イ

ン
･マ

ト
リ

ッ
ク

ス
 

案
件

名
：母

子
手

帳
に

よ
る

母
子

保
健

サ
ー

ビ
ス

向
上

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 協
力

期
間

: 2
00

6年
10

月
1日

～
20

09
年

9月
30

日
 

V
er

. 2
, 2

00
7年

12
月

現
在

 
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
・サ

イ
ト

: 
ジ

ャ
カ

ル
タ

（そ
の

他
モ

デ
ル

州
： 

西
ス

マ
ト
ラ

州
、

西
ジ

ャ
ワ

州
、

東
ジ

ャ
ワ

州
、
西

カ
リ

マ
ン

タ
ン

州
、
西

ヌ
サ

ト
ゥ

ン
ガ

ラ
州

） 
 

対
象

グ
ル

ー
プ

：(
1)

 直
接

裨
益

グ
ル

ー
プ

: 
保

健
省

、
関

連
職

能
団

体
、
モ

デ
ル

州
に

お
け

る
地

方
政

府
・保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
従

事
者

・母
親

・5
歳

未
満

児
 

(2
) 

間
接

裨
益

グ
ル

ー
プ

: 
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
の

母
親

、
5歳

未
満

児
、
保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
従

事
者

、
地

方
政

府
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
概

要
 

指
標

 
入

手
手

段
 

外
部

要
因

 
【上

位
目

標
】 

1.
 

す
べ

て
の

保
健

関
係

施
設

で
母

子
手

帳
を

使
っ

た
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

る
よ

う
に

な
る

。
 

2.
 

す
べ

て
の

妊
婦

と
5
歳

未
満

児
の

母
親

が
健

康
記

録
を

も
つ

。
 

 1.
 

母
子

手
帳

に
よ

る
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

保
健

関
係

施
設

が
増

加
す

る
。
 

2.
 

母
子

手
帳

（の
配

布
率

）が
、
妊

婦
及

び
5

歳
未

満
児

の
80

％
を

カ
バ

ー
す

る
。
 

3.
 

関
連

す
る

指
標

〔産
前

検
診

受
診

率
 (

K
16 、

K
47 )、

保
健

医
療

従
事

者
に

よ
る

出
産

の
割

合
、
完

全
母

乳
育

児
率

〕が
改

善
す

る
。
 

 ・
 保

健
省

関
連

文
献

8  
・
 イ

ン
ド

ネ
シ

ア
人

口
動

態
保

健
調

査
 

複
数

の
関

係
機

関
が

予
算

の
裏

づ
け

を
も

っ
て

母
子

手
帳

を
活

用
し

続
け

る
。
 

【プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
目

標
】 

母
子

手
帳

が
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
統

合
の

手
段

と
し

て
機

能
す

る
と

と
も

に
、

母
子

手
帳

を
使

っ
た

母
子

保
健

サ
ー

ビ
ス

を
継

続
す

る
た

め
の

シ
ス

テ
ム

が
確

立
す

る
。
 

1.
 2

00
9

年
9

月
ま

で
に

、
少

な
く
と

も
80

%の
妊

婦
が

母
子

手
帳

を
使

っ
た

産
前

検
診

を
受

診
す

る
よ

う
に

な
る

。
 

2.
 保

健
省

が
母

子
手

帳
の

有
効

利
用

に
係

る
モ

デ
ル

を
政

策
に

反
映

す
る

。
 

・
 保

健
省

関
連

文
献

 
・
 関

連
プ

ロ
グ

ラ
ム

・機
関

に
よ

る
資

料
、
文

献
 

・
 中

央
レ

ビ
ュ

ー
会

議
  

・
 保

健
省

が
母

子
手

帳
を

利
用

し
た

母
子

保
健

改
善

の
政

策
を

継
続

す
る

。
 

・
 複

数
の

関
係

機
関

に
対

し
て

地
域

保
健

総
局

が
十

分
な

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
を

発
揮

す
る

。
 

・
 地

方
分

権
化

の
ト
レ

ン
ド

が
変

わ
ら

な
い

。
 

【成
果

】 
1.

 
住

民
の

母
子

手
帳

へ
の

ア
ク

セ
ス

が
高

ま
る

。
 

1-
1 

20
09

年
9
月

に
は

、
推

定
妊

婦
数

の
75

％
の

母
子

手
帳

が
中

央
及

び
地

方
政

府
、
関

係
職

能
集

団
な

ど
に

よ
っ

て
印

刷
さ

れ
る

。
1-

2 
病

院
及

び
民

間
ク

リ
ニ

ッ
ク

に
お

け
る

母
子

手
帳

の
配

布
が

制
度

化
さ

れ
る

。
 

1-
3 

20
09

年
ま

で
に

、
地

方
歳

出
歳

入
予

算
に

よ
っ

て
母

子
手

帳
を

供
給

す
る

こ
と

を
担

保
す

る
地

方
政

府
が

増
加

す
る

。
 

1-
4 

母
子

手
帳

の
実

施
強

化
の

た
め

に
、
関

係
す

る
中

央
委

員
会

や
作

業
部

会
が

形
成

さ
れ

運
営

さ
れ

る
。
 

･ 
保

健
省

関
連

文
献

 
･ 

州
保

健
局

に
対

す
る

質
問

票
調

査
 

･ 
関

連
公

式
文

書
（地

方
政

府
か

ら
の

コ
ミ

ッ
ト
メ

ン
ト
・レ

タ
ー

な
ど

） 
2.

 
関

連
医

療
従

事
者

を
対

象
と

し
た

母
子

手
帳

に
係

る
研

修
制

度
が

強
化

さ
れ

る
。
  

2-
1 

20
09

年
ま

で
に

、
助

産
師

ア
カ

デ
ミ

ー
の

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

に
母

子
手

帳
関

連
の

科
目

が
導

入
さ

れ
る

。
 

2-
2 

20
09

年
ま

で
に

、
保

健
省

の
関

連
プ

ロ
グ

ラ
ム

〔村
落

ア
ラ

ー
ト

・プ
ロ

グ
ラ

ム
(D

es
a 

S
ia
ga

)、
正

常
出

産
モ

ジ
ュ

ー
ル

、
B
P
C
R

9 、
基

礎
緊

急
産

科
・新

生
児

ケ
ア

、
緊

急
産

科
・新

生
児

ケ
ア

、
新

生
児

疾
患

包
括

的
対

策
、

新
生

児
仮

死
対

策
、

低
出

生
体

重
対

策
、
子

ど
も

の
早

期
発

達
促

進
プ

ロ
グ

ラ
ム

、
緊

急
産

科
・新

生
児

ケ
ア

の
た

め
の

応
急

処
置

、
助

産
師

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

・カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
研

修
〕に

母
子

手
帳

関
連

項
目

が
導

入
さ

れ
る

。
 

2-
3 

20
09

年
ま

で
に

保
健

医
療

従
事

者
向

け
の

母
子

手
帳

関
連

の
オ

リ
エ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

・パ
ッ

ケ
ー

ジ
が

形
成

さ
れ

る
。
 

・
 カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
 

 ・
 当

該
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
／

マ
ニ

ュ
ア

ル
 

 ・
 パ

ッ
ケ

ー
ジ

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
及

び
マ

ニ
ュ

ア
ル

 
3.

 
母

子
手

帳
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

・報
告

に
係

る
制

度
が

強
化

さ
れ

る
。
 

3-
1 

20
09

年
9月

ま
で

に
、
子

ど
も

局
が

母
子

手
帳

の
配

布
率

の
全

国
的

な
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

開
始

す
る

。
 

・
 デ

ー
タ

収
集

フ
ォ

ー
ム

 
・
 収

集
さ

れ
た

デ
ー

タ
 

4.
 

母
子

手
帳

の
有

効
利

用
に

係
る

モ
デ

ル
が

形
成

さ
れ

る
。
 

4-
1 

子
ど

も
の

健
康

に
お

け
る

母
子

手
帳

の
活

用
モ

デ
ル

が
20

09
年

ま
で

に
使

用
で

き
る

よ
う

に
な

る
。
 

4-
2 

 関
連

プ
ロ

グ
ラ

ム
（出

生
登

録
な

ど
）に

お
け

る
母

子
手

帳
の

活
用

モ
デ

ル
が

20
09

年
ま

で
に

使
用

で
き

る
よ

う
に

な
る

。
 

4-
3 

妊
娠

中
及

び
産

褥
期

に
お

け
る

母
子

手
帳

の
活

用
モ

デ
ル

が
20

09
年

ま
で

に
使

用
で

き
る

よ
う

に
な

る
。
 

4-
4 

保
健

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

に
母

子
手

帳
を

紹
介

す
る

た
め

の
活

用
モ

デ
ル

が
20

09
年

ま
で

に
使

用
で

き
る

よ
う

に
な

る
。
  

4-
5 

病
院

及
び

民
間

ク
リ

ニ
ッ

ク
に

お
け

る
母

子
手

帳
の

活
用

モ
デ

ル
が

20
09

年
ま

で
に

使
用

で
き

る
よ

う
に

な
る

。
  

・
 開

発
さ

れ
た

モ
デ

ル
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

及
び

マ
ニ

ュ
ア

ル
 

5.
 

母
子

手
帳

の
母

子
保

健
改

善
へ

の
効

果
に

係
る

調
査

・
評

価
の

結
果

が
保

健
省

の
政

策
策

定
・実

施
過

程
に

反
映

さ
れ

る
。
 

 

5-
1 

母
子

手
帳

の
母

子
保

健
関

連
指

標
〔妊

産
婦

検
診

受
診

率
( K

1、
K
4)

、
医

療
従

事
者

に
よ

る
出

産
介

助
の

割
合

〕に
対

す
る

イ
ン

パ
ク

ト
に

関
す

る
情

報
、
デ

ー
タ

が
収

集
さ

れ
る

。
  

5-
2 

20
08

年
末

ま
で

に
、
調

査
及

び
評

価
の

結
果

よ
り

得
ら

れ
た

エ
ビ

デ
ン

ス
に

基
づ

い
て

母
子

手
帳

が
改

訂
さ

れ
る

。
 

5-
3 

調
査

及
び

評
価

の
結

果
に

基
づ

い
て

、
地

方
政

府
及

び
関

連
省

庁
向

け
の

ア
ド

ボ
カ

シ
ー

・ツ
ー

ル
が

製
作

さ
れ

る
。
  

・
 調

査
報

告
書

 
 ・
 改

訂
版

母
子

手
帳

 
･ 

開
発

さ
れ

た
ア

ド
ボ

カ
シ

ー
・ツ

ー
ル

 
6.

 
第

三
国

研
修

及
び

現
地

国
内

研
修

を
通

じ
て

、
保

健
省

と
地

方
政

府
の

母
子

手
帳

を
使

用
し

た
母

子
保

健
改

善
の

経
験

を
効

果
的

に
共

有
す

る
制

度
・

能
力

が
強

化
さ

れ
る

。
 

6-
1 

母
子

手
帳

に
よ

る
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

に
係

る
経

験
が

調
査

及
び

評
価

結
果

、
関

係
者

な
ど

か
ら

集
約

さ
れ

第
三

国
研

修
及

び
国

内
研

修
、
全

国
レ

ビ
ュ

ー
会

議
な

ど
の

資
料

に
反

映
さ

れ
る

。
 

6-
2 

第
2回

目
の

第
三

国
研

修
及

び
国

内
研

修
に

お
い

て
、
参

加
者

の
満

足
度

が
平

均
80

％
と

な
る

。
 

6-
3 

20
09

年
9月

ま
で

に
、
母

子
手

帳
に

係
る

中
央

レ
ビ

ュ
ー

会
議

が
2回

開
催

さ
れ

る
。
 

・
 第

三
国

研
修

開
催

報
告

書
・
 国

内
研

修
開

催
報

告
書

 
・
 中

央
レ

ビ
ュ

ー
会

議
開

催
報

告
書

 

・
 保

健
省

（地
域

保
健

総
局

）が
母

子
手

帳
の

系
統

的
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
と

研
修

に
係

る
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

を
と

る
。
 

・
 保

健
省

内
の

複
数

関
係

部
局

の
カ

ウ
ン

タ
ー

パ
ー

ト
予

算
が

確
保

さ
れ

る
。
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6  
K
1:
 K

un
ju
ng

an
 P

er
ta

m
a/

 A
N
C
 a

cc
es

s 
fo

r 
th

e 
1st

 t
im

e 
in
 t
he

 fi
rs

t 
tr
im

es
te

r 
(第

1回
目

産
前

検
診

へ
の

ア
ク

セ
ス

) 
7  

K
4:
 K

un
ju
ng

an
 K

e-
em

pa
t/

 A
N
C
 a

cc
es

s 
fo

r 
th

e 
4th

 t
im

e 
in
 t
he

 s
ec

on
d 

tr
im

es
te

r 
(第

4回
目

産
前

検
診

へ
の

ア
ク

セ
ス

) 
8  

保
健

省
関

連
文

献
に

は
、
保

健
省

及
び

地
方

保
健

局
に

よ
り

発
出

さ
れ

た
各

種
資

料
、
報

告
書

、
文

書
等

を
含

む
。
 

9  
B
P
C
R
: B

irt
h 

P
re

pa
re

dn
es

s 
an

d 
C
om

pl
ic
at

io
n 

R
ea

di
ne

ss
 (出

産
準

備
と

合
併

症
へ

の
備

え
) 



 

 

【活
動

】 
【投

入
】 

 
【前

提
条

件
】 

成
果

１
： 

住
民

の
母

子
手

帳
へ

の
ア

ク
セ

ス
が

高
ま

る
。

 
1.
 母

子
保

健
関

係
者

に
そ

れ
ぞ

れ
の

業
務

で
母

子
手

帳
を

活
用

す
る

よ
う

に
、
保

健
省

の
各

担
当

部
局

を
通

じ
て

促
進

す
る

。
 

a 
貧

困
者

向
け

健
康

保
険

及
び

そ
の

他
貧

困
者

向
け

プ
ロ

グ
ラ

ム
で

母
子

手
帳

が
活

用
さ

れ
る

よ
う

に
促

進
す

る
。
  

b 
関

連
職

能
団

体
 (

P
O

G
I10

、
ID

A
I11

、
IB

I12
、

P
P
N
I13

、
P
ER

S
A
G

I14
)が

、
そ

れ
ぞ

れ
の

会
員

に
母

子
手

帳
の

活
用

を
推

進
す

る
よ

う
に

促
進

す
る

。
 

c 
内

務
省

が
出

生
登

録
に

母
子

手
帳

を
活

用
す

る
よ

う
に

促
進

す
る

。
 

d 
地

方
政

府
が

母
子

手
帳

を
供

給
す

る
よ

う
に

促
進

す
る

。
 

2.
 保

健
施

設
へ

の
母

子
手

帳
の

配
布

を
増

加
さ

せ
る

。
 

a 
公

立
病

院
を

含
む

公
立

保
健

施
設

に
お

け
る

母
子

手
帳

の
配

布
を

促
進

す
る

。
 

b 
民

間
保

健
施

設
（民

間
助

産
所

、
民

間
病

院
な

ど
）に

お
け

る
母

子
手

帳
の

配
布

を
促

進
す

る
。
 

3.
 母

子
手

帳
改

善
へ

の
技

術
的

検
討

を
行

う
た

め
に

保
健

省
内

の
作

業
部

会
を

形
成

・運
営

す
る

。
 

4.
 地

方
政

府
に

お
け

る
母

子
手

帳
の

供
給

に
係

る
デ

ー
タ

を
収

集
す

る
。
 

成
果

２
： 

関
連

医
療

従
事

者
を

対
象

と
し

た
母

子
手

帳
に

係
る

研
修

制
度

が
強

化
さ

れ
る

。
  

1.
 助

産
師

向
け

の
母

子
手

帳
の

定
期

的
研

修
を

強
化

す
る

。
 

2.
 関

係
す

る
医

療
従

事
者

養
成

課
程

へ
の

母
子

手
帳

に
係

る
紹

介
を

導
入

す
る

。
 

3.
 保

健
省

の
関

係
部

局
及

び
他

の
関

係
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
関

連
す

る
医

療
従

事
者

へ
の

母
子

手
帳

に
係

る
研

修
を

す
る

こ
と

を
促

進
す

る
。
 

4.
 民

間
セ

ク
タ

ー
（助

産
師

協
会

）が
母

子
手

帳
フ

ァ
シ

リ
テ

ー
タ

ー
の

リ
ソ

ー
ス

と
な

る
こ

と
を

促
進

す
る

。
 

成
果

３
： 

母
子

手
帳

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・報

告
に

係
る

制
度

が
強

化
さ

れ
る

。
 

1.
 

関
連

す
る

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

よ
る

母
子

手
帳

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

促
進

す
る

。
 

2.
 

母
子

保
健

に
係

る
全

国
報

告
制

度
（ 母

親
コ

ホ
ー

ト
、
乳

児
コ

ホ
ー

ト
、
5

歳
未

満
児

・就
学

前
児

童
コ

ホ
ー

ト
な

ど
）に

母
子

手
帳

に
係

る
項

目
を

含
む

よ
う

に
促

進
す

る
。
 

日
本

側
 

 1.
 

専
門

家
 
3

名
 

(1
) 

長
期

専
門

家
 

- 
チ

ー
フ

・ア
ド

バ
イ

ザ
ー

 
- 

母
子

保
健

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

 
- 

業
務

調
整

 
(2

) 
短

期
専

門
家

 
年

間
2～

3名
 

- 
調

査
デ

ザ
イ

ン
 

- 
保

健
教

育
教

材
 

- 
教

材
開

発
 

2.
 

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト
研

修
 

年
間

12
名

程
度

 
3.

 
機

材
 

- 
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
 

- 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

タ
ー

 
- 

印
刷

費
 

4.
 

国
内

研
修

 
5.

 
そ

の
他

関
連

経
費

 

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

側
 

 1.
 

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト
配

置
 

2.
 

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト
経

費
（ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

、
旅

費
、
国

内
研

修
、
等

） 
3.

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
事

務
所

 
 

 子
ど

も
保

健
局

及
び

母
親

保
健

局
が

カ
ウ

ン
タ

ー
パ

ー
ト

予
算

を
確

保
す

る
。
 

成
果

４
： 

母
子

手
帳

の
有

効
利

用
に

係
る

モ
デ

ル
が

形
成

さ
れ

る
。

 
1.

 
子

ど
も

の
健

康
に

係
る

母
子

手
帳

の
モ

デ
ル

活
動

（育
児

学
級

コ
ン

テ
ン

ツ
の

開
発

を
通

じ
て

母
親

学
級

が
母

子
手

帳
を

網
羅

す
る

よ
う

に
す

る
）を

形
成

す
る

。
 

2.
 

出
産

登
録

な
ど

他
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

母
子

手
帳

を
活

用
す

る
こ

と
を

促
進

す
る

モ
デ

ル
を

形
成

す
る

。
 

3.
 

村
落

ア
ラ

ー
ト
・プ

ロ
グ

ラ
ム

、
助

産
師

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

・カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
研

修
、
B
P
C
R

な
ど

と
母

親
学

級
な

ど
と

の
統

合
を

通
じ

て
、
妊

娠
期

及
び

産
褥

期
に

お
け

る
母

子
手

帳
の

活
用

モ
デ

ル
を

形
成

す
る

。
  

4.
 

保
健

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

 (
ka

de
r)
 へ

の
母

子
手

帳
の

紹
介

を
促

進
す

る
。
 

5.
 

病
院

及
び

民
間

診
療

所
に

お
け

る
母

子
手

帳
の

活
用

を
促

進
す

る
。
 

成
果

５
： 

母
子

手
帳

の
母

子
保

健
改

善
へ

の
効

果
に

係
る

調
査

・評
価

の
結

果
が

保
健

省
の

政
策

策
定

・実
施

過
程

に
反

映
さ

れ
る

。
 

1.
 

調
査

・評
価

の
計

画
・立

案
を

行
う

。
 

2.
 

母
子

手
帳

の
母

子
保

健
改

善
へ

の
効

果
に

係
る

イ
ン

パ
ク

ト
調

査
を

行
う

。
 

3.
 

モ
デ

ル
活

動
の

評
価

を
行

う
。
 

4.
 

調
査

・評
価

結
果

を
全

国
年

レ
ビ

ュ
ー

会
議

に
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

す
る

。
 

5.
 

実
証

的
ア

プ
ロ

ー
チ

に
基

づ
く
母

子
手

帳
の

改
訂

を
支

援
す

る
。
 

6.
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
の

経
験

と
成

果
を

関
係

者
に

普
及

す
る

。
 

成
果

６
： 

第
三

国
研

修
及

び
現

地
国

内
研

修
を

通
じ

て
、

保
健

省
と

地
方

政
府

の
母

子
手

帳
を

使
用

し
た

母
子

保
健

改
善

の
経

験
を

効
果

的
に

共
有

す
る

制
度

・能
力

が
強

化
さ

れ
る

。
 

1.
 

母
子

手
帳

に
係

る
中

央
レ

ビ
ュ

ー
会

議
を

開
催

す
る

。
 

2.
 

第
三

国
研

修
及

び
現

地
国

内
研

修
を

実
施

す
る

。
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付
属
資
料
４
：
評
価
グ
リ
ッ
ド
 

母
子

手
帳

に
よ

る
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
向

上
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
 

評
価

設
問

 
評

価
項

目
 

大
項

目
 

小
項

目
 

判
断

基
準

 
デ

ー
タ

収
集

方
法

･情
報

源
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
は

、
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
の

国
家

開
発

政
策

・計
画

に
合

致
し

て
い

る
か

。
 

母
子

保
健

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
は

、
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
の

国
家

開
発

政

策
･計

画
に

お
い

て
重

点
と

さ
れ

て
い

る
か

。
 

‑ 
国

家
短

期
開

発
計

画
(2

00
4－

20
09

) 

‑ 
保

健
省

戦
略

的
計

画
 (

20
05

－
20

09
) 

‑ 
保

健
開

発
計

画
 (

20
05

-2
00

9)
 

タ
ー

ゲ
ッ

ト
・グ

ル
ー

プ
の

選
定

は
妥

当
で

あ
っ

た
か

。
 

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

対
象

と
な

る
保

健
省

、
関

連
職

能
団

体
、

モ
デ

ル
州

に
お

け
る

地
方

政
府

・保
健

医
療

サ
ー

ビ
ス

従
事

者
・母

親
・

5歳
未

満
の

子
供

が
ど

の
よ

う
に

し
て

タ
ー

ゲ
ッ

ト
･グ

ル
ー

プ
と

し

て
選

定
さ

れ
た

か
。

 

‑ 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
対

す
る

聞
き

取

り
調

査
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
目

標
及

び
上

位
目

標

は
、

タ
ー

ゲ
ッ

ト
･グ

ル
ー

プ
の

ニ

ー
ズ

に
合

致
し

て
い

る
か

。
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
目

標
及

び
上

位
目

標
は

、
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
の

対
象

と
な

る
保

健
省

、
関

連
職

能
団

体
、

モ
デ

ル
州

に
お

け
る

地
方

政
府

・保
健

医
療

サ
ー

ビ
ス

従
事

者
・母

親
・5

歳
未

満
の

子
供

の
ニ

ー
ズ

に
合

致
し

て
い

る
か

。
 

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

対
象

と
な

る
保

健
省

、
関

連
職

能
団

体
、

モ
デ

ル
州

に
お

け
る

地
方

政
府

・保
健

医
療

サ
ー

ビ
ス

従
事

者
・母

親
・

5歳
未

満
の

子
供

の
母

子
手

帳
に

対
す

る
ニ

ー
ズ

は
強

く
な

っ
て

い
る

か
否

か
。

  

‑ 
保

健
省

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

‑ 
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
の

対
象

と
な

る
保

健
省

、
関

連

職
能

団
体

、
モ

デ
ル

州
に

お
け

る
地

方
政

府
・

保
健

医
療

サ
ー

ビ
ス

従
事

者
・母

親
・5

歳
未

満

の
子

供
に

対
す

る
聞

き
取

り
調

査
 

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

、
日

本
の

援
助

政
策

・計
画

に
合

致
し

て
い

る
か

。
 

母
子

保
健

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
は

、
日

本
の

援
助

政
策

・計
画

に
合

致
し

て
い

る
か

。
 

母
子

保
健

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
は

、
外

務
省

の
対

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

国

別
援

助
計

画
及

び
JI

C
A
の

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

国
別

事
業

実
施

計
画

に
お

い
て

重
点

と
さ

れ
て

い
る

か
。

 

‑ 
外

務
省

の
対

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

国
別

援
助

計
画

 

‑ 
JI

C
A

の
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
国

別
事

業
実

施
計

画
 

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
は

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

の
保

健
分

野
の

主
要

目
標

を
達

成

す
る

す
る

戦
略

と
し

て
妥

当
で

あ

る
か

。
 

母
子

手
帳

を
通

じ
た

母
子

保
健

の
改

善

は
、

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

に
お

け
る

母
子

保
健

に

か
か

る
指

標
を

改
善

す
る

上
で

有
効

で
あ

る
か

。
  

母
子

手
帳

を
通

じ
た

母
子

保
健

の
改

善
は

、
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
に

お

け
る

母
子

保
健

指
標

の
改

善
に

ど
の

よ
う

に
貢

献
し

て
い

る
の

か

に
関

す
る

保
健

省
の

見
方

。
 

‑ 
保

健
省

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

妥
当

性
 

日
本

の
技

術
の

比
較

優
位

性
は

あ
る

か
。

 

日
本

は
母

子
手

帳
を

通
じ

た
母

子
保

健
の

改
善

に
十

分
な

経
験

、
ノ

ウ
ハ

ウ
や

人
材

を
有

し
て

い
る

か
。

  

日
本

は
母

子
手

帳
を

通
じ

た
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
の

経
験

、
ノ

ウ

ハ
ウ

や
人

材
の

現
状

に
関

す
る

日
本

人
専

門
家

の
見

方
。

の
改

善
に

十
分

な
経

験
、

ノ
ウ

ハ
ウ

や
人

材
を

有
し

て
い

る
か

。
 

‑ 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
対

す
る

聞
き

取

り
調

査
 

 



 

 

 

評
価

設
問

 
評

価
項

目
 

大
項

目
 

小
項

目
 

判
断

基
準

 
デ

ー
タ

収
集

方
法

･情
報

源
 

大
項

目
 

20
09

年
9月

ま
で

に
、

少
な

く
と

も
80

%の
妊

婦
が

母
子

手
帳

を
使

っ
た

産
前

検
診

を
受

診
す

る
よ

う
に

な
る

。
 

‑ 
保

健
省

関
連

部
局

、
デ

ー
タ

情
報

セ
ン

タ
ー

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
は

達
成

さ
れ

る
見

込
み

で
あ

る
か

。
 

母
子

手
帳

が
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
統

合
の

手
段

と
し

て
機

能
す

る
と

と
も

に
、

母
子

手
帳

を
使

っ
た

母
子

保
健

サ
ー

ビ
ス

を
継

続
す

る
た

め
の

シ
ス

テ
ム

が
、

20
09

年
9月

ま
で

に
確

立
す

る
見

込
み

で
あ

る
か

。
 

保
健

省
が

母
子

手
帳

の
有

効
利

用
に

係
る

モ
デ

ル
を

政
策

に
反

映
す

る
。

 
‑ 

保
健

省
に

対
す

る
聞

き
取

り
調

査
 

保
健

省
が

母
子

手
帳

を
利

用
し

た
母

子
保

健
改

善
の

政
策

を
継

続
す

る
。

 
保

健
省

が
母

子
手

帳
を

利
用

し
た

母
子

保
健

改
善

の
政

策
を

継
続

し
て

き
た

か
否

か
。

 
‑ 

保
健

省
に

対
す

る
聞

き
取

り
調

査
 

複
数

の
関

係
機

関
に

対
し

て
地

域
保

健
総

局
が

充
分

な
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

を
発

揮
す

る
。

 

複
数

の
関

係
機

関
に

対
し

て
地

域
保

健
総

局
が

充
分

な
リ

ー
ダ

ー
シ

ッ
プ

を
発

揮
し

て
き

た
か

否
か

。
 

‑ 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
を

達
成

す
る

上
で

外
部

要
因

の
影

響
は

見
ら

れ
た

か
。

  

地
方

分
権

化
の

ト
レ

ン
ド

が
変

わ
ら

な
い

。
地

方
分

権
化

の
ト
レ

ン
ド

が
変

わ
っ

て
い

る
か

否
か

。
 

‑ 
保

健
省

計
画

局
及

び
B
A
P
P
E
N
A
S

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
目

標
の

達
成

を
促

進
し

た
と

考
え

ら
れ

る
要

因
は

見
ら

れ
た

か
。

 

母
子

保
健

サ
ー

ビ
ス

統
合

の
手

段
及

び
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
継

続
の

た
め

の
シ

ス
テ

ム
と

し
て

の
母

子
手

帳
の

機
能

強
化

に
貢

献
し

た
要

因
と

そ
の

程
度

 

‑ 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
目

標
の

達
成

を
阻

害
し

た
と

考
え

ら
れ

る
要

因
は

見
ら

れ
た

か
。

 

母
子

保
健

サ
ー

ビ
ス

統
合

の
手

段
及

び
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
継

続
の

た
め

の
シ

ス
テ

ム
と

し
て

の
母

子
手

帳
の

機
能

強
化

に
阻

害
と

な
っ

た
要

因
と

そ
の

程
度

 

‑ 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

1-
1 

20
09

年
9
月

に
は

、
推

定
妊

婦
数

の
75

％
の

母
子

手
帳

が
中

央
及

び
地

方
政

府
、

関
係

職
能

集
団

な
ど

に
よ

っ
て

印
刷

さ
れ

る
見

込
み

で
あ

る
か

。
 

‑ 
保

健
省

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 
‑ 

地
方

政
府

及
び

関
連

職
能

集
団

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

  

1-
2 

病
院

及
び

民
間

ク
リ

ニ
ッ

ク
に

お
け

る
母

子
手

帳
の

配
布

が
制

度
化

さ
れ

た
か

否
か

。
 

‑ 
地

方
政

府
保

健
部

局
、

病
院

、
ク

リ
ニ

ッ
ク

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

  
‑ 

保
健

省
に

対
す

る
聞

き
取

り
調

査
 

1-
3 

20
09

年
ま

で
に

、
地

方
歳

出
歳

入
予

算
に

よ
っ

て
母

子
手

帳
を

供
給

す
る

こ
と

を
担

保
す

る
地

方
政

府
が

増
加

す
る

見
込

み
で

あ
る

か
否

か
。
 

‑ 
地

方
政

府
保

健
部

局
、

病
院

、
ク

リ
ニ

ッ
ク

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

成
果

１
： 

住
民

の
母

子
手

帳
へ

の
ア

ク
セ

ス
は

高
ま

っ
た

か
。

 

1-
4 

母
子

手
帳

の
実

施
強

化
の

た
め

に
、

関
係

す
る

中
央

委
員

会
や

作
業

部
会

が
形

成
さ

れ
運

営
さ

れ
て

い
る

か
否

か
。

 
‑ 

保
健

省
に

対
す

る
聞

き
取

り
調

査
 

有
効

性
 

成
果

は
達

成
さ

れ
た

か
？

 

成
果

２
： 

関
連

医
療

従
事

者
を

対
象

と
し

た
母

子
手

帳
に

係
る

研
修

制
度

は
強

化
さ

れ
た

か
。

 

2-
1 

20
09

年
ま

で
に

、
助

産
師

ア
カ

デ
ミ

ー
の

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

に
母

子
手

帳
関

連
の

科
目

が
導

入
さ

れ
る

見
込

み
で

あ
る

か
否

か
。

 
‑ 

保
健

省
及

び
日

本
人

専
門

家
に

対
す

る
聞

き
取

り
調

査
 

‑ 
導

入
さ

れ
た

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

 



 

 

評
価

設
問

 
評

価
項

目
 

大
項

目
 

小
項

目
 

判
断

基
準

 
デ

ー
タ

収
集

方
法

･情
報

源
 

大
項

目
 

2-
2 

20
09

年
ま

で
に

、
保

健
省

の
関

連
プ

ロ
グ

ラ
ム

（村
落

ア
ラ

ー
ト

プ
ロ

グ
ラ

ム
(D

es
a 

S
ia
ga

), 
正

常
出

産
モ

ジ
ュ

ー
ル

, 
B
P
C

R
, 

基
礎

緊
急

産
科

・新
生

児
ケ

ア
, 

緊
急

産
科

・新
生

児
ケ

ア
, 

新
生

児
疾

患
包

括
的

対
策

, 
新

生
児

仮
死

対
策

, 
低

出
生

体
重

対
策

, 
子

ど
も

の
早

期
発

達
促

進
プ

ロ
グ

ラ
ム

, 
緊

急
産

科
・新

生
児

ケ
ア

の
た

め
の

応
急

処
置

, 
助

産
師

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

・カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
研

修
）に

母
子

手
帳

関
連

項
目

が
導

入
さ

れ
る

見
込

み
で

あ
る

か
否

か
。

 

‑ 
保

健
省

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 
‑ 

対
象

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

や
マ

ニ
ュ

ア
ル

 
成

果
２

： 
関

連
医

療
従

事
者

を
対

象
と

し
た

母
子

手
帳

に
係

る
研

修
制

度
は

強
化

さ
れ

た
か

 
（続

き
）。

 
2-

3 
20

09
年

ま
で

に
保

健
医

療
従

事
者

向
け

の
母

子
手

帳
関

連
の

オ
リ

エ
ン

テ
ー

シ
ョ
ン

・パ
ッ

ケ
ー

ジ
が

作
成

さ
れ

る
見

込
み

で
あ

る
か

。
 

‑ 
保

健
省

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 
‑ 

対
象

パ
ッ

ケ
ー

ジ
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

や
マ

ニ
ュ

ア
ル

 

成
果

 ３
： 

母
子

手
帳

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・報

告
に

係
る

制
度

は
強

化
さ

れ
た

か
。

 

3-
1 

20
09

年
9

月
ま

で
に

、
子

ど
も

局
が

母
子

手
帳

の
配

布
率

の
全

国
的

な
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

開
始

す
る

見
込

み
で

あ
る

か
。

 
‑ 

保
健

省
に

対
す

る
聞

き
取

り
調

査
 

‑ 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
や

マ
ニ

ュ
ア

ル
 

‑ 
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

結
果

 
4-

1 
子

ど
も

の
健

康
に

お
け

る
母

子
手

帳
の

活
用

モ
デ

ル
が

20
09

年
ま

で
に

使
用

で
き

る
見

込
み

で
あ

る
か

。
 

4-
2 

 関
連

プ
ロ

グ
ラ

ム
（出

生
登

録
な

ど
）に

お
け

る
母

子
手

帳
の

活
用

モ
デ

ル
が

20
09

年
ま

で
に

使
用

で
き

る
見

込
み

で
あ

る
か

。
 

4-
3 

妊
娠

中
及

び
産

褥
期

に
お

け
る

母
子

手
帳

の
活

用
モ

デ
ル

が
20

09
年

ま
で

に
使

用
で

き
る

見
込

み
で

あ
る

か
。

 

4-
4 

保
健

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

に
母

子
手

帳
を

紹
介

す
る

た
め

の
活

用
モ

デ
ル

が
20

09
年

ま
で

に
使

用
で

き
る

見
込

み
で

あ
る

か
。

  

成
果

４
： 

母
子

手
帳

の
有

効
利

用
に

係
る

モ
デ

ル
は

形
成

さ
れ

た
か

。
 

4-
5
病

院
及

び
民

間
ク

リ
ニ

ッ
ク

に
お

け
る

母
子

手
帳

の
活

用
モ

デ
ル

が
20

09
年

ま
で

に
使

用
で

き
る

見
込

み
で

あ
る

か
。

 

‑ 
保

健
省

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 
‑ 

対
象

モ
デ

ル
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

や
マ

ニ
ュ

ア
ル

 
‑ 

モ
デ

ル
州

に
お

け
る

地
方

政
府

・保
健

医
療

サ
ー

ビ
ス

従
事

者
・母

親
・5

歳
未

満
の

子
供

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

5-
1 

母
子

手
帳

の
母

子
保

健
関

連
指

標
（妊

産
婦

検
診

受
診

率
(K

1,
 K

4)
、

医
療

従
事

者
に

よ
る

出
産

介
助

の
割

合
）に

対
す

る
イ

ン
パ

ク
ト

に
関

す
る

情
報

、
デ

ー
タ

が
収

集
さ

れ
た

か
否

か
。

  

‑ 
T
he

 s
ur

ve
y 

re
po

rt
 

5-
2 

20
08

年
末

ま
で

に
、

調
査

お
よ

び
評

価
の

結
果

よ
り

得
ら

れ
た

エ
ビ

デ
ン

ス
に

基
づ

い
て

母
子

手
帳

が
改

訂
さ

れ
た

か
否

か
。

 
‑ 

改
訂

さ
れ

た
母

子
手

帳
 

成
果

５
： 

母
子

手
帳

の
母

子
保

健
改

善
へ

の
効

果
に

係
る

調
査

・評
価

の
結

果
が

保
健

省
の

政
策

策
定

・実
施

過
程

に
反

映
さ

れ
た

か
否

か
。

 
5-

3 
調

査
及

び
評

価
の

結
果

に
基

づ
い

て
、

地
方

政
府

及
び

関
連

省
庁

向
け

の
ア

ド
ボ

カ
シ

ー
・ツ

ー
ル

が
製

作
さ

れ
た

か
否

か
。

  
‑ 

製
作

さ
れ

た
ア

ド
ボ

カ
シ

ー
・ツ

ー
ル

 

6-
1 

母
子

手
帳

に
よ

る
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

に
係

る
経

験
が

調
査

及
び

評
価

結
果

、
関

係
者

な
ど

か
ら

集
約

さ
れ

第
三

国
研

修
及

び
国

内
研

修
、

全
国

レ
ビ

ュ
ー

会
議

な
ど

の
資

料
に

反
映

さ
れ

る
。

 

‑ 
第

三
国

研
修

開
催

報
告

書
、

国
内

研
修

開
催

報
告

書
、

 

6-
2 

第
2回

目
の

第
三

国
研

修
及

び
国

内
研

修
に

お
い

て
、

参
加

者
の

満
足

度
が

平
均

80
％

と
な

る
。

 
‑ 

研
修

後
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
･サ

ー
ベ

イ
 

有
効

性
（続

き
） 

成
果

は
達

成
さ

れ
た

か
？

（続
き

） 

成
果

６
： 

第
三

国
研

修
お

よ
び

現
地

国
内

研
修

を
通

じ
て

、
保

健
省

と
地

方
政

府
の

、
母

子
手

帳
を

使
用

し
た

母
子

保
健

改
善

の
経

験
を

効
果

的
に

共
有

す
る

制
度

・能
力

が
強

化
さ

れ
る

。
 

6-
3 

20
09

年
9月

ま
で

に
、

母
子

手
帳

に
係

る
中

央
レ

ビ
ュ

ー
会

議
が

2回
開

催
さ

れ
る

。
 

‑ 
中

央
レ

ビ
ュ

ー
会

議
開

催
報

告
書

 



 

 

 

評
価

設
問

 
評

価
項

目
 

大
項

目
 

小
項

目
 

判
断

基
準

 
デ

ー
タ

収
集

方
法

･情
報

源
 

大
項

目
 

専
門

家
の

派
遣

人
数

、
専

門
分

野
・能

力
、

派
遣

時
期

・期
間

は
適

切
で

あ
っ

た
か

。
 

保
健

省
に

よ
る

評
価

 
‑ 

保
健

省
に

対
す

る
聞

き
取

り
調

査
 

供
与

機
材

の
種

類
、

量
、

質
、

供
与

の
タ

イ

ミ
ン

グ
は

適
切

で
あ

っ
た

か
。

 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
よ

る
評

価
 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

‑ 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
対

す
る

聞
き

取

り
調

査
 

C
/P

の
人

員
配

置
（人

数
、

専
門

分
野

、
配

置
期

間
）は

適
切

で
あ

っ
た

か
。

 
日

本
人

専
門

家
に

よ
る

評
価

 
‑ 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
関

連
報

告
書

 

‑ 
日

本
人

専
門

家
に

対
す

る
聞

き
取

り
調

査
 

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

側
提

供
の

施
設

・機
材

の
量

と
質

は
適

切
に

供
与

さ
れ

た
か

。
 

日
本

人
専

門
家

に
よ

る
評

価
 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

‑ 
日

本
人

専
門

家
に

対
す

る
聞

き
取

り
調

査
 

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

側
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
に

対
す

る
予

算
投

入
の

規
模

・タ
イ

ミ
ン

グ
は

適
切

に
な

さ
れ

た
か

。
 

日
本

人
専

門
家

に
よ

る
評

価
 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

‑ 
日

本
人

専
門

家
に

対
す

る
聞

き
取

り
調

査
 

投
入

の
質

、
量

、
そ

し
て

タ
イ

ミ
ン

グ
は

適
切

か
。

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
全

体
の

予
算

規
模

は
適

切

か
。

 

同
様

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
あ

れ
ば

、
そ

の
コ

ス
ト
・パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

と

の
比

較
 

‑ 
他

の
同

様
な

JI
C

A
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

コ
ス

ト
･パ

フ
ォ

ー
マ

ン
ス

 

活
動

や
投

入
を

促
進

し
た

要
因

は
見

ら
れ

た
か

。
 

保
健

省
及

び
日

本
人

専
門

家
に

よ
っ

て
確

認
さ

れ
た

促
進

要
因

 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

‑ 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
対

す
る

聞
き

取

り
調

査
 

活
動

や
投

入
を

阻
害

し
た

要
因

は
見

ら
れ

た
か

。
 

保
健

省
及

び
日

本
人

専
門

家
に

よ
っ

て
確

認
さ

れ
た

阻
害

要
因

 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

‑ 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
対

す
る

聞
き

取

り
調

査
 

運
営

委
員

会
及

び
ワ

ー
キ

ン
グ

･グ
ル

ー

プ
は

適
切

な
タ

イ
ミ

ン
グ

で
実

施
さ

れ
て

き

た
か

。
運

営
委

員
会

及
び

ワ
ー

キ
ン

グ
･グ

ル
ー

プ
は

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
の

運
営

･実
施

に

役
立

っ
て

き
た

か
。

 

保
健

省
及

び
日

本
人

専
門

家
に

よ
る

評
価

 
‑ 

保
健

省
及

び
日

本
人

専
門

家
に

対
す

る
聞

き
取

り
調

査
 

効
率

性
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
・マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト
は

適
切

で
あ

っ
た

か
。

 

不
測

の
事

態
に

対
す

る
対

応
は

十
分

な
さ

れ
て

い
た

か
。

 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
よ

る
評

価
 

‑ 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
対

す
る

聞
き

取

り
調

査
 



 

 

 

評
価

設
問

 
評

価
項

目
 

大
項

目
 

小
項

目
 

判
断

基
準

 
デ

ー
タ

収
集

方
法

･情
報

源
 

大
項

目
 

母
子

手
帳

に
よ

る
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

保
健

関
係

施
設

が
増

加
し

て
い

る
か

否
か

。
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
終

了
後

3年
を

目
処

に
、

全
て

の
保

健
関

係
施

設
で

母
子

手
帳

を
使

っ
た

母
子

保
健

サ
ー

ビ
ス

が
提

供
さ

れ
る

よ
う

に
な

る
見

込
み

で
あ

る
か

。
 

関
連

す
る

指
標

（産
前

検
診

受
診

率
 (

K
1,
K
4)

、
保

健
医

療
従

事

者
に

よ
る

出
産

の
割

合
、

完
全

母
乳

育
児

率
）が

改
善

し
て

い
る

か
否

か
。

 

‑ 
保

健
省

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

‑ 
保

健
省

か
ら

の
実

証
デ

ー
タ

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
終

了
後

3年
を

目
処

に
、

上
位

目
標

が
達

成
さ

れ
る

見

込
み

は
あ

る
か

。
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
終

了
後

3年
を

目
処

に
、

全
て

の
妊

婦
と

5歳
未

満
児

の
母

親
が

健
康

記

録
を

持
つ

。
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

終
了

後
3年

を
目

処
に

、
母

子
手

帳
（の

配
布

率
）

が
、

妊
婦

及
び

5歳
未

満
児

の
80

％
を

カ
バ

ー
す

る
見

込
み

で
あ

る
か

否
か

。
 

 

‑ 
ID

H
S
 

上
位

目
標

を
達

成
す

る
上

で
外

部

要
因

の
影

響
は

見
ら

れ
た

か
。

 

複
数

の
関

係
機

関
が

予
算

の
裏

づ
け

を
も

っ
て

母
子

手
帳

を
活

用
し

続
け

る
。

 

複
数

の
関

係
機

関
が

予
算

の
裏

づ
け

を
も

っ
て

母
子

手
帳

を
活

用
し

続
け

る
見

込
み

で
あ

る
か

否
か

。
 

‑ 
保

健
省

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

‑ 
地

方
政

府
及

び
他

の
関

連
機

関
に

対
す

る
聞

き

取
り

調
査

 

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

お
い

て
は

、
予

期
せ

ぬ
ポ

ジ
テ

ィ
ブ

な
波

及
効

果
が

見
ら

れ
た

か
。

見
ら

れ
た

な
ら

ば
、

そ
れ

は
ど

の
よ

う
な

波
及

効
果

で
あ

っ
た

か
。

 

日
本

人
専

門
家

、
保

健
省

関
係

者
、

モ
デ

ル
州

に
お

け
る

地
方

政

府
・保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
従

事
者

・母
親

・5
歳

未
満

の
子

供
に

よ

り
確

認
さ

れ
た

予
期

せ
ぬ

ポ
ジ

テ
ィ
ブ

な
波

及
効

果
 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

‑ 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
対

す
る

聞
き

取

り
調

査
 

‑ 
モ

デ
ル

州
に

お
け

る
地

方
政

府
・保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
従

事
者

・母
親

・5
歳

未
満

の
子

供
に

対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

イ
ン

パ
ク

ト
 

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

お
い

て
は

、
予

期
せ

ぬ
ポ

ジ
テ

ィ
ブ

な
波

及
効

果
が

見
ら

れ
た

か
。

見
ら

れ
た

な
ら

ば
、

そ
れ

は
ど

の
よ

う
な

波
及

効
果

で
あ

っ
た

か
。

 

日
本

人
専

門
家

、
保

健
省

関
係

者
、

モ
デ

ル
州

に
お

け
る

地
方

政

府
・保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
従

事
者

・母
親

・5
歳

未
満

の
子

供
に

よ

り
確

認
さ

れ
た

予
期

せ
ぬ

ネ
ガ

テ
ィ
ブ

な
波

及
効

果
 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

‑ 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
対

す
る

聞
き

取

り
調

査
 

‑ 
モ

デ
ル

州
に

お
け

る
地

方
政

府
・保

健
医

療
サ

ー
ビ

ス
従

事
者

・母
親

・5
歳

未
満

の
子

供
に

対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

 



 

 

 

評
価

設
問

 
評

価
項

目
 

大
項

目
 

小
項

目
 

判
断

基
準

 
デ

ー
タ

収
集

方
法

･情
報

源
 

大
項

目
 

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

政
府

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
終

了
後

も
母

子
手

帳
を

通
じ

た

母
子

健
康

の
改

善
に

引
き

続
き

強

い
コ

ミ
ッ

ト
メ

ン
ト
を

持
っ

て
取

り
組

む
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
か

否
か

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

終
了

後
も

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
活

動
を

持
続

し
て

ゆ
く
た

め
に

必
要

な
国

家
的

な
支

援
が

確
保

･維
持

さ
れ

る
見

込
み

で
あ

る
か

。
 

母
子

手
帳

を
通

じ
た

母
子

保
健

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
に

対
す

る
法

律
及

び
政

策
上

の
権

限
は

与
え

ら
れ

て
い

る
か

否
か

。
 

‑ 
関

連
法

令
 

‑ 
保

健
省

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

 

保
健

省
は

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
後

も
母

子
手

帳
を

通
じ

た
母

子
健

康

の
改

善
に

引
き

続
き

強
い

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト
を

持
っ

て
取

り
組

む
こ

と
が

期
待

さ
れ

る
か

否
か

。
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
終

了
後

も
、

保
健

省
に

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
活

動
を

持
続

し
て

ゆ
く
た

め

に
十

分
な

予
算

・組
織

･人
員

は
確

保
さ

れ

る
見

込
み

で
あ

る
か

。
 

保
健

省
は

、
母

子
手

帳
を

通
じ

た
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

を

目
的

と
し

て
行

う
活

動
を

継
続

す
る

た
め

に
必

要
な

予
算

を
維

持
･増

加
さ

せ
て

き
た

か
否

か
。

 

 保
健

省
は

、
母

子
手

帳
を

通
じ

た
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

を

目
的

と
し

て
行

う
活

動
を

継
続

す
る

た
め

に
必

要
な

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

や
マ

ニ
ュ

ア
ル

を
整

備
し

て
き

た
か

否
か

。
 

 保
健

省
は

、
母

子
手

帳
を

通
じ

た
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

を

目
的

と
し

て
行

う
活

動
を

継
続

す
る

た
め

に
必

要
な

人
員

を
維

持
･増

加
さ

せ
て

き
た

か
否

か
。

 

‑ 
策

定
さ

れ
た

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

や
マ

ニ
ュ

ア
ル

 

‑ 
保

健
省

関
連

文
書

 

‑ 
保

健
省

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

母
子

手
帳

を
通

じ
た

母
子

健
康

サ
ー

ビ
ス

を
改

善
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
力

・

専
門

性
は

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
終

了
後

も
必

要
に

応
じ

て
ア

ッ
プ

デ
ー

ト
さ

れ
る

見
込

み
で

あ
る

か
。

 

母
子

手
帳

を
通

じ
た

母
子

健
康

サ
ー

ビ
ス

を
改

善
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
力

・専
門

性
を

ア
ッ

プ
デ

ー
ト

す
る

シ
ス

テ
ム

は
構

築
ま

た
は

維
持

さ
れ

て
い

る
か

否
か

。
 

‑ 
保

健
省

に
対

す
る

聞
き

取
り

調
査

 

 

自
立

発
展

性
 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
終

了
後

の
持

続
的

効
果

に
影

響
を

与
え

る
そ

の
他

要
因

（内
戦

、
政

治
･社

会
不

安
等

）は
考

え
ら

れ
る

か
。

 

日
本

人
専

門
家

及
び

保
健

省
に

よ
り

確
認

さ
れ

た
そ

う
い

っ
た

潜

在
的

要
因

 

‑ 
保

健
省

及
び

日
本

人
専

門
家

に
対

す
る

聞
き

取

り
調

査
 

 



 

 

 

調
査

設
問

 
ﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸﾄ
の

実
績

 
大

項
目

 
小

項
目

 
必

要
な

デ
ー

タ
 

デ
ー

タ
収

集
方

法
・情

報
源

 

大
項

目
 

活
動

は
計

画
通

り
に

適
切

に
実

施
さ

れ
た

か
。

 
活

動
計

画
と

実
際

の
活

動
実

績
 

‑ 
活

動
計

画
（P

O
） 

‑ 
日

本
人

専
門

家
報

告
書

 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

‑ 
日

本
人

専
門

家
に

対
す

る
聞

き
取

り
調

査
 

専
門

家
の

派
遣

実
績

 
専

門
家

の
派

遣
人

数
、

専
門

分
野

・能
力

、
派

遣
時

期
・期

間
 

‑ 
日

本
人

専
門

家
報

告
書

 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

供
与

機
材

に
か

か
る

実
績

 
供

与
機

材
の

種
類

、
量

、
供

与
の

タ
イ

ミ
ン

グ
に

関
す

る
実

績
 

‑ 
日

本
人

専
門

家
報

告
書

 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

C
/P

の
人

員
配

置
 

C
/P

の
人

数
、

配
置

状
況

、
能

力
 

‑ 
日

本
人

専
門

家
報

告
書

 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

側
提

供
の

施
設

・機
材

の
供

与
実

績
 

施
設

・機
材

の
現

状
 

‑ 
日

本
人

専
門

家
報

告
書

 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

投
入

実
績

 

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

側
の

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
に

対
す

る
予

算
投

入
実

績
 

ロ
ー

カ
ル

･コ
ス

ト
負

担
実

績
 

‑ 
日

本
人

専
門

家
報

告
書

 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

活
動

・投
入

実
績

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク

ト
・マ

ネ
ー

ジ

メ
ン

ト
実

績
 

運
営

委
員

会
や

作
業

部
会

の
開

催
実

績
。

 
運

営
委

員
会

や
作

業
部

会
の

開
催

実
績

と
討

議
内

容
 

‑ 
日

本
人

専
門

家
報

告
書

 

‑ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

連
報

告
書

 

    



 

 

５．質問票（雛形） 
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付属資料５：質問票（雛形） 
Questionnaire (Model) 

A. Relevance 

1. (Japanese experts and MOH) (Key Question: Is the target group selected properly?) 

How were the target group (MOH, professional organizations, model activities & TCTP sites’ local 

governments, medical staffs and mothers and children under five years) selected?  Could you describe the 

process of selecting the target group? 

2. (MOH, professional organizations, model activities & TCTP sites’ local governments, medical staffs and 

mothers and children under five years) (Key Question: Are both the project purpose and overall goal 

consistent with the needs of the target group?) 

Could you describe how helpful MCH HB is in your daily work or life? Do you recommend that all mother 

and children should have one?  Do you recommend that all the relevant medical institutions should use MCH 

HB?  

3. (MOH) (Key Question: Is the Project effective for achieving priority goals in the health sector of 

Indonesia?)  

Is MCH services with MCH HB effective for improving MCH indicators in Indonesia? How do MCH services 

with MCH HB help to improve MCH indicators? 

4. (MOH and Japanese experts) (Key Question: Does Japanese technology have a comparative advantage 

in achieving the project and overall goals.)  

Does Japan have sufficient experience, know-how and human resources on improvements in MCH services 

with MCH HB?  Are they more competitive than those of other donors? 

 

B. Effectiveness 

1. (MOH) (Key Question: Is the project purpose likely to materialize by the end of the Project?)  

Have the model(s) for better utilization of MCH HB been reflected in MOH’s policy?  If the answer to the 

question is yes, how have they been reflected? 

2. (Key Question: Have important assumptions for achieving the project purpose been held by the end of 

the Project?)  

(a) (MOH) Has MOH maintained its policy of improving MCH by MCH? 

(b) (Japanese Experts) Has DG of Community Health in MOH taken strong initiative among relevant 

institution? 

(c) (BAPPENAS and Planning Dept. of MOH) Has the basic trend of decentralization remain unchanged? 

3. (MOH and Japanese Experts)  

What factors, if any, particularly have accelerated the achievement of the project purpose? 

4. (MOH and Japanese Experts)  

What factors, if any, particularly have hampered or delayed the achievement of the project purpose? 

5. Output Performances (Key Question: Have outputs of the project materialized yet?) 

(a) Output 1 (Key Question: Has community people’s accessibility to MCH HB increased?) 

 (MOH) MCH HB for 75% of the estimated pregnant women will be printed by relevant 

stakeholders such as central and local governments and professional organizations by Sept. 2009? 

 (MOH, the health department of local governments, hospitals and clinic) The distribution of 

MCH HB at hospitals and private clinics has been institutionalized yet? 
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 (The health departments of local governments,) Has the number of local governments securing 

the budget to supply MCH HB through local government budget (APBD) increased yet? How 

many did they secure such budgets? 

 (MOH) Have national committees and working groups have been set up and held for enhancing the 

implementation of MCH HB? What is the current status? 

(b) Output 2 (Key Question: Has the system of orientation on MCH HB been strengthened for 

relevant health personnel?) 

 (MOH and the Japanese Experts)Will the use of MCH HB include in curricula for midwifery 

academies by 2009? What is the current status? 

 (MOH) Will Desa Siaga, APN, P4K, PONED, PONEK, MTBM, Manajemen Asfiksia, BBLR, 

SIDDTK, PPGDON, KIP/K and other relevant programs incorporate MCH HB related item(s) by 

2009? What is the current status? 

 (MOH) Will the orientation package for health personnel related to MCH HB become available by 

2009? What is the current status? 

(c) Output 3 (Key Question: Has the system of monitoring and reporting on MCH HB been 

strengthened?) 

 (MOH) Will monitoring the distribution rate of MCH HB start at the national level by Sept. 2009? 

What is the current status? What is the current status? 

(d) Output 4 (Key Question: Has models for better utilization of MCH HB been developed?) 

 (MOH) Will the model of utilizing MCH HB for child health become available by 2009?  What is 

the current status? 

 (MOH) Will the model of facilitating other programs such as Birth Registration to utilize MCH HB 

become available by 2009?  What is the current status? 

 (MOH) Will the model of utilizing MCH HB during pregnancy and post partum become available 

by 2009?  What is the current status? 

 (MOH) Will the model of introducing MCH HB to health volunteers (kader) become available by 

2009?  What is the current status? 

 (MOH) Will the model of utilizing MCH HB at hospitals and private clinics become available by 

2009?  What is the current status? 

(e) Output 5 (MOH) (Key Question: Have results of survey and evaluation of MCH HB on 

improvement of MCH are reflected in MOH’s policy making and implementation process?) What 

are major findings of the survey and evaluation of MCH HB on improvement of MCH?  Arte they are 

reflected in MOH’s policy making and implementation process? 

(f) Output 6 (Key Question: Has the capacity of MOH and relevant local governments to effectively 

share the experiences of improving MCH services with MCH HB been strengthened?)  

 (MOH) Did the satisfaction rate of participants exceed 80% on average in the second TCTP with 

ICTP? Is the results of a satisfaction survey available? 

C. Efficiency 

1. Current Status of Inputs and Project Activities 

(a) (MOH and the Japanese Experts) Are project activities completed in a timely and effective manner?  

Have any of input provisions and Project activities been delayed or postponement? 

2. (Key Question: Are the quality, quantity and timing of inputs for the Project appropriate given 

outputs achieved?) 
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(a) (MOH) Are the number, expertise and capacity, assignment timing and duration of the Japanese expert 

appropriate? 

(b) (MOH and the Japanese Experts) Are the quantity and quality of equipments provided by the Japanese 

side and the timing of the provision appropriate? 

(c) (The Japanese Experts) Are the number, duration and capacity of C/P personnel, who were assigned by 

the Indonesian side, appropriate? 

(d) (The Japanese Experts) Are the quality and quantity of the facilities and equipments, which were 

provided for the Project, appropriate by the Indonesian side? 

(e) (The Japanese Experts) Is the amount and timing of the Indonesian financial contribution to the Project 

appropriate? 

3. (MOH and Japanese Experts)  

What factor, if any, particularly has promoted the provision of inputs and the implementation of 

activities?  

4. (MOH and Japanese Experts)  

What factor, if any, particularly has delayed or hampered the provision of inputs and the implementation 

of activities? 

5. (Key Question: Is the project management effective, responsive and flexible?)  

(a) (MOH and the Japanese Experts) Were the Steering Committee and the Working Group held in a 

timely manner?  Did the Steering Committee and the Working Group help the management and 

implementation of the Project? 

(b) (MOH and the Japanese Experts) Was the project management flexible and responsive to unanticipated 

accidents or events, if any? 

 

D. Impact 

1. (MOH) (Key Question: Is the overall goal likely to materialize in the near future (in three years after 

the completion of the Project? Are MCH services with MCH HB likely to become available at every 

health facility in three years after the completion of the Project?) 

(a) (MOH) Has the coverage of MCH services with MCH HB at health facilities further increased?  By 

how much? 

(b) (MOH) Have relevant output indicators, including ANC access rate (K1,K4), delivery attended by 

trained health personnel (PN), exclusive breastfeeding rate, improved? By how much? 

2. (MOH) (Key Question Have important assumptions for achieving the project purpose been held by the 

end of the Project?) Are MOH, local governments and other relevant agencies likely to continue ensuring 

budgets for the use of MCH HB? What commitments have they made so far? 

3. (MOH, The Japanese experts, model activities & TCTP sites’ local governments, medical staffs and 

mothers and children under five years) What are unintended positive consequences of the Project, if any? 

4. (MOH, The Japanese experts, model activities & TCTP sites’ local governments, medical staffs and 

mothers and children under five years) What are unintended negative consequences of the Project, if any? 

 

E. Sustainability 
1. (MOH) (Key Question: Is it expected that Indonesia will commit itself to the improvement in MCH 

services with MCH HB after the completion of the Project?)  

Has a legal or high national policy mandate has been attached to the improvement in MCH services with 
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MCH HB? 
2. (Key Question: Is it expected that MOH will commit itself to the improvement in MCH services with 

MCH HB after the completion of the Project?) 
(a) (MOH) Has MOH maintained or increased budgets enough to continue operations for the improvement 

in MCH services with MCH HB?  What is the current status of budgets for MCH services with MCH 
HB? 

(b) (MOH) Has MOH prepared guidelines and manuals to continue operations for the improvement in MCH 
services with MCH HB? What is the current status of guidelines and manuals for MCH services with 
MCH HB? 

(c) (MOH) Has MOH maintained or increased the sufficient number of personnel to continue operations for 
the improvement in MCH services with MCH HB?  What is the current status of human resources for 
MCH services with MCH HB? 

3. (MOH) (Key Question: Is it expected that technical expertise to improve MCH services with MCH HB 
will be updated after the completion of the Project? Has the system of updating technical expertise to 
improve MCH services with MCH HB has been established and maintained? What system are available now? 

4. (MOH and the Japanese Experts) What are conceivable factors such as civil conflicts, political and social 
instabilities, which could affect the sustainability of the Project in the post completion period? 

   

-End 
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付
属
資
料
１
０
：
主
要
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
・
リ
ス
ト

 
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
け
る

 

肩
書

 
 氏

名
及
び
保
健
省
に
お
け
る
肩
書

 

P
ro

je
ct

 D
ire

ct
or

 
D

r. 
B

ud
ih

ar
dj

a,
 D

ire
ct

or
 G

en
er

al
 o

f P
ub

lic
 H

ea
lth

 

P
ro

je
ct

 M
an

ag
er

  
D

r. 
H

j. 
F

at
ni

 S
ul

an
i, 

D
ire

ct
or

 o
f C

hi
ld

 H
ea

lth
, D

ire
ct

or
at

e 
G

en
er

al
 o

f P
ub

lic
 H

ea
lth

 

D
r. 

E
di

 S
ur

an
to

, S
ec

re
ta

ry
 to

 D
ire

ct
or

 G
en

er
al

, D
ire

ct
or

at
e 

G
en

er
al

 o
f P

ub
lic

 H
ea

lth
 

D
r. 

S
ri 

H
er

m
ay

an
ti,

 D
ire

ct
or

 o
f W

om
en

’s
 H

ea
lth

, D
ire

ct
or

at
e 

G
en

er
al

 o
f P

ub
lic

 H
ea

lth
 

D
r. 

B
am

ba
ng

 S
ar

dj
on

o,
 D

ire
ct

or
 o

f C
om

m
un

ity
 H

ea
lth

, D
ire

ct
or

at
e 

G
en

er
al

 o
f P

ub
lic

 H
ea

lth
 

D
r. 

M
ad

io
no

, H
ea

d 
of

 B
ur

ea
u 

of
 P

la
nn

in
g 

an
d 

B
ud

ge
tin

g,
 S

ec
re

ta
ria

t G
en

er
al

 

D
r. 

A
bi

di
ns

ya
h 

S
ire

ga
r, 

H
ea

d 
of

 C
en

te
r f

or
 h

ea
lth

 P
ro

m
ot

io
n,

 S
ec

re
ta

ria
t G

en
er

al
 

D
r. 

C
ha

lik
 M

as
ul

ili,
 H

ea
d 

of
 C

en
te

r f
or

 H
ea

lth
 F

in
an

ci
ng

 a
nd

 H
ea

lth
 In

su
ra

nc
e,

 S
ec

re
ta

ria
t G

en
er

al
 

D
r. 

T.
 M

ar
w

an
 N

us
ri,

 D
ire

ct
or

 o
f B

as
ic

 M
ed

ic
al

 C
ar

e,
 D

ire
ct

or
at

e 
G

en
er

al
 o

f M
ed

ic
al

 C
ar

e 

D
r. 

K
. M

oh
am

m
ad

 A
ki

b,
 D

ire
ct

or
 o

f S
pe

ci
al

is
tic

 M
ed

ic
al

 C
ar

e,
 D

ire
ct

or
at

e 
G

en
er

al
 o

f M
ed

ic
al

 C
ar

e 

M
r. 

Ilh
am

 S
et

yo
 B

ud
i, 

D
ire

ct
or

 o
f N

ur
si

ng
 C

ar
e,

 D
ire

ct
or

at
e 

G
en

er
al

 o
f M

ed
ic

al
 C

ar
e 

D
r. 

H
. A

nd
i M

uh
an

di
r, 

D
ire

ct
or

 o
f S

ur
ve

illa
nc

e,
 E

pi
de

m
io

lo
gi

ca
l, 

Im
m

un
iz

at
io

n 
an

d 
M

at
ra

 H
ea

lth
, D

ire
ct

or
at

e 
G

en
er
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f D
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ea
se

 C
on

tro
l a

nd
 

E
nv
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en
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l H
ea

lth
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 M
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ct
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m
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s 
C

on
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D
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f D
is

ea
se

 C
on

tro
l a

nd
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l H

ea
lth

 

O
th

er
 C

ou
nt

er
pa

rts
 

D
r. 

Id
a 

B
ag

us
 In

dr
a 
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I
II

III
IV

I
II

III
IV

I
II

III
IV

06
年

10
-

12
月

0
7
年

1
-

3
月

0
7
年

4
-

7
月

0
7
年

7
-

9
月

07
年

10
-

12
月

0
8
年

1
-

3
月

0
8
年

4
-

7
月

0
8
年

7
-

9
月

08
年

10
-

12
月

0
9
年

1
-

3
月

0
9
年

4
-

7
月

0
9
年

7
-

9
月

1
母

子
保

健
関

係
者

に
そ
れ

ぞ
れ

の
業

務
で
母

子
手

帳
を
活

用
す
る
よ
う
に
、
保

健
省

の
各

担
当

部
局
を
通
じ
て
促
進
す
る
。

a
貧
困
者
向
け
健
康
保
険
及
び
そ
の
他
貧
困
者
向
け
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
母
子
手
帳
が
活
用
さ
れ
る
よ

う
に
促
進
す
る
。

[1
0]

,1
,4

b
関
連
職
能
団
体

 (
P

O
G

I ,
 ID

A
I ,

 IB
I ,

 P
P

N
I ,

 P
E

R
S

A
G

I )
 が

、
そ
れ
ぞ
れ

の
会

員
に
母

子
手
帳
の
活
用
を
推
進
す
る
よ
う
に
促
進
す
る
。

5,
6,

11
,1

2,
13

,1
4

c
内
務
省
が
出
生
登
録
に
母
子
手
帳
を
活
用
す
る
よ
う
に
促
進
す
る
。

[1
],4

,9

d
地
方
政
府
が
母
子
手
帳
を
供
給
す
る
よ
う
に
促
進
す
る
。

[1
],4

,9

2
保
健
施
設
へ
の
母
子
手
帳
の
配
布
を
増
加
さ
せ
る
。

a
公
立
病
院
を
含
む
公
立
保
健
施
設
に
お
け
る
母
子
手
帳
の
配
布
を
促
進
す
る
。

[7
],1

1,
12

b
民
間
保
健
施
設
（
民
間
助
産
所
、
民
間
病
院
な
ど
）
に
お
け
る
母
子
手
帳
の
配
布
を
促
進
す
る
。

[1
3]

,1
1,

14

3
母

子
手

帳
改

善
へ

の
技

術
的

検
討

を
行

う
た
め
に
保

健
省

内
の

作
業

部
会

を
形

成
・
運

営
す

る
。

[1
],2

1
助
産
師
向
け
の
母
子
手
帳
の
定
期
的
研
修
を
強
化
す
る
。

[1
3]

,2
,1

2

2
関
係
す
る
医
療
従
事
者
養
成
課
程
へ
の
母
子
手
帳
に
係
る
紹
介
を
導
入
す
る
。

[2
],[

17
],1

,1
2,

13

3
保
健
省
の
関
係
部
局
及
び
他
の
関
係
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
関
連
す
る
医
療
従
事
者
へ
の
母
子
手
帳

に
係
る
研
修
を
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
。

[5
],1

,2
,3

,4
,6

,1
1,

12
,1

4

4
民

間
セ
ク
タ
ー
（
助

産
師

協
会

）
が

母
子

手
帳

フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
リ
ソ
ー
ス
と
な
る
こ
と
を
促

進
す
る
。

[1
3]

,2
,3

1
関
連
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
母
子
手
帳
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
促
進
す
る
。

[1
],[

2]
,A

ll

2
母
子
保
健
に
係
る
全
国
報
告
制
度
（
母
親
コ
ホ
ー
ト
、
乳
児
コ
ホ
ー
ト
、

5歳
未
満
児
・
就
学
前
児

童
コ
ホ
ー
ト
な
ど
）
に
母
子
手
帳
に
係
る
項
目
を
含
む
よ
う
に
促
進
す
る
。

[1
],[

2]
,A

ll

1
子
ど
も
の
健
康
に
係
る
母
子
手
帳
の
モ
デ
ル
活
動
（
育
児
学
級
コ
ン
テ
ン
ツ
の
開
発
を
通
じ
て
母

親
学
級
が
母
子
手
帳
を
網
羅
す
る
よ
う
に
す
る
）
を
形
成
す
る
。

[6
],1

,4
,5

,9

2
出
産
登
録
な
ど
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
母
子
手
帳
を
活
用
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
モ
デ
ル
を
形
成
す

る
。

[4
]

3
村
落
ア
ラ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
助
産
師
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
研
修
、

B
P

C
R
な

ど
と
母
親
学
級
な
ど
と
の
統
合
を
通
じ
て
、
妊
娠
期
及
び
産
褥
期
に
お
け
る
母
子
手
帳
の
活
用
モ

デ
ル

を
形
成
す
る
。

[2
],3

,9

4
保
健
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

 (
ka

de
r)

 へ
の
母
子
手
帳
の
紹
介
を
促
進
す
る
。

[9
],1

,2
,7

5
病
院
及
び
民
間
診
療
所
に
お
け
る
母
子
手
帳
の
活
用
を
促
進
す
る
。

[1
2]

,9
,1

1,
13

,1
4

付
属

資
料

１
1
：
活

動
計

画
母

子
手

帳
に
よ
る
母

子
保

健
サ

ー
ビ
ス
向

上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

成
果

４
：
 母

子
手

帳
の

有
効

利
用

に
係

る
モ
デ
ル

が
形

成
さ
れ

る
。

成
果

３
：
 母

子
手

帳
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
報

告
に
係

る
制

度
が

強
化

さ
れ

る
。

成
果

２
：
 関

連
医

療
従

事
者

を
対

象
と
し
た
母

子
手

帳
に
係

る
研

修
制

度
が

強
化

さ
れ

る
。

成
果

１
：
 住

民
の

母
子

手
帳

へ
の

ア
ク
セ
ス
が

高
ま
る
。

関
係
部
局

（
フ
ォ
ー
カ
ル

･ポ
イ
ン
ト

)

1
年
次

2
年
次

3
年
次
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-

12
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0
7
年

1
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3
月

0
7
年

4
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7
月

0
7
年

7
-

9
月

07
年

10
-

12
月

0
8
年

1
-

3
月

0
8
年

4
-

7
月

0
8
年

7
-

9
月

08
年

10
-

12
月

0
9
年

1
-

3
月

0
9
年

4
-

7
月

0
9
年

7
-

9
月

付
属

資
料

１
1
：
活

動
計

画
母

子
手

帳
に
よ
る
母

子
保

健
サ

ー
ビ
ス
向

上
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

関
係
部
局

（
フ
ォ
ー
カ
ル

･ポ
イ
ン
ト

)

1
年
次

2
年
次

3
年
次

1
調
査
・
評
価
の
計
画
・
立
案
を
行
う
。

N
R

IH
, 1

,2

2
母

子
手

帳
の

母
子

保
健

改
善

へ
の

効
果

に
係

る
イ
ン
パ

ク
ト
調

査
を
行

う
。

N
R

IH
, 1

,2

3
モ
デ
ル
活
動
の
評
価
を
行
う
。

2,
4,

6,
9,

12

4
調
査
・
評
価
結
果
を
全
国
年
レ
ビ
ュ
ー
会
議
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
。

[1
], 

A
ll

5
実
証
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
母
子
手
帳
の
改
訂
を
支
援
す
る
。

[1
], 

A
ll

6
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
経
験
と
成
果
を
関
係
者
に
普
及
す
る
。

[1
], 

A
ll

1
母
子
手
帳
に
係
る
中
央
レ
ビ
ュ
ー
会
議
を
開
催
す
る
。

[1
]

2
第
三
国
研
修
及
び
現
地
国
内
研
修
を
実
施
す
る
。

[1
], 

A
ll

1
運
営
委
員
会

[1
], 

A
ll

2
ワ
ー
キ
ン
グ
･グ

ル
ー
プ

[1
], 

A
ll

[関
係

部
局

]
1.
　
保

健
省

地
域

保
健

総
局

子
ど
も
保

健
局

 五
歳
未
満
及
び
就
学
前
児
童
保
健
課

2.
　
保

健
省

地
域

保
健

総
局

女
性

保
健

局
妊

婦
保

健
課

3.
　
保

健
省

地
域

保
健

総
局

女
性

保
健

局
出

産
及

び
産

褥
期

保
健

課

4.
　
保

健
省

地
域

保
健

総
局

子
ど
も
保

健
局

乳
児

保
健

課

5.
　
保

健
省

地
域

保
健

総
局

地
域

栄
養

局
マ
ク
ロ
栄

養
課

6.
　
保

健
省

地
域

保
健

総
局

地
域

栄
養

局
食

品
消

費
課

7.
　
保

健
省

地
域

保
健

総
局

地
域

保
健

局
保

健
施

設
及

び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ベ
ー
ス
保

健
活

動
課

8.
　
保

健
省

大
臣

官
房

計
画

予
算

局
国

際
協

力
課

9.
 保

健
省

大
臣

官
房

健
康

増
進

セ
ン
タ
ー
　
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
･住

民
参

加
課

10
.　
保
健
省
大
臣
官
房
ヘ
ル
ス
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
･医

療
保
険
セ
ン
タ
ー
　
会
員
課

11
. 保

健
省
医
療
サ
ー
ビ
ス
総
局
基
礎
医
療
サ
ー
ビ
ス
局
医
療
施
設
に
お
け
る
基
礎
医
療
サ
ー
ビ
ス
課

12
. 保

健
省
医
療
サ
ー
ビ
ス
総
局
専
門
的
医
療
サ
ー
ビ
ス
局
非
教
育
病
院
に
お
け
る
専
門
的
医
療
サ
ー
ビ
ス
課

13
. 保

健
省
医
療
サ
ー
ビ
ス
総
局
看
護
サ
ー
ビ
ス
局
助
産
課

14
.　
保
健
省
医
療
サ
ー
ビ
ス
総
局
看
護
サ
ー
ビ
ス
局
基
礎
看
護
サ
ー
ビ
ス
課

15
. 保

健
省
疾
病
対
策
及
び
環
境
衛
生
総
局
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
･疫

学
･予

防
接
種
局
予
防
接
種
課

16
. 保

健
省
疾
病
対
策
及
び
環
境
衛
生
総
局
感
染
症
局
急
性
呼
吸
器
感
染
症
課

17
. 保

健
省
保
健
医
療
従
事
者
に
関
す
る
計
画
及
び
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
人
材
研
修
セ
ン
タ
ー
教
育
及
び
技
術
･職

能
訓
練
課

N
R

IH
: 国

立
保

健
研

究
所

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
監

理

成
果

５
：
 母

子
手

帳
の

母
子

保
健

改
善

へ
の

効
果

に
係

る
調

査
・
評

価
の

結
果

が
保

健
省

の
政

策
策

定
・
実

施
過

程
に
反

映
さ
れ

る
。

成
果

６
：
 第

三
国

研
修

及
び
現

地
国

内
研

修
を
通

じ
て
、
保

健
省

と
地

方
政

府
の

母
子

手
帳

を
使

用
し
た
母

子
保

健
改

善
の

経
験

を
効

果
的

に
共

有
す
る
制

度
・
能

力
が

強
化

さ
れ

る
。



 

 

付
属
資
料
12
：
上
位
目
標
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標
及
び
成
果
の
進
捗
状
況

 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
概
要
 

指
標
 

ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
（
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
開
始
時
）
 

（
20
06
年
10
月
）
 

運
営
指
導
調
査
時
 

(2
00
7年

12
月
) 

終
了
時
評
価
 

（
20
09
年
8月

）
 

1.
 

母
子

手
帳

に
よ

る

母
子

保
健

サ
ー

ビ

ス
を

提
供

す
る

保

健
関

係
施

設
が

増

加
す

る
。

 

・ 
20

05
年

保
健

省
報

告
（3

3
州

中
27

州
が

提
出

）に
よ

る
と

、
州

ご
と

の
ば

ら
つ

き
が

あ
る

も
の

の
、

70
％

の
地

域
保

健
所

が
母

子
手

帳

に
よ

る
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
る

。
 

・ 
20

06
年

の
保

健
省

報
告

に
よ

る
と

、
33

％
の

病
院

、
93

％
の

私
立

ク
リ

ニ
ッ

ク
が

母
子

手
帳

に
よ

る
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

し
て

い
る

。
た

だ
し

、
デ

ー
タ

ソ
ー

ス
が

33
州

中
4

州
と

極
め

て
限

ら
れ

て
お

り
、
必

ず
し

も
全

体
像

を
反

映
し

て
い

る
と

は
思

わ
れ

な
い

。
 

・関
連

デ
ー

タ
は

得
ら

れ
て

い
な

い
。

 
・ 

20
08

年
保

健
省

報
告

（3
3

州
中

11
州

が
提

出
）に

よ
る

と
、

州
ご

と
の

ば
ら

つ
き

が
あ

る
も

の
の

、
97

％
の

地
域

保
健

所
が

母
子

手
帳

に
よ

る

母
子

保
健

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
し

て
い

る
。

 

・ 
助

産
師

協
会

（I
B
I）

の
メ

ン
バ

ー
経

営
す

る
私

立
助

産
所

の
な

か
で

、

母
子

手
帳

に
よ

る
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

施
設

は
、
84

.2
％

と

な
っ

て
い

る
（I

B
I総

会
に

お
け

る
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

よ
る

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査

結
果

）。
 

2.
 

母
子

手
帳

（
の

配

布
率

）
が

、
妊

婦

及
び

5
歳

未
満

児

の
80

％
を

カ
バ

ー

す
る

。
 

・ 
20

05
年

保
健

省
報

告
（3

3
州

中
8

州
が

提
出

）に
よ

る
と

、
州

ご
と

の
ば

ら
つ

き
が

あ
る

も
の

の
、

妊
婦

へ
の

配
布

率
は

41
％

と
な

っ

て
い

る
。

 

・ 
基

礎
保

健
調

査
（R

IS
K
E
S
D
A
S
、

20
07

年
）に

よ
る

と
、

5
歳

以
下

児

に
よ

る
母

子
手

帳
保

持
率

は
、

37
.3
％

と
な

っ
て

い
る

。
 

 

・ 
20

08
年

の
保

健
省

女
性

保
健

局
報

告
（3

3
州

中
12

州
が

提
出

）に
よ

る
と

、
州

ご
と

の
ば

ら
つ

き
が

あ
る

も
の

の
、

妊
婦

へ
母

子
手

帳
配

布
率

は
56

％
と

な
っ

て
い

る
。

 

・ 
20

08
年

の
保

健
省

子
ど

も
保

健
局

報
告

（3
3
州

中
11

州
が

提
出

）に
よ

る
と

、
妊

婦
へ

の
配

布
率

は
57

％
、

そ
し

て
5

歳
以

下
児

へ
の

配
布

率

は
46

％
と

な
っ

て
い

る
。

 

＜
上

位
目

標
＞

 

1．
す

べ
て

の
保

健
関

係

施
設

で
母

子
手

帳
を

使
っ

た
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
が

提
供

さ
れ

る
よ

う
に

な
る

。
 

1.
 2
．

す
べ

て
の

妊
婦

と

5
歳

未
満

児
の

母
親

が
健

康
記

録
を

も

つ
。
 

3.
 

関
連

す
る

指
標

〔
産

前
検

診
受

診

率
 
( K

113
、

K
414

)、

保
健

医
療

従
事

者

に
よ

る
出

産
の

割

合
(P

N
)、

完
全

母

乳
育

児
率

（
A
S
I 

E
ks

kl
us

if〕
が

改
善

す
る

。
 

・2
00

5年
及

び
20

06
年

の
関

連
指

標
は

以
下

の
と

お
り

。
 

K
1:
 8

8.
6％

(2
00

5)
; 9

8.
4％

(2
00

6)
 

K
4:
 7

7.
1％

(2
00

5)
; 7

9.
6％

(2
00

6)
 

P
N
: 7

2.
4％

(2
00

5)
; 7

6.
4％

(2
00

6)
 

A
S
I E

ks
kl
us

if:
 5

9.
7％

(2
00

5)
; 6

4.
1％

(2
00

6)
  

K
N
215

: 6
5.
1％

(2
00

5)
; 8

5.
5％

(2
00

6)
 

U
C

I16
: 7

6.
2％

(2
00

5)
; 7

3.
3％

(2
00

6)
 

T
T
217

: 4
9.
4％

(T
T
2)

; 5
2％

(2
00

6)
 

F
E
3 

(B
um

il)
18
: 6

4.
8％

(2
00

5)
; 6

0％
(2

00
6)

 

V
it 

A
 B

ay
i19

: 7
0.
5％

(2
00

5)
 

V
it 

A
 B

al
ita

20
: 7

5.
7％

(2
00

5)
 

・2
00

7年
の

関
連

指
標

は
以

下
の

と
お

り
。

 

K
1:
 9

1.
2％

(2
00

7)
 

K
4:
 8

0.
3％

(2
00

7)
 

P
N
: 7

7.
2％

(2
00

7)
 

A
S
I E

ks
kl
us

if:
 6

2.
2％

(2
00

7)
  

K
N
2:
 7

7.
2％

(2
00

7)
 

U
C

I: 
71

.2
％

(2
00

7)
 

T
T
2:
 5

9％
(2

00
7)

 

FE
3 

(B
um

il)
: 6

6％
(2

00
7)

 

V
it 

A
 B

ay
i: 
84

.5
％

(2
00

7)
 

V
it 

A
 B

al
ita

: 5
7.
7％

(2
00

7)
 

・幾
つ

か
の

関
連

指
標

 （
K
4、

P
N
、
 K

N
2、

 T
T
2、

V
ita

 A
 B

ay
i）
に

つ
い

て
は

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
開

始
時

よ
り

改
善

が
み

ら
れ

る
一

方
、

そ
の

他
（K

1、

A
S
I E

ks
kl
us

if、
U
C

I、
FE

3、
V
it 

A
 B

al
ita

）に
つ

い
て

は
改

善
の

余
地

が
あ

る
。

ま
た

、
更

な
る

デ
ー

タ
収

集
が

必
要

な
も

の
も

あ
る

。
 

・2
00

8年
の

関
連

指
標

は
以

下
の

と
お

り
。

 

K
1:
 9

2％
(2

00
8)

 

K
4:
 8

2％
(2

00
8)

 

P
N
: 8

0.
3％

(2
00

8)
 

A
S
I E

ks
kl
us

if:
 N

ot
 a

va
ila

bl
e 

K
N
2:
 N

ot
 a

va
ila

bl
e 

U
C

I: 
N
ot

 a
va

ila
bl
e 

T
T
2:
 N

ot
 a

va
ila

bl
e 

F
E
3 

(B
um

il)
: N

ot
 a

va
ila

bl
e 

V
it 

A
 B

ay
i: 
N
ot

 a
va

ila
bl
e 

V
it 

A
 B

al
ita

: N
ot

 a
va

ila
bl
e 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

13
 K

1:
 K

un
ju
ng

an
 P

er
ta

m
a/

 A
N
C
 a

cc
es

s 
fo

r 
th

e 
1st

 t
im

e 
in
 t
he

 fi
rs

t 
tr
im

es
te

r 
(第

1回
目

産
前

検
診

へ
の

ア
ク

セ
ス

) 
14
 K

4:
 K

un
ju
ng

an
 K

e-
em

pa
t/

 A
N
C
 a

cc
es

s 
fo

r 
th

e 
4th

 t
im

e 
in
 t
he

 s
ec

on
d 

tr
im

es
te

r 
(第

4回
目

産
前

検
診

へ
の

ア
ク

セ
ス

) 
15
 K

N
2:
 K

un
ju
ng

an
 N

eo
na

tu
s 

ke
-2

/ 
T
he

 2
nd
 n

eo
na

te
s 

vi
si
t 
(新

生
児

検
診

の
2回

目
受

診
率

) 
16
 U

C
I: 
U
ni
ve

rs
al
 C

hi
ld
 Im

m
un

iz
at

io
n 

(乳
児

期
受

け
る

べ
き

予
防

接
種

5種
の

接
種

完
了

率
) 

17
 T

T
2:
 T

he
 2

nd
 t
et

an
us

 im
m

un
iz
at

io
n 

(妊
娠

中
の

破
傷

風
予

防
接

種
2回

接
種

率
) 

18
 F

E
3 

(B
um

il)
: T

he
 3

rd
 ir

on
 t
ab

le
t 
to

 p
re

gn
an

t 
m

ot
he

r 
（妊

娠
へ

の
鉄

剤
配

布
率

） 
19
 V

it 
A
 B

ay
i: 
V
ita

m
in
 A

 t
o 

in
fa

nt
 (乳

児
6～

11
カ

月
時

の
ビ

タ
ミ
ン

A
 カ

プ
セ

ル
摂

取
率

) 
20
 V

it 
A
 B

lit
a:
 V

ita
m

in
 A

 t
o 

un
de

r-
fiv

e 
ch

ild
 (幼

児
1～

5歳
時

の
ビ

タ
ミ
ン

A
 カ

プ
セ

ル
摂

取
率

) 



 

 

  

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
概

要
 

指
標

 
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
（プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
開

始

時
）（

20
06

年
10

月
） 

運
営

指
導

調
査

時
 

(2
00

7年
12

月
) 

終
了

時
評

価
 

（2
00

9年
8月

） 

1.
 

20
09

年
9

月
ま

で
に

、

少
な

く
と

も
80

％
の

妊

婦
が

母
子

手
帳

を
使

っ

た
産

前
検

診
を

受
診

す

る
よ

う
に

な
る

。
 

・ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
開

始
時

に
は

、
母

子

手
帳

の
配

布
デ

ー
タ

を
収

集
す

る

シ
ス

テ
ム

が
そ

も
そ

も
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
に

は
存

在
し

て
い

な
か

っ
た

。
 

・
運

営
指

導
調

査
時

点
で

は
、

母
子

手
帳

配
布

率
に

関
す

る
デ

ー
タ

は
得

ら
れ

て
い

な
い

。
 

・ 
本

指
標

は
、
現

段
階

で
は

以
下

の
理

由
に

よ
り

、
20

09
年

9
月

ま
で

に
達

成
さ

れ
る

見
込

み
は

な
い

。
 

・ 
全

国
33

州
の

う
ち

、
20

08
年

度
の

母
子

手
帳

配
布

率
に

関
す

る
デ

ー
タ

を
提

出
し

た
12

州
の

う
ち

、
母

子
手

帳
を

受
け

取
っ

た
妊

婦
の

割
合

は
全

体
の

56
％

に
と

ど
ま

っ
て

い
る

。
 

・ 
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
結

果
で

も
、

複
数

の
保

健
省

関
係

者
が

、
母

子
手

帳
配

布
の

更
な

る
地

理
的

範
囲

の
拡

大
を

課

題
と

し
て

い
た

。
 

＜
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
目

標
＞

 

母
子

手
帳

が
母

子
保

健
サ

ー

ビ
ス

統
合

の
手

段
と

し
て

機
能

す
る

と
と

も
に

、
母

子
手

帳
を

使
っ

た
母

子
保

健
サ

ー
ビ

ス
を

継
続

す
る

た
め

の
シ

ス
テ

ム

が
確

立
す

る
。

 

2.
 

保
健

省
が

母
子

手
帳

の
有

効
利

用
に

係
る

モ

デ
ル

を
政

策
に

反
映

す
る

。
 

・ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
開

始
時

に
は

、
い

ず

れ
の

モ
デ

ル
も

政
策

に
は

反
映

さ

れ
て

い
な

か
っ

た
。
 

・ 
母

親
学

級
モ

デ
ル

は

開
発

が
進

ん
で

お
り

、

既
存

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

に

統
合

さ
れ

る
可

能
性

が

浮
上

し
て

き
た

。
 

 

・ 
本

指
標

は
、
以

下
の

理
由

に
よ

り
既

に
達

成
さ

れ
て

い
る

と
い

え
る

。
 

・ 
「母

親
学

級
＜

妊
婦

編
＞

」「
母

親
学

級
＜

育
児

編
＞

」、
「保

健
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア

の
た

め
の

母
子

手
帳

オ
リ

エ
ン

テ
ー

シ
ョ
ン

」及
び

「病
院

・民
間

セ
ク

タ
ー

で
の

母
子

手
帳

活
用

」の
4

モ
デ

ル
に

つ
い

て
は

、
既

に
国

家
プ

ロ

グ
ラ

ム
に

統
合

さ
れ

て
お

り
、

ま
た

、
保

健
省

の
通

達
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

な
い

し
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
組

み
込

ま
れ

て

お
り

、
既

に
政

策
に

反
映

さ
れ

た
と

い
え

る
。

た
だ

し
、

関
連

プ
ロ

グ
ラ

ム
（出

生
登

録
な

ど
）に

お
け

る
母

子
手

帳
の

活
用

モ
デ

ル
に

つ
い

て
は

、
現

段
階

で
は

政
策

に
反

映
さ

れ
た

と
い

え
る

段
階

に
は

な
い

が
、

現
在

国

家
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
統

合
す

る
方

向
で

検
討

中
。

 

・ 
例

え
ば

、
「母

親
学

級
＜

妊
婦

編
＞

」は
保

健
大

臣
の

バ
ッ

ク
ア

ッ
プ

を
得

た
保

健
省

新
プ

ロ
グ

ラ
ム

「出
産

準

備
と

緊
急

時
へ

の
備

え
(B

P
C
R
、
P
4K

)」
に

統
合

さ
れ

、
各

マ
ニ

ュ
ア

ル
類

に
も

明
記

さ
れ

、
今

後
は

全
国

に
普

及
さ

れ
る

予
定

。
 

・ 
「保

健
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア

の
た

め
の

母
子

手
帳

オ
リ

エ
ン

テ
ー

シ
ョ
ン

」は
、

当
初

よ
り

保
健

省
中

央
の

活
動

と
し

て

全
国

展
開

を
意

図
し

て
実

施
さ

れ
、

「D
es

a 
S
ia
ga

」プ
ロ

グ
ラ

ム
の

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

や
予

防
接

種
の

プ
ロ

グ
ラ

ム

に
も

統
合

済
み

で
あ

る
。

ま
た

、
現

在
「清

潔
で

健
康

な
生

活
（P

H
B
S
）」

の
ト
レ

ー
ニ

ン
グ

や
ま

た
、

保
健

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

（k
ad

er
）の

新
人

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

に
も

今
後

統
合

し
て

い
く
予

定
。

 

・ 
「
病

院
・
民

間
セ

ク
タ

ー
で

の
母

子
手

帳
活

用
」
の

モ
デ

ル
も

、
病

院
で

の
母

子
手

帳
に

関
す

る
通

達

K
M

.0
40

1/
III
/1

81
4/

09
(2

00
9
年

5
月

)の
な

か
で

活
用

が
定

め
ら

れ
て

お
り

、
保

健
省

の
政

策
に

組
み

込
ま

れ

て
い

る
と

い
え

る
。
 

・ 
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
で

開
発

さ
れ

た
5

つ
の

モ
デ

ル
の

運
営

･実
施

の
あ

り
方

は
、
改

訂
中

の
母

子
手

帳
に

関
す

る
運

営
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

間
も

な
く
反

映
さ

れ
る

予
定

で
あ

る
。

 

 



 

 

 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
 

概
要

 
指

標
 

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

（プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
開

始
時

） 
（2

00
6年

10
月

） 
運

営
指

導
調

査
時

 
(2

00
7年

12
月

) 
終

了
時

評
価

 
（2

00
9年

8月
） 

1-
1 

20
09

年
9

月
に

は
、
推

定
妊

婦
数

の
75

％
の

母
子

手
帳

が
中

央
及

び
地

方
政

府
、
関

係
職

能
集

団
な

ど
に

よ
っ

て
印

刷
さ

れ
る

。
 

 

・ 
母

子
手

帳
の

供
給

に
関

す
る

正
確

な
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
・デ

ー
タ

は
得

ら
れ

て
い

な
い

。
 

・ 
た

だ
し

、
一

部
推

定
値

も
含

ま
れ

て
お

り
、

ま
た

県
レ

ベ
ル

の
デ

ー
タ

も
な

く
不

完
全

で
は

あ
る

も
の

の
、

保
健

省
子

ど
も

の
保

健
局

の
収

集
デ

ー
タ

に
よ

れ
ば

、
20

06
年

度
は

指
定

妊
婦

数
の

58
％

の
母

子
手

帳
が

供
給

さ
れ

た
と

見
積

も
ら

れ
る

。
 

・ 
一

部
推

定
値

も
含

ま
れ

て
お

り
、

ま
た

県
レ

ベ
ル

の
デ

ー
タ

も
な

く
不

完
全

で
は

あ
る

も
の

の
、

保
健

省
子

ど
も

の
保

健
局

の
収

集
デ

ー
タ

に
よ

れ
ば

、
20

07
年

度
は

指
定

妊
婦

数
の

53
％

の
母

子
手

帳
が

供
給

さ
れ

た
。

 

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

既
に

達
成

さ
れ

て
い

る
可

能
性

が
高

い
。
 

・ 
保

健
省

計
画

予
算

局
と

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
に

よ
れ

ば
、
全

推
定

妊
婦

数
50

0
万

人
の

う
ち

、
20

08
年

度
は

保
健

省
が

17
0

万
冊

の
母

子
手

帳
を

供
給

済
み

で
あ

る
。
 

・ 
ま

た
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
関

係
者

に
よ

れ
ば

、
20

08
年

度
は

ド
ナ

ー
に

よ
り

16
0
万

冊
が

供
給

さ
れ

、
保

健
省

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・シ

ス
テ

ム
に

よ
れ

ば
、

64
万

冊
が

州
･県

･市
に

よ
り

印
刷

さ
れ

た
と

の
由

。
つ

ま
り

合
計

で
39

4
万

冊
（7

8.
8％

）が
供

給
さ

れ
た

と
の

由
。

 
・ 

さ
ら

に
、

20
09

年
度

は
、
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
の

全
推

定
妊

婦
数

50
0

万
に

対
す

る
関

係
機

関
に

よ
る

母
子

手
帳

の
供

給
割

合
は

10
0％

を
超

え
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

1-
2 

病
院

及
び

民
間

ク
リ

ニ
ッ

ク
に

お
け

る
母

子
手

帳
の

配
布

が
制

度
化

さ
れ

る
。
 

 

・ 
本

指
標

に
関

す
る

デ
ー

タ
は

、
得

ら
れ

て
い

な
い

。
・ 

母
子

手
帳

は
幾

つ
か

の
州

の
病

院
で

配
布

さ
れ

て
い

た
事

例
が

散
見

さ
れ

る
が

、
一

般
論

と
し

て
病

院
や

民
間

ク
リ

ニ
ッ

ク
で

使
用

さ
れ

る
ケ

ー
ス

は
稀

で
あ

り
、

母
子

手
帳

の
配

布
が

制
度

化
さ

れ
て

い
た

と
は

い
え

な
い

。
 

・ 
産

婦
人

科
医

協
会

（P
O

G
I）

が
、

公
式

文
書

で
は

な
い

も
の

の
、

母
子

手
帳

の
活

用
を

促
す

レ
タ

ー
を

メ
ン

バ
ー

に
対

し
発

出
し

た
。

 
・ 

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

助
産

師
協

会
（I

B
I）

は
、

母
子

手
帳

の
所

持
を

資
格

認
定

（B
id
an

 D
el
im

a）
の

必
須

条
件

と
す

る
こ

と
に

同
意

し
た

。
 

・ 
本

指
標

は
、
以

下
の

理
由

に
よ

り
、
既

に
達

成
さ

れ
て

い
る

と
い

え
る

。
 

・ 
民

間
ク

リ
ニ

ッ
ク

に
関

す
る

保
健

大
臣

令
N
o.
66

6/
M

en
ke

s/
S
K
/V

I/
20

07
、

助
産

師
の

標
準

サ
ー

ビ
ス

に
関

す
る

保
健

大
臣

令
N
o.
93

8/
M

en
ke

s/
S
K
/V

III
/2

00
7、

そ
し

て
病

院
で

の
母

子
手

帳
に

関
す

る
通

達
K
M

.0
40

1/
III
/1

81
4/

09
で

、
病

院
及

び
民

間
ク

リ
ニ

ッ
ク

で
の

母
子

手
帳

の
活

用
が

定
め

ら
れ

た
。

 

1-
3 

20
09

年
ま

で
に

、
地

方
歳

出
歳

入
予

算
に

よ
っ

て
母

子
手

帳
を

供
給

す
る

こ
と

を
担

保
す

る
地

方
政

府
が

増
加

す
る

。
 

 

・ 
関

連
す

る
地

方
政

府
か

ら
の

デ
ー

タ
収

集
が

困
難

で
あ

り
、

確
た

る
こ

と
は

い
え

な
い

。
 

・ 
デ

ー
タ

が
不

完
全

で
確

た
る

こ
と

は
い

え
な

い
が

、
全

国
33

州
の

う
ち

11
州

（1
9

州
が

回
答

）、
全

国
45

0
県

市
の

う
ち

77
県

市
（2

76
県

市
が

回
答

）
だ

け
が

、
20

06
年

度
地

方
予

算
を

母
子

手
帳

の
印

刷
に

配
分

し
て

い
る

（保
健

省
、

20
09

年
調

査
）。

 

・ 
関

連
す

る
地

方
政

府
か

ら
の

デ
ー

タ
収

集
が

困
難

で
あ

り
、
確

た
る

こ
と

は
い

え
な

い
。
 

・ 
ま

た
、

同
様

に
デ

ー
タ

が
不

完
全

で
確

た
る

こ
と

は
い

え
な

い
が

、
全

国
33

州
の

う
ち

10
州

（1
9

州
が

回
答

）、
全

国
45

0
県

市
の

う
ち

98
県

市
（2

66
県

市
が

回
答

）だ
け

が
、

20
07

年
度

地
方

予
算

を
母

子
手

帳
の

印
刷

に
配

分
し

て
い

る
（保

健
省

、
20

09
年

調
査

）。
 

・ 
関

連
す

る
地

方
政

府
か

ら
の

デ
ー

タ
収

集
が

不
完

全
で

あ
り

、
現

段
階

で
は

確
た

る
こ

と
は

い
え

な
い

が
、

こ
れ

ま
で

の
進

捗
及

び
以

下
の

理
由

を
考

慮
し

た
場

合
、

本
指

標
の

達
成

は
厳

し
い

状
況

に
あ

る
か

も
し

れ
な

い
。

 
・ 

デ
ー

タ
が

不
完

全
で

確
た

る
こ

と
は

い
え

な
い

が
、

全
国

33
州

の
う

ち
8

州
（2

1
州

が
回

答
）、

全
国

45
0

県
市

の
う

ち
98

県
市

（2
67

県
市

が
回

答
）だ

け
が

、
20

08
年

度
地

方
予

算
を

母
子

手
帳

の
印

刷
に

配
分

し
て

い
る

（保
健

省
、

20
09

年
調

査
）。

つ
ま

り
、

地
方

歳
出

歳
入

予
算

に
よ

っ
て

母
子

手
帳

を
供

給
す

る
こ

と
を

担
保

す
る

州
政

府
の

数
は

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
開

始
時

の
11

州
か

ら
8

州
へ

と
減

少
し

て
い

る
の

に
対

し
、
県

政
府

は
77

県
市

か
ら

98
県

市
へ

と
増

加
し

て
い

る
。

 
・ 

し
か

し
、
地

方
政

府
の

な
か

に
は

、
東

ジ
ャ

ワ
州

マ
デ

ィ
ウ

ン
市

や
西

ス
マ

ト
ラ

州
政

府
、
タ

ナ
・ダ

タ
ー

ル
県

政
府

の
よ

う
に

、
20

10
年

度
以

降
は

保
健

省
が

母
子

手
帳

を
供

給
す

る
と

の
期

待
か

ら
予

算
措

置
を

講
じ

な
い

と
こ

ろ
や

議
会

の
反

対
に

よ
り

予
算

措
置

が
見

送
る

と
こ

ろ
も

出
て

く
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

・ 
面

談
調

査
結

果
に

よ
れ

ば
、

母
子

手
帳

の
供

給
を

中
央

政
府

と
地

方
政

府
の

ど
の

よ
う

に
負

担
す

る
か

に
つ

い
て

は
、

保
健

省
内

で
も

考
え

方
が

分
か

れ
て

い
る

。
 

＜
成

果
１

＞
 

住
民

の
母

子
手

帳
へ

の
ア

ク
セ

ス
が

高
ま

る
。

 
 

1-
4 

母
子

手
帳

の
実

施
強

化
の

た
め

に
、

関
係

す
る

中
央

委
員

会
や

作
業

部
会

が
形

成
さ

れ
運

営
さ

れ
る

。
 

 

・ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
開

始
以

前
に

、
特

に
事

前
評

価
に

お
け

る
関

係
者

と
の

協
議

の
な

か
で

、
母

子
手

帳
実

施
強

化
の

た
め

の
国

家
委

員
会

設
立

に
関

す
る

話
し

合
い

が
始

ま
っ

た
。

た
だ

し
、

こ
の

段
階

で
設

立
に

は
至

っ
て

い
な

い
。

 

・ 
該

当
デ

ー
タ

は
得

ら
れ

て
い

な
い

。
 

 
・ 

本
指

標
は

以
下

の
理

由
に

よ
り

、
既

に
達

成
さ

れ
て

い
る

と
い

え
る

。
 

・ 
母

子
手

帳
の

20
08

年
度

改
訂

作
業

時
に

、
暫

定
改

訂
委

員
会

が
発

足
し

運
営

さ
れ

た
。

同
委

員
会

は
今

後
、

母
子

保
健

、
リ

プ
ロ

ダ
ク

テ
ィ
ブ

ヘ
ル

ス
ま

た
は

「デ
サ

・シ
ア

ガ
」の

国
家

委
員

会
と

統
合

の
う

え
、

母
子

手
帳

の
実

施
強

化
を

図
る

方
向

で
現

在
検

討
中

。
 

・ 
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

で
は

作
業

部
会

や
、

１
）母

親
学

級
開

発
、

２
）保

健
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
へ

の
母

子
手

帳
活

用
オ

リ
エ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

の
促

進
、

３
）病

院
及

び
民

間
部

門
で

の
母

子
手

帳
の

活
用

促
進

、
４

）卒
前

教
育

に
お

け
る

母
子

手
帳

の
オ

リ
エ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

促
進

、
そ

し
て

５
) 

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

・シ
ス

テ
ム

及
び

オ
リ

エ
ン

テ
ー

シ
ョ
ン

シ
ス

テ
ム

の
強

化
と

い
っ

た
作

業
小

委
員

会
が

そ
れ

ぞ
れ

順
調

に
設

立
･運

営
さ

れ
て

き
た

。
 

  



 

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
 

概
要

 
指

標
 

ベ
ー

ス
ラ

イ
ン

（プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
開

始
時

） 

（2
00

6年
10

月
） 

運
営

指
導

調
査

時
 

(2
00

7年
12

月
) 

終
了

時
評

価
 

（2
00

9年
8月

） 

2-
1 

20
09

年
ま

で
に

、
助

産
師

ア
カ

デ
ミ

ー
の

カ
リ

キ

ュ
ラ

ム
に

母
子

手
帳

関
連

の
科

目
が

導
入

さ
れ

る
。

 

 

・ 
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
開

始
時

に
は

既
に

、
フ

ェ
ー

ズ
１

の

際
に

イ
ン

ド
ネ

シ
ア

助
産

師
協

会
（I

B
I）

を
通

じ
て

母

子
手

帳
を

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

に
取

り
入

れ
た

助
産

師
ア

カ
デ

ミ
ー

も
存

在
し

た
か

も
し

れ
な

い
が

、
決

し
て

組

織
的

に
普

及
･モ

ニ
タ

リ
ン

グ
が

行
わ

れ
た

わ
け

で

は
な

い
。

 

・ 
助

産
師

教
育

課
程

（D
3）

に
導

入
す

る
べ

く
交

渉
中

。
 

 

・ 
本

指
標

は
、

以
下

の
理

由
に

よ
り

既
に

達
成

さ
れ

て
い

る
可

能
性

が
高

い
。

 

・ 
す

で
に

、
助

産
師

の
高

等
専

門
教

育
（高

校
卒

業
後

3
年

間
）の

標
準

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

（保
健

省
発

行
）に

、
母

子
手

帳
に

関
す

る
項

目
が

導
入

済
み

で
あ

る
。

 

・ 
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
助

産
師

協
会

（I
B
I）

と
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

に
よ

れ
ば

、
全

国
に

あ
る

63
2

校
の

助
産

師
ア

カ
デ

ミ
ー

に
お

い
て

母
子

手
帳

は
カ

リ

キ
ュ

ラ
ム

に
取

り
こ

ま
れ

、
さ

ま
ざ

ま
な

コ
ー

ス
で

使
わ

れ
て

い
る

。
 

・ 
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
全

国
看

護
協

会
（
P
P
N
I）

と
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

に
よ

れ

ば
、

約
40

0
校

の
看

護
師

教
育

機
関

の
す

べ
て

に
お

い
て

母
子

手
帳

は
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
の

な
か

に
取

り
入

れ
ら

れ
て

お
り

、
コ

ー
ス

の
な

か

で
も

母
子

手
帳

を
紹

介
・活

用
し

て
い

る
。

 

2-
2 

20
09

年
ま

で
に

、
保

健
省

の
関

連
プ

ロ
グ

ラ
ム

〔村
落

ア
ラ

ー
ト
・プ

ロ
グ

ラ
ム

(D
es

a 
S
ia
ga

)、
正

常
出

産
モ

ジ
ュ

ー
ル

、
B
P
C

R
21
、

基
礎

緊
急

産

科
・新

生
児

ケ
ア

、
緊

急
産

科
・新

生
児

ケ
ア

、

新
生

児
疾

患
包

括
的

対
策

、
新

生
児

仮
死

対

策
、

低
出

生
体

重
対

策
、
子

ど
も

の
早

期
発

達
促

進
プ

ロ
グ

ラ
ム

、
緊

急
産

科
・新

生
児

ケ
ア

の
た

め
の

応
急

処
置

、
助

産
師

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ

ン
・カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

研
修

〕に
母

子
手

帳
関

連

項
目

が
導

入
さ

れ
る

。
 

・ 
基

本
的

周
産

期
緊

急
時

医
療

（P
O

N
E
D

）及
び

包
括

的
周

産
期

緊
急

時
医

療
（P

O
N
E
K
）は

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
開

始
時

点
で

は
既

に
、

母
子

手
帳

を
そ

れ
ぞ

れ
の

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

統
合

し
て

い
た

。
 

・ 
村

落
ア

ラ
ー

ト
・
プ

ロ
グ

ラ
ム

(D
es

a 
S
ia
ga

)及
び

 正
常

出
産

モ
ジ

ュ
ー

ル
に

は
、

母
子

手
帳

関
連

項
目

が
導

入
済

み
。

 

 

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

既
に

達
成

さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

・ 
終

了
時

評
価

時
点

で
、

母
子

健
康

手
帳

の
利

用
が

、
本

指
標

に
挙

げ
ら

れ
て

い
る

す
べ

て
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

保
健

サ
ー

ビ
ス

・マ
ニ

ュ
ア

ル
や

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

に
統

合
済

み
で

あ
る

こ
と

は
確

認
さ

れ
て

い
る

。
 

 

＜
成

果
２

＞
 

関
連

医
療

従
事

者
を

対
象

と
し

た

母
子

手
帳

に
係

る
研

修
制

度
が

強
化

さ
れ

る
。

 

2-
3 

20
09

年
ま

で
に

保
健

医
療

従
事

者
向

け
の

母
子

手
帳

関
連

の
オ

リ
エ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

・パ
ッ

ケ
ー

ジ
が

形
成

さ
れ

る
。
 

 

・ 
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
利

用
の

た
め

の
運

営
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
及

び
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
活

用
の

た
め

の
技

術
的

ガ
イ

ド
ラ

イ

ン
は

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
開

始
以

前
の

フ
ェ

ー
ズ

１
の

際

に
、

既
に

作
成

さ
れ

て
い

た
。

 

・ 
ま

た
ハ

ン
ド

ブ
ッ

ク
活

用
の

た
め

の
訓

練
モ

ジ
ュ

ー

ル
（北

ス
ラ

ウ
ェ

シ
編

）は
フ

ェ
ー

ズ
1

の
際

に
開

発

さ
れ

た
。

 

・ 
オ

リ
エ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

･ト
レ

ー

ナ
ー

を
育

成
す

る
た

め
の

T
O

T
モ

ジ
ュ

ー
ル

が
完

成
し

た
。

 

 

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

既
に

達
成

さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

・ 
医

療
保

健
従

事
者

に
よ

る
母

子
手

帳
の

使
用

を
標

準
化

す
る

こ
と

を
目

的
に

、
「母

子
手

帳
利

用
の

た
め

の
オ

リ
エ

ン
テ

ー
シ

ョ
ン

」モ
ジ

ュ
ー

ル
を

開
発

し
た

。
保

健
省

、
保

健
ト
レ

ー
ニ

ン
グ

・セ
ン

タ
ー

、
助

産
師

協

会
、

看
護

師
協

会
、

助
産

師
・看

護
師

養
成

学
校

等
に

、
オ

リ
エ

ン
テ

ー

シ
ョ
ン

の
実

施
と

と
も

に
配

布
さ

れ
て

お
り

、
既

に
パ

ッ
ケ

ー
ジ

は
作

成

済
み

で
あ

る
。

全
国

の
州

保
健

衛
生

局
に

対
し

て
も

、
同

パ
ッ

ケ
ー

ジ

は
配

布
済

み
で

あ
る

。
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

21
 B

P
C
R
: B

irt
h 

P
re

pa
re

dn
es

s 
an

d 
C
om

pl
ic
at

io
n 

R
ea

di
ne

ss
 (出

産
準

備
と

合
併

症
へ

の
備

え
) 



 

 

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
概

要
 

指
標

 
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
（プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
開

始
時

）

（2
00

6年
10

月
） 

運
営

指
導

調
査

時
 

(2
00

7年
12

月
) 

終
了

時
評

価
 

（2
00

9年
8月

） 

＜
成

果
３

＞
 

母
子

手
帳

の
モ

ニ
タ

リ

ン
グ

・
報

告
に

係
る

制

度
が

強
化

さ
れ

る
。
 

3-
1  

20
09

年
9月

ま
で

に
、

子
ど

も
局

が
母

子
手

帳
の

配
布

率
の

全
国

的
な

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

を
開

始
す

る
。
 

・ 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
開

始
時

点
で

は
、

母
子

手
帳

の
配

布
に

関
す

る
確

立
し

た
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・シ

ス
テ

ム
は

存
在

し
て

い
な

か
っ

た
。

 

 

・モ
ニ

タ
リ

ン
グ

･ツ
ー

ル
は

開
発

中
で

あ
っ

た
。

 
・ 

本
指

標
は

以
下

の
理

由
に

よ
り

、
既

に
達

成
さ

れ
て

い
る

と
い

え
る

。
 

・ 
保

健
省

の
母

子
保

健
に

関
す

る
地

域
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・シ

ス
テ

ム
（P

W
S
－

K
IA

）の

な
か

に
、

母
子

手
帳

は
組

み
込

ま
れ

た
。

ま
た

、
今

後
イ

ン
ド

ネ
シ

ア
保

健
白

書
に

も

組
み

込
ま

れ
る

予
定

。
 

・ 
女

性
保

健
局

と
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

で
は

、
母

子
手

帳
配

布
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

は
20

08

年
か

ら
既

に
開

始
し

た
と

の
由

。
 

・ 
医

療
サ

ー
ビ

ス
総

局
の

4
課

が
、

通
常

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

の
ツ

ー
ル

に
、

母
子

手
帳

に

関
す

る
指

標
を

組
み

込
ん

だ
。

 

・ 
デ

ー
タ

・保
健

医
療

情
報

セ
ン

タ
ー

と
の

イ
ン

タ
ビ

ュ
ー

で
は

、
保

健
関

連
デ

ー
タ

の

総
合

情
報

シ
ス

テ
ム

へ
の

統
合

を
検

討
中

と
の

由
。

母
子

手
帳

配
布

に
関

す
る

デ

ー
タ

に
つ

い
て

も
統

合
を

進
め

る
こ

と
が

今
後

の
課

題
で

あ
る

。
 

4-
1 

子
ど

も
の

健
康

に
お

け
る

母
子

手
帳

の
活

用
モ

デ
ル

が
20

09
年

ま
で

に
使

用
で

き
る

よ
う

に
な

る
。
 

・ 
該

当
モ

デ
ル

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

開
始

時
点

で
は

存
在

し
て

い
な

か
っ

た
。
 

 

・ 
該

当
モ

デ
ル

の
第

1
ド

ラ
フ

ト
が

西
ス

マ
ト
ラ

州

で
完

成
し

た
。

 

 

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

既
に

達
成

さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

・ 
西

ス
マ

ト
ラ

州
で

の
母

親
学

級
＜

育
児

編
＞

の
モ

デ
ル

開
発

は
、

評
価

ま
で

終
了

し

て
お

り
、

モ
デ

ル
は

利
用

可
能

で
あ

る
。

ま
た

、
州

内
の

モ
デ

ル
対

象
地

域
以

外
に

も
急

速
に

拡
大

し
て

い
る

ほ
か

、
国

家
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
ス

ケ
ー

ル
ア

ッ
プ

さ
れ

た
。

 

4-
2 

 関
連

プ
ロ

グ
ラ

ム
（
出

生

登
録

な
ど

）
に

お
け

る
母

子
手

帳
の

活
用

モ
デ

ル
が

20
09

年
ま

で
に

使
用

で
き

る
よ

う
に

な
る

。
 

・ 
該

当
モ

デ
ル

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

開
始

時
点

で
は

存
在

し
て

い
な

か
っ

た
。
 

 

・ 
中

央
レ

ベ
ル

で
、

本
モ

デ
ル

の
コ

ン
セ

プ
ト
を

作

成
中

で
あ

る
。

 

・ 
東

ジ
ャ

ワ
州

ル
マ

ジ
ャ

ン
県

で
、

内
務

局
、

衛
生

局
、

病
院

が
覚

書
を

締
結

。
じ

き
に

モ
デ

ル
の

試
行

を
実

施
予

定
。
 

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

既
に

達
成

さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

・ 
東

ジ
ャ

ワ
州

ル
マ

ジ
ャ

ン
県

で
の

当
該

モ
デ

ル
開

発
は

、
評

価
ま

で
終

了
し

て
お

り
、

モ
デ

ル
は

利
用

可
能

で
あ

る
。

 

・ 
子

ど
も

保
健

局
と

の
イ

ン
タ

ビ
ュ

ー
で

は
、

当
該

モ
デ

ル
自

体
は

既
に

完
成

し
て

い

る
が

、
モ

デ
ル

普
及

の
た

め
の

県
内

務
局

関
係

者
に

対
す

る
訓

練
や

モ
デ

ル
の

具

体
的

な
実

施
が

今
後

の
課

題
と

の
由

。
た

だ
し

、
こ

れ
ら

い
ず

れ
も

内
務

省
の

所

掌
。

 

4-
3 

妊
娠

中
及

び
産

褥
期

に
お

け
る

母
子

手
帳

の
活

用
モ

デ
ル

が
20

09
年

ま
で

に
使

用
で

き
る

よ
う

に
な

る
。

 

・ 
母

親
学

級
＜

出
産

準
備

編
＞

の
原

型

は
、

西
ス

マ
ト

ラ
州

で
フ

ェ
ー

ズ
１

時

に
開

発
さ

れ
、

幾
つ

か
の

州
で

試
行

さ

れ
た

も
の

の
、

ナ
シ

ョ
ナ

ル
・モ

デ
ル

と
し

て
は

開
発

さ
れ

完
成

し
て

い
た

わ

け
で

は
な

か
っ

た
。
 

・ 
該

当
モ

デ
ル

の
第

1
ド

ラ
フ

ト
が

西
ヌ

サ
ト
ゥ

ン

ガ
ラ

州
で

完
成

し
た

。
 

 

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

既
に

達
成

さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

・ 
西

ヌ
サ

ト
ゥ

ン
ガ

ラ
州

で
の

母
親

学
級

＜
出

産
準

備
編

＞
モ

デ
ル

の
開

発
は

、
評

価

ま
で

終
了

し
て

お
り

、
モ

デ
ル

は
利

用
可

能
で

あ
る

。
 

・ 
ま

た
、

モ
デ

ル
地

域
以

外
の

州
内

全
県

等
に

も
急

速
に

拡
大

さ
れ

て
い

る
ほ

か
、

国

家
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
統

合
さ

れ
た

。
 

4-
4 

保
健

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

に
母

子
手

帳
を

紹
介

す
る

た
め

の
活

用
モ

デ
ル

が
20

09
年

ま
で

に
使

用
で

き
る

よ
う

に
な

る
。
  

・ 
該

当
モ

デ
ル

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

開
始

時
点

で
は

存
在

し
て

い
な

か
っ

た
。
 

 

・ 
保

健
省

と
西

ジ
ャ

ワ
州

は
オ

リ
エ

ン
テ

ー
シ

ョ

ン
･ガ

イ
ド

第
1

ド
ラ

フ
ト
を

作
成

し
た

。
 

・ 
同

モ
デ

ル
の

村
落

ア
ラ

ー
ト

・
プ

ロ
グ

ラ
ム

（D
es

a 
S
ia
ga

）へ
の

導
入

に
つ

き
検

討
中

。
 

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

既
に

達
成

さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

・ 
西

ジ
ャ

ワ
州

ガ
ル

ッ
ト
県

で
の

「保
健

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

（k
ad

er
）に

よ
る

母
子

手
帳

活
用

促
進

」モ
デ

ル
開

発
は

、
評

価
ま

で
完

了
し

て
お

り
、

モ
デ

ル
は

利
用

可
能

で
あ

る
。

 

＜
成

果
４

＞
 

母
子

手
帳

の
有

効
利

用
に

係
る

モ
デ

ル
が

形
成

さ
れ

る
。

 

4-
5 

病
院

及
び

民
間

ク
リ

ニ
ッ

ク
に

お
け

る
母

子
手

帳
の

活
用

モ
デ

ル
が

20
09

年
ま

で
に

使
用

で
き

る
よ

う
に

な
る

。
 

・ 
該

当
モ

デ
ル

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

開
始

時
点

で
は

存
在

し
て

い
な

か
っ

た
。
 

 

・ 
中

央
の

基
本

方
針

は
明

確
に

な
っ

て
い

た
が

、

モ
デ

ル
の

詳
細

に
つ

き
省

内
未

調
整

。
 

・ 
中

央
、

州
、

県
の

そ
れ

ぞ
れ

で
、

具
体

的
な

活

動
計

画
を

作
成

中
で

あ
っ

た
。

 

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

既
に

達
成

さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

・ 
東

ジ
ャ

ワ
州

マ
デ

ィ
ウ

ン
市

で
の

「病
院

及
び

民
間

セ
ク

タ
ー

で
の

母
子

手
帳

活
用

」

モ
デ

ル
開

発
は

、
評

価
ま

で
終

了
し

て
お

り
、
利

用
可

能
。
 

・ 
本

モ
デ

ル
の

応
用

モ
デ

ル
も

西
カ

リ
マ

ン
タ

ン
州

で
開

発
さ

れ
た

。
 

 



 

 

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
概

要
 

指
標

 
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
（プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
開

始
時

） 

（2
00

6年
10

月
） 

運
営

指
導

調
査

時
 

(2
00

7年
12

月
) 

終
了

時
評

価
 

（2
00

9年
8月

） 

5-
1 

母
子

手
帳

の
母

子
保

健
関

連

指
標

（
妊

産
婦

検
診

受
診

率

〔 K
1、

K
4)

、
医

療
従

事
者

に
よ

る
出

産
介

助
の

割
合

〕に
対

す

る
イ

ン
パ

ク
ト

に
関

す
る

情

報
、

デ
ー

タ
が

収
集

さ
れ

る
。
 

・ 
本

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

開
始

以
前

に
、

母
子

手

帳
の

主
要

保
健

指
標

へ
の

イ
ン

パ
ク

ト
調

査
は

、
中

部
ジ

ャ
ワ

州
、

西
ス

マ
ト

ラ
州

、

ジ
ョ
グ

ジ
ャ

カ
ル

タ
、

東
ジ

ャ
ワ

州
、

ア
チ

ェ
州

等
に

お
い

て
何

回
か

に
わ

た
っ

て
行

わ
れ

て
い

る
。

 

・ 
西

ジ
ャ

ワ
州

ガ
ル

ッ
ト

県
で

の
「母

子
手

帳
効

果

測
定

調
査

研
究

」の
ベ

ー
ス

ラ
イ

ン
調

査
は

既
に

終
了

し
、
報

告
書

は
作

成
中

。
 

・ 
今

後
は

、
2

年
間

の
介

入
を

待
っ

て
、

フ
ォ

ロ
ー

ア

ッ
プ

調
査

を
行

う
予

定
。

 

 

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

達
成

さ
れ

る
見

込
み

で
あ

る
。

 

・ 
西

ジ
ャ

ワ
州

ガ
ル

ッ
ト
県

で
の

「母
子

手
帳

効
果

測
定

調
査

研
究

」で

は
、

2
年

間
の

介
入

後
、

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
調

査
の

記
述

分
析

が
ち

ょ

う
ど

終
了

し
た

と
こ

ろ
で

あ
り

、
報

告
書

は
作

成
中

で
あ

る
。
 

5-
2 

20
08

年
末

ま
で

に
、

調
査

及

び
評

価
の

結
果

よ
り

得
ら

れ

た
エ

ビ
デ

ン
ス

に
基

づ
い

て

母
子

手
帳

が
改

訂
さ

れ
る

。
 

 

・ 
前

回
の

母
子

手
帳

改
訂

は
、

JI
C
A

の
支

援
を

得
て

、
20

03
年

に
実

施
し

た
。

 

 

・ 
運

営
指

導
調

査
時

に
、

子
ど

も
保

健
局

に
お

い
て

確
保

さ
れ

て
い

た
母

子
手

帳
改

訂
の

た
め

の
予

算
が

不
十

分
で

あ
り

、
改

訂
が

困
難

に
な

る
と

の

懸
念

が
表

明
さ

れ
た

。
 

 

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

既
に

達
成

さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

・ 
20

08
～

20
09

年
に

か
け

て
母

子
手

帳
の

改
訂

作
業

を
実

施
し

、
既

に

終
了

。
具

体
的

に
は

、
ま

ず
は

ニ
ー

ズ
･ア

セ
ス

メ
ン

ト
を

実
施

し
、

そ

の
後

母
子

手
帳

改
訂

委
員

会
及

び
作

業
部

会
を

設
立

･開
催

し
、

改

訂
作

業
を

進
め

、
プ

レ
テ

ス
ト
を

実
施

の
う

え
、

改
訂

母
子

手
帳

最
終

版
を

作
成

し
た

。
 

＜
成

果
５

＞
 

母
子

手
帳

の
母

子
保

健
改

善

へ
の

効
果

に
係

る
調

査
・
評

価
の

結
果

が
保

健
省

の
政

策

策
定

・
実

施
過

程
に

反
映

さ

れ
る

。
 

 

5-
3 

調
査

及
び

評
価

の
結

果
に

基

づ
い

て
、

地
方

政
府

及
び

関

連
省

庁
向

け
の

ア
ド

ボ
カ

シ

ー
・ツ

ー
ル

が
製

作
さ

れ
る

。
 

・ 
該

当
ツ

ー
ル

は
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

開
始

時

に
は

存
在

し
て

い
な

か
っ

た
。
 

 

・ 
運

営
指

導
調

査
時

点
で

は
、

該
当

ツ
ー

ル
は

、
開

発
途

上
の

段
階

に
あ

っ
た

。
 

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

達
成

さ
れ

る
見

込
み

で
あ

る
。

 

・ 
ア

ド
ボ

カ
シ

ー
･ビ

デ
オ

、
フ

ァ
ク

ト
･シ

ー
ト

、
パ

ワ
ー

ポ
イ

ン
ト

、
及

び
そ

の
他

関
連

ド
キ

ュ
メ

ン
ト

と
い

っ
た

ア
ド

ボ
カ

シ
ー

･キ
ッ

ト
は

、

ほ
ぼ

完
成

し
て

い
る

。
一

部
は

既
に

完
成

し
、

全
国

の
県

保
健

衛
生

局
長

に
配

布
･紹

介
さ

れ
て

い
る

。
 

6-
1 

母
子

手
帳

に
よ

る
母

子
保

健

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
に

係
る

経

験
が

調
査

及
び

評
価

結
果

、

関
係

者
な

ど
か

ら
集

約
さ

れ

第
三

国
研

修
及

び
国

内
研

修
、

全
国

レ
ビ

ュ
ー

会
議

な
ど

の
資

料
に

反
映

さ
れ

る
。

 

 

・ 
該

当
事

項
な

し
。

 

 

・ 
運

営
指

導
調

査
時

点
で

は
、

該
当

す
る

全
国

レ
ビ

ュ
ー

会
議

の
開

催
が

、
中

央
予

算
の

大
幅

削
減

の
た

め
、
危

ぶ
ま

れ
て

い
た

。
 

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

既
に

達
成

さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

・ 
第

2
回

「第
三

国
研

修
」及

び
「国

内
研

修
」（

20
08

年
8

月
、

西
ジ

ャ

ワ
州

）で
は

、
１

）内
務

省
、

福
祉

省
と

の
協

力
、

２
）教

育
省

、
国

家
家

族
計

画
調

整
団

、
家

族
福

祉
運

動
(婦

人
会

)と
の

母
親

学
級

を
通

じ

た
協

力
、

３
）病

院
、

民
間

機
関

で
の

母
子

健
康

手
帳

の
活

用
、

そ
し

て
4)

地
方

政
府

に
よ

る
サ

ポ
ー

ト
と

い
っ

た
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

成
果

や

経
験

が
研

修
項

目
と

し
て

盛
り

こ
ま

れ
た

。
 

6-
2 

第
2
回

目
の

第
三

国
研

修
及

び
国

内
研

修
に

お
い

て
、

参

加
者

の
満

足
度

が
平

均
80

％

と
な

る
。

 

・ 
該

当
事

項
な

し
。

 
・ 

第
2
回

目
の

第
三

国
研

修
及

び
国

内
研

修
は

、
運

営
指

導
調

査
時

に
は

、
ま

だ
開

催
さ

れ
て

い
な

か

っ
た

。
 

 

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

既
に

達
成

さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

・ 
第

2
回

「第
3

国
研

修
」及

び
「国

内
研

修
」で

は
、

各
項

目
の

平
均

で

は
80

％
以

上
の

参
加

者
が

、
「満

足
し

た
」ま

た
は

「と
て

も
満

足
し

た
」と

答
え

て
い

る
。

 

＜
成

果
６

＞
 

第
三

国
研

修
及

び
現

地
国

内

研
修

を
通

じ
て

、
保

健
省

と
地

方
政

府
の

母
子

手
帳

を
使

用

し
た

母
子

保
健

改
善

の
経

験

を
効

果
的

に
共

有
す

る
制

度
・能

力
が

強
化

さ
れ

る
。

 

6-
3 

20
09

年
9月

ま
で

に
、

母
子

手

帳
に

係
る

中
央

レ
ビ

ュ
ー

会

議
が

2回
開

催
さ

れ
る

。
 

・ 
該

当
す

る
会

議
は

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
開

始

時
点

で
既

に
、
2

年
に

1
度

の
割

合
で

開

催
さ

れ
て

い
た

。
 

・ 
運

営
指

導
調

査
時

点
で

は
、

全
国

レ
ベ

ル
会

議

の
開

催
回

数
制

限
に

関
す

る
大

臣
令

が
発

出
さ

れ
た

た
め

、
該

当
会

議
の

開
催

が
危

ぶ
ま

れ
た

。

・ 
本

指
標

は
以

下
の

理
由

に
よ

り
、

既
に

達
成

さ
れ

て
い

る
と

い
え

る
。

 

・ 
子

ど
も

保
健

局
の

全
国

評
価

会
議

（2
00

7
年

12
月

、
20

08
年

6
月

、

20
08

年
12

月
、

20
09

年
6

月
）の

4
回

開
催

済
み

で
あ

る
。

 

 



 

 

付属資料１３：プロジェクト主要成果品リスト 
番号 タイトル 成果品タイプ 製作年

0001 Mothers Class Scenario - Safe Childbirth with Ease (English version) フリップチャート 2003

0002 The Handbook for Mothers Class (English version) 母親学級  

0003 Technical Guidelines For Using The Maternal and Child Health Handbook (English 

version) 

ガイドライン 
2003

0004 Calendar 2007 "Poster Type" カレンダー 2007

0005 Calendar 2007 "Desk Type" カレンダー 2007

0006 Leaflet - Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi              

Leaflet- Birth Preparedness and Complication Readiness                          

パンフレット 
2007

0007 Leaflet - Menuju Persalinan Aman dan Selamat                                   

Leaflet- Toward The Delivery To Be Safe and Secure  

パンフレット 
2007

0008 Calendar 2008 "Poster Type" カレンダー 2008

0009 Calendar 2008 "Desk Type" カレンダー 2008

0010 Paket Orientasi Penggunaan Buku KIA untuk Petugas Kesehatan                    

Orientation Package on the Use of MCH Handbook for Health Providers             

1. The Maternal and Child Health handbook (MCH handbook) 

2. Technical Guidebook on the use of MCH handbook 

3. Management Guidelines for using MCH handbook 

4. Facilitator’s Note book 

5. Participant’s Guidebook 

6. Instrument for Post Orientation Evaluation 

7. CD (documents 4, 5, and 6 above, and auxiliary materials) 

8. A File/ Document’s Envelope                                                

トレーニング･モジュール 

2008

0011 Orientation Package on the Use of MCH Handbook for Health Providers  

 MCH Handbook for Health Providers (English version)                            

● Use of MCH Handbook Orientation for Health Provider (Facilitator Note book)        

● Use of MCH Handbook Orientation for Health Provider (Participant guide book)     

● Instrument Post MCH Handbook Orientation Evaluation to Health Provider at Service 

Site                                                                 

トレーニング･モジュール 

 

0012 Paket Pelatihan Keterampilan Melatih Fasilitator Buku KIA                          

Training of Trainer MCH Handbook Facilitator Package                           

● Pelatihan Keterampilan Melatih Fasilitator Buku KIA ( Panduan Peserta)            

● Pelatihan Keterampilan Melatih Fasilitator Buku KIA ( Pegangan Pelatih)           

トレーニング･モジュール 

2008

0013 Training of Trainer MCH Handbook Facilitator Package (English version)              

● Training of Trainer MCH Handbook Facilitator (Trainer's Note)                     

● Training of Trainer MCH Handbook Facilitator (Participant's Guide)    

トレーニング･モジュール 

2008

0014 Paket Kader                                                                 

Health Volunteer/Cadres Package :                                             

●Leaflet Informasi untuk Kader Kesehatan dan Pemerhati KIA                       

● Pedoman Orientasi Buku KIA pada Kader Kesehatan dan Pemerhati KIA           

トレーニング･モジュール 

2008

0015 Paket Kelas Ibu Hamil                                                        

Mothers' Class Package (Pregnant Women)                                     

1.Flip chart2. Facilitator’s Handbook3. Implementation Guideline of Mothers’ 

Class-Birth Preparedness4. MCH Leaflet5. Training for the Facilitator of the Mothers’ 

Class-Birth Preparedness6. Trainers’ Handbook7. Participants’ Guidebook8. 

Pregnancy Exercise Handbook9. VCD on Pregnancy Exercise            

トレーニング･モジュール 

2008

0016 Mother's Class Package (Pregnant Women) (English version)                       

● Mother Class (Pregnant Women) For Health Provider (Trainer's Note)              

● Mother Class (Pregnant Women) For Health Provider (Participant Guide)            

● Management Guideline for Mother Class (Pregnant Women) 

トレーニング･モジュール 

 

0017 Paket Kelas Ibu Balita                                                        

Mothers’ Class (Mother of Under-5 Children) Package 

トレーニング･モジュール 
2008

0018 Mothers’ Class (Mother of Under-5 Children) Package (English version)               

● Mother Class For Health Provider (Mother of Under-5 Children) (Trainer's Note)      

● Mother Class For Health Provider (Mother of Under-5 Children) (Participant 

Guidebook)                                                                 

トレーニング･モジュール 

2008



 

 

 
番号 タイトル 成果品タイプ 製作年

0019 Paket Pelatihan bagi Pelatih Kelas Ibu Hamil                                     

Training of Trainer Mother Class (Pregnant) Package :                             

● Pelatihan bagi Pelatih Kelas Ibu Hamil (Pegangan Pelatih)                        

● Pelatihan bagi Pelatih Kelas Ibu Hamil (Panduan Peserta)         

トレーニング･モジュール 

2008

0020 Training of Trainer Mother Class (Pregnant Women) Package (English version) :       

● Training of Trainer Mother Class (Pregnant Women) (Trainer's Note)               

● Training of Trainer Mother Class (Pregnant Women) (Participant's Guide)           

トレーニング･モジュール 

2008

0021 Pelatihan bagi Pelatih Kelas Ibu Balita                                           

Training of Trainer Mothers’ Class (Mother of Under-5 Children) Package :            

● Pelatihan bagi Pelatih Kelas Ibu Balita (Pegangan Pelatih)                        

● Pelatihan bagi Pelatih Kelas Ibu Balita (Panduan Peserta)                       

トレーニング･モジュール 

2008

0022 Training of Trainer Mothers’ Class (Mother of Under-5 Children) Package (English 

version) :                                                                  

● Training of Trainer Mother Class (Mother of U-5 Children) (Trainer's Note)           

● Training of Trainer Mother Class (Mother of U-5 Children)  (Participant's Guide)     

トレーニング･モジュール 

 

0023 Management Guideline for Mothers' Class (English version) トレーニング･モジュール 2008

0024 Pamphlets Proyek Buku KIA Fase II dan Buku KIA                                

Pamphlet MCH Handbook Phase II Project and MCH Handbook :                    

●Pamphlet The Project for Ensuring MCH Services with The MCH Handbook Phase II 

(English version)                                                             

●Pamphlet The Project for Ensuring MCH Services with The MCH Handbook Phase II 

(Indonesia version)                                                           

●Pamphlet MCH Handbook (Indonesia version)                                  

パンフレット 

2008

0025 Poster Lomba Foto Buku KIA                                                  

MCH Handbook Photography Competition Poster  

ポスター 
2008

0026 Folder Buku KIA                                                             

MCH Handbook Folder 

ホルダー 
2008

0027 Poster Buku KIA                                                             

MCH Handbook Poster 

ポスター 
2009

0028 Mother Class Birth Preparedness (English version) フリップチャート 2008

0029 Mother's Class Child Health (English version) フリップチャート 2008

0030 DVD untuk Masyarakat                                                      

DVD for Community 

DVD 
2009

0031 DVD untuk Petugas Kesehatan                                                 

DVD for Health Providers 

DVD 
2009

0032 Buletin Buku KIA                                                             

● Newsletters of MCH Handbook 

ニュースレター 2008-

2009
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